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高齢化の進行に伴い、介護分野の人材の確保が難しい状況が続いており、介護人材の確保

が喫緊の課題となっている。こうした状況の中、「介護キャリア段位制度」は、介護分野の人材育

成・定着を図ることを目的に、平成 24 年に制度化され、平成27 年度からは、厚生労働省の「介

護職員資質向上支援事業」として実施されている。 

「介護キャリア段位制度」は、介護技能（介護の実践的スキル）を「見える化」し、介護技術評価

指標として、介護職員の実践的なスキルを適正に評価しつつ、これを処遇や社会的評価の改善

に結びつけていくことをねらいとした人材育成プログラムである。 

制度導入から４年を迎えた「介護キャリア段位制度」は、これまでに全国約12,000名の評価者

（アセッサー）が養成され、現在、この評価指標を用いた介護技術評価の取組みが、各地の介護

事業所・施設において進められている現状にある。 ╩ ⇔√ ╖│⁸ ≢─ OJT

の ≤ ─ ╖╩ ∂⁸ ⌐ ∆╢ ≠⅝╛ ⁸ ╛ ⌐ ∆╢ ─

╛ ┼─ ⅜╡≤™∫√⁸ ╩ ∆╢ ≢ ⌂ ─ ₁╩ ╖ ⇔≡™

╢↓≤⅜⁸↓╣╕≢─ ╛ ─ ⌐⅔™≡╙⁸ ↕╣≡™╢⁹ 

⌐ ─ ╖⅜ ⅜╢ ⁸本事業は、平成27年「介護キャリア段位制度に係る

外部評価の効果的・効率的な実施方法と外部評価審査員の質の向上に関する調査研究事業」

として、２つのワーキンググループを組み、外部評価と、内部評価の両側面における検討を重ね

た。 

検討委員会および外部評価ワーキング≢│⁸ ◐ꜗꜞ▪ ─ ⌐ ∆╢ ≢

─ ─ ╡ ⌐≈™≡ ⌐ ∟ ╡ ╩ ™⁸ ⁸ ⌂ ╡ ⌐≈

™≡ ╩⇔√ ⁹ 

内部評価ワーキングでは、平成 26 年度に行った介護キャリア段位制度の介護技術評価のフ

レームワークを活用して開発された認知症者への配慮にかかわる介護技術評価項目案につい

て、さらにその臨床的妥当性の検討を行うとともに、内部評価項目のデータ分析による評価順序

性についても検証をした（報告書第２部）。 

  本事業の実施にあたっては、検討委員会委員長（及び外部評価WG 座長）には小山秀夫氏

（兵庫県立大学大学院経営研究科）、また内部評価WG 座長として筒井孝子氏（兵庫県立大学

大学院経営研究科）の協力の下、介護分野、人事管理、統計分析等、各分野の専門の方々に

委員として参画いただいた。また、調査にあたっては、本制度に関わる介護事業所・施設の皆様

にも多大な協力をいただいた。これらご協力いただいた皆様に、厚く御礼申し上げるとともに、本

事業の成果、および介護現場における本取組みを活用したOJT の実践が、介護技術力の定着

を介し、着実かつ強固な力となり、組織力強化へと、その効果を発揮していくことを願いたい。  

 

平成 28年３月 

                                 一般社団法人 シルバーサービス振興会 

  

は じ め に 



 

 

 

 

目 次 

 

  1 

  3 

  3 

  4 

   5 

  8 

  29 

 38 

  51 

 WG   65 

  68 

  68 

  110 

  185 

  187 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

  



 

3 

 

 

Ⅰ．  

「介護キャリア段位制度」は、介護技術のOJTを通じた人材の育成の仕組みである。本制度を

用いた「内部評価」の取組みは、実施者（事業所、評価者（アセッサー）、被評価者（レベル認定

者））にさまざまな効果をもたらしていることが、実施者アンケートにおいても示されている（平成

26年度「介護職員の資質向上（キャリアパス）におけるスキルの評価等の有効性に関する調査研

究事業」）。 

 今後も、調査結果に示されるような取組みのプラスの効果を引出し、介護人材の育成、介護事

業所の質向上につながる有効な方策として活用していくためには、OJT・内部評価の実態を検証

し、内部評価推進につながる外部評価の在り方について検討を行うことが求められる。 

 一連の「内部評価」の取組みを受けての、介護事業所・施設に対する「外部評価」については、

これまで実施手法・手順についての整備が進められてきたが、平成26年度の11事例の外部評価

実施を介し、新たな課題にも直面した。これらの課題を整理し、そもそもの制度趣旨を達成すべく

、その在り方について検討を行うことが求められる（内閣府WG第12回資料５・６参照、平成27年3

月26日）。 

このため本調査研究事業では、技術評価OJTを通じた人材の育成と事業所の質向上につな

げるべく、本制度促進に資する、効果的・効率的な外部評価の実施の在り方につき、制度の効

果性を踏まえつつ、検証及び検討を行った（検討委員会及び外部評価検討ワーキング）。 

また内部評価検討ワーキングを設置し、介護技術評価として、特に認知症に係わる技術評価

の在り方について検討を行い、具体的な項目を選定し、判定基準案を作成し整理した。さらに

現在の技術評価項目につき評価の順序性を検証し、評価効率化にむけた修正案をとりまとめた

。また、評価の効率化にむけ、評価基準（期末評価票）に係る着眼点整理も行った。 

 

Ⅱ．  

 

本事業では、介護現場の職業能力の評価における知見を有する専門家、識者等で構成され

る「検討委員会」及び「外部評価検証ワーキング」、「内部評価検証ワーキング」を設置した。 

 

                      Ừ ה   

【検討委員会及び外部評価検証ＷＧ】 

 ≤⅝  ⱴⱠ☺ⱷfi♩   

Ừ       

    

    

ה     
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  ₈ ─ ╩ ╘╢₉  

 

  

【内部評価検証ＷＧ】 

     

ⱱכⱶ◔▪ⱳכ♩  
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【オブザーバー】 

         

 

 

① 検討委員会及び外部評価検証ワーキング（報告書第１部） 

  介護キャリア段位制度内部評価の取組みの効果を踏まえた上で、外部評価の在り方につい

て、検討委員会及び外部評価検討ワーキングにおいて、検討を行った。 

ü 内部評価取組み事例ヒアリング（６事業所） 

ü 内部評価の効果  

ü 外部評価の実施検証（平成26年度実施 11事例） 

ü 外部評価の在り方の検討  

ü 外部評価審査員養成状況と外部からの支援の可能性 

 

② 内部評価検証ワーキング（報告書第２部） 

 介護技術評価項目の検討検証を目的に、内部評価検証ワーキングにおいて、以下について

の検討をなった。 

ü 認知症に係わる介護技術評価項目の妥当性の検証 

ü 内部評価項目（介護技術評価項目）のデータ分析による順序性の検証 
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Ⅰ．介護キャリア段位制度内部評価の取組み効果 

 

 

 

 

介護キャリア段位制度のスキームを用いた内部評価と、それを受けての外部評価について効

果的・効率的な方策の在り方を検討するにあたっては、そもそもの当該制度の趣旨を踏まえて

おくことが論じる際の前提となる。 

介護キャリア制度の特徴は、介護技術力を測る指標として、「評価基準」を具体的に明示して

いることである。介護の手順、基準が明確化されることにより、介護専門職として、当然身に着け

ておかなければならないスキルが明らかとなり、現状、課題が明らかとなってくる。この「評価基準」

を日常業務で活用し、「当たり前」に至るまで定着させ、結果として技術力の向上（ケアの質の向

上）を図ることがねらいである。 

  介護キャリア段位制度では、単に「評価基準」を明示しているだけではなく、事業所・施設の現

場において、個々の職員の介護行為の確認を行う人員として、評価者（アセッサー）を養成・配置

し、OJT を実践する仕組みである。制度のめざすものは、介護職員の育成であり、その先の目指

すところは、ケアの質の向上を包含した組織（事業所）の質向上である。 

 介護キャリア段位制度はOJTツールと整理でき、活用方法次第で組織に好循環のサイクルを生

み出し、活動は組織力強化につながっていく。そこで本章では、日々の業務における介護技術

力の定着に着目する本制度に関し、まずは内部評価の取組み状況、取組みの効果、有効性に

ついて整理する。 

 

 

 介護キャリア段位制度の評価者（アセッサー）は、平成24年度に制度化され、評価者（アセッサ

ー）養成が開始された。これまでに11,863名の評価者（アセッサー）が養成され、全国の介護事業

所・施設において、OJT指導にあたる立場として配置されている（平成27年度）。 

 内部評価取組中の事業所・施設数は、2,973件、内部評価取組中（介護職員別）は、4,976件

（平成28年 2月末）、評価の結果、レベル認定取得に至った件数は、累計1,245件となっており、

実績は年々増加している。 
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 内部評価に取組んでいる事業所・施設数（法人種別 平成 28 年 2 月末現在）

 

レベル認定取得を目指す介護職員数（法人種別 平成 28 年 2 月現在） 

 

レベル認定取得を目指す介護職員数（サービス種別 平成 28 年 2 月現在） 
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               レベル認定者数累計（平成 28 年 2 月現在） 

 

 

 

  本制度に取組む評価者（アセッサー）、被評価者のアンケート結果からは、本制度の活用方

法として、人材育成の段階別に、①新人育成用に活用、②ベテラン職員の再教育のツールとし

ての活用、③次世代のリーダー層の育成ツールとしての活用、④現在のリーダー層のトレーニン

グとしての活用等、事業所の状況、戦略に応じた活用がなされていることが示されている（レベル

認定申請時アンケート（評価者（アセッサー）/ 被評価者））。 

 同様の傾向は、平成26年度に実施した事業所管理者に対する調査においても、各段階への

高い活用意向として示されている（平成26年度「介護職員のキャリアパスと介護技術評価に関

するアンケート」、介護職員の資質向上（キャリアパス）におけるスキルの評価等の有効性に関す

る調査研究事業）。 

 また、評価対象の被評価者の選定方法についても、事業所によって様々であり、①1 人を選び、

時間をかけて養成したケース、②ユニットチーム等で複数名同時に指導・評価を行い、ボトムア

ップをはかろうとするケース、③新人職員を対象とするケース、④介護職員の申し出により、希望

者から選定して評価するケース等、多様なパターンが示されている。 

 内部評価に取り組んでよかったこととして、「職員の意識変化がみられた」、「専門職種としての

自覚がでてきた」、「行為の必要性について、目的や根拠の理解を深めることができた」、「これま

で不安をもちながらであったが、ケアに自信が持てるようになった」、「ベテラン職員からの経験

や主観的な指導に対向することができるようになった」「指導に自信がもてるようになった」等、業

務上の悩み・不安・不満の解消につながる、多数の意見があげられている。この点、介護労働安

定センターが実施している介護労働実態調査によれば、介護職員の離職理由（直前の介護の

仕事をやめた理由）として、「職場の人間関係に問題があったため」が26.6％となっている。また、

25年度の同調査では、「働く上での悩み・不安・解消に何が役立つか」として、「介護能力向上
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に向けた研修」が38.9％、「実務の中で上司や先輩から指導や助言を受ける機会の設定」が

32.8％となっており、内部評価の実施により得られたこれらの結果は、明確な基準に基づく評価

と育成の実践は、現場の介護職員の悩みや不安の解消につながる可能性、その結果の離職の

予防につながる可能性を示唆している。 

また事業所としては、「OJTの仕組みの導入、見直しにつながった（42.5％）」、「キャリアパスの

検討、導入見直しにつながった（28.5％）」、「人事評価制度の検討、導入や見直し（25.5％）」と

いった回答を得ている（平成26年度「介護職員のキャリアパスと介護技術評価に関するアンケー

ト」）。本制度の内部評価の取組みの波及効果として、事業所においても、「職員の学習意欲の

向上」がみられるが、44.8％、「職員の自尊心、自己効力感の向上」がみられるが38.3％となって

おり、制度を活用した取組みが、人材育成を通じた人材定着につながる可能性を示唆している

（平成26年度同アンケート）。 
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目的  

介護キャリア段位に積極的に取り組む事業者・事業所に、人材育成に対する考え方、制度活

用の位置づけ、取組みの効果、取組みに際しての工夫等を伺い、人材育成における制度活

用の意義、効果的、効率的な実施方法等についての検討を行う。 

 

主なヒアリング項目 

  介護職員に関する人材育成の取組み ה

  組織における介護キャリア段位制度の位置づけ（活用方策） ה

 評価取組み実態 ה

 人事評価の仕組み（キャリアパス構築／キャリア段位制度との連動） ה

 

選定基準 

 内部評価を複数回実施しているアセッサーが所属する事業者・事業所 ה

 組織的に取組み、グループ内で複数のアセッサー、認定者を輩出している法人 ה

 

①事例１ 社会福祉法人白寿院 介護老人福祉施設 新田塚ハウス 

ȫɡɨȠ ̬ǵ ͔ ǲḨǬǖOJT ʹȿɶɞș ǞƲ ʺ Ǳ ʹ Ҳș᾽  

ケアサービスの「統合」を法人・事業所理念として、介護職員各自に専門職としての自律を求

める。他職種間の円滑な連携がはかれるよう、教育訓練、研究活動、評価を重視している。キャ

リア段位制度を導入し、評価基準の中項目単位に基づいてOJT の仕組みを体系化し、さらに

OJT 研修チームを組織化した。チームには介護職員の育成・指導に関する役割が付与され、必

要な研修の企画・運営を担っている。介護職員のほとんどがメンバーであり、自主的、自律的に

人材育成の研修づくりに取り組めることから、モチベーションアップ等につながっている。 

  介護室長がアセッサーとなり、ケアの現場の見回り、抜き打ち確認（ラウンド）と通じ、OJT- 評価

を行っている。 

 

②事例２ 医療法人・社会福祉法人 真誠会 

˲ ǯǞǭȫɡɨȠ ̬ǲ֝ ȆƲȠȹɁȳɶǓ˺ ǵ˲ ǵʴ ș Ǎ 

「地域で選ばれる」施設を目指して、法人戦略としてキャリア段位に取り組み、職員の技術の

向上と人材育成を行うことを明示している。管理者層にマネジメント研修（BSC 活用等）を実施。

キャリア段位の評価基準により経験値に頼らず介護の基準が明確化されることから、介護職員が

レベル認定を受けることを「介護職の行動指針」としていく方針である。介護会（法人内の介護福

祉士による組織）が構成され、介護職員の教育・指導に携わり、介護技術に関するOJT 教育を
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担っている。介護キャリア段位の取組みに関しても、アセッサーである介護会幹部が活動状況を

把握し、取組みを支援。アセッサー間で連携を図っている。評価基準を職員誰もが持ち合わせ

るべきスキルと位置づけ、マニュアルの見直しを行うとともに、今後は個人の目標管理にもキャリ

ア段位を組み込んでいく方針である。 

 

③事例３ 恩賜財団済生会 泉尾特別養護老人ホーム 第二大正園 

ɤɉɁɆӓǞǦ ǵ ǲᾍꜘǮǔȒ˲ Ʋ ̱Ѱș ρǵʝ ǯǞǭ֝ȑ

ȇ 

ソフトユニット（建物は従来型特養、ソフト面（職員）をユニット化）により、フロアを複数のユニッ

トに分けてケアに対応。教育主任を中心に介護の質の向上のための研修制度等の見直し等を

行い、人材育成、教育体制等の整備に取り組んだ。その一環で、キャリア段位制度の評価項目

と評価基準をベースにした、教育カリキュラムを活用している。介護教育主任（アセッサー）がキ

ャリア段位推進チームのリーダーであり、教育部門にも携わっている。新人OJTにおいても、キャ

リア段位制度の評価基準を用いて指導。「テスト」にならないよう、業務の中で自然な形でOJT・

評価に取組めるように、進めている。 

 

④事例４ 社会福祉法人みなと寮 大阪市立弘済院第１特別養護老人ホーム 

Ƽ ḸЏ ǯ˲ ƽș ꜠ǯǞƲICTș ǋƲ ḸВ Ƴ˗ КǵẆ ͔ᾃ ᴣ

ǓɨɶɇǞƲֺК ͔ǵ ̱Ѱș◐  

 介護の魅力を積極的に社会に発信するよう、情報公開を重視。事業所内の情報共有には、

グループウエァを用い、研修内容、業務内容、ユニットごとの取組みなどを共有。介護キャリア段

位の取組みも、同様に共有をはかる。介護キャリア段位制度導入の目的は、職員技術力の標準

化と、国家資格の有無ではない、実力評価、適正評価による活性化を目指す。 

外部評価審査員の有資格者が、事業所内の内部評価活動を取り纏め、アドバイス等、各アセ

ッサー・被評価者の取組みを支援している。 

─ ╛ ⌐◐ꜗꜞ▪ ─ ╩ ≠↑⁸ ⌐ ╡ ╪

≢™╢⁹ ⁸ כ♄כꜞ√∫™≥כ♄כꜞ♩♇♬ꜚ⁸ ╩ כ◘♇☿▪⌐

╩ ⅜כ◘♇☿▪⁸⇔ ─ ⁸ ─ ╩ ℮╟℮⌂ ╩⇔≡™╢⁹ 

 

⑤事例５ 株式会社ニックス  

ᵂ˺ ᴣǵ ș ȈǭǋǖƳ˲˗ ͔Ѱ↓ǲȫɡɨȠ ̬ș Ȇ ȆƲ ҲǞ

Ǧ ͔ș Ǎ 

 訪問介護員のスキルの稼動の平準化を重視。キャリア段位の項目に基づいたOJT を実践し

てスキルアップしていき、より多くの利用者の声に応えられるよう、サービスの質を向上・維持する

ため取り組みを始めた。 

同時に、今後の介護保険制度改定を見据えて、重度者や医療的ニーズの高い利用者の介
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護、身体介護中心の介護に携わることができるよう、人材育成のツールとしてキャリア段位制度

を活用し、サービスの向上・維持に努めていく。法人として本制度に取組んでおり、人事評価制

度に、介護キャリア段位制度の組み込みを行い、取組みにより等級が上がるシステムとする。 

 

    

  外部専門家のアドバイスを活かしながら内部評価に取組み、業務改善につなげる 

  法人・事業所として、人材育成を重視。介護力向上講習会で、日中おむつゼロ％を達成（平 

成 26年）。県の介護人材育成宣言にも参画し、介護キャリア段位制度を活用し、評価者（アセッ

サー）の育成とともに、レベル３・４の被評価者を増やし、職員の資質向上を図ることを宣言して

いる。 

【導入準備】外部専門家（研修講師）に相談し、アドバイスのもとで、実施に向けての準備から着

手。事業所マニュアルを更新し、制度評価項目を入れ込む。取組みの意義、技術評価の意義

につき、レクチャーをうける。（「根拠」を残すこと、「評価」の際確認すべきこと（利用者、介護職

員の動き等）。 

【導入展開】 教育体制を見直す。全介護職員に、評価項目の周知徹底をはかり（自己チェック

表、一覧表貼付等）、年2 回の自己評価と、できていない箇所を中心としたOJTを展開させた

上で、内部評価に着手。内部評価は、OJTの成果確認。 

【外部評価の活用】 外部からの意見を積極的に、業務改善に活かすようにしている。平成26

年度外部評価 11事例のうちの一つ。外部評価審査員の指摘を受け、事業所の記録の見直し

（介護過程の展開）、評価項目別に取組み（対応方法）の再考（身体拘束廃止、終末期等）を

行った。また、チームケア実践に向け、業務体制の見直し（認知症ケア会議、身体拘束廃止委

員会、リスクマネジメント委員会）、業務分担の変更（家族との連携に関しての介護職の関わり）

等、組織として対応。積極的に改善の機会に活かすように取組む。 
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社会福祉法人白寿院 介護老人福祉施設 新田塚ハウス 

ȫɡɨȠ ̬ǵ ͔ ǲḨǬǖOJT ʹȿɶɞș ǞƲ ʺ Ǳ ʹ Ҳș᾽  

法 人 ・ 施 設 の
基本情報 

所在地 福井県 

施設の種別  介護老人福祉施設 

施設の定員数  150名 

 アセッサー数 認定者数 

事業所 １ ５ 

法人内 ３          ７ 

人材育成の取

組み 

・介護福祉士を中心に採用。 

・介護キャリア段位活用前から、OJT を実施している。 

ü 新人職員プリセプター制（12 カ月間）  

ü 全職員対象業務抜き打ちチェック 

・入職年次別研修（新人、３年等、職種問わず）。入職年数で成長比較が可能。 

・全介護職（非常勤含）に研究活動を義務化している。 

人事評価 
年２回実施。目標管理で達成度を評価。キャリア段位のレベル設定目標を提示し、達成度

を評価。 

キャリア段位導
入の目的 

法人全体での人材育成の重点方針として、「連携」「標準化」「可視化」の３点を掲げている。

専門家育成に積極的に取り組んでいる施設長は、キャリア段位制度を知り、重点方針につな

がる制度として取り組みをスタートした。 

キャリア段位の
取組の状況 

・アセッサーである介護室長が中心となって推進している。ケアの現場、マネジメントの両面

に影響力があり、「職員のスキルアップや能力向上に必要」と判断すれば、一定の条件下

で、グループ間の異動を判断できる権限が委譲されている。 

・認定者はすべてレベル４（平成28 年２月現在）。 

キャリア段位の
取組成果 

・キャリア段位制度を導入し、評価基準の中項目単位に基づいてOJTの仕組みを体系化し、

さらにOJT 研修チームを組織化した。チームには介護職員の育成・指導に関する役割が付

与され、必要な研修の企画・運営を担っている。介護職員のほとんどがメンバーであり、自主

的、自律的に人材育成研修に取り組めることからモチベーションアップ等につながっている。 

今後にむけて ・従前より、業務の中で３か月ごとに評価が実施されているため、いつでも現認ができる環境

となっている（抜き打ち、ラウンド化）。介護キャリア段位制度導入以降、このシステムを本格

化させ、ケアの標準化に取り組んでいる。日頃のケアの仕方に関し、複数の目線からの確認

を入れることで、標準化を確保する取り組みである。キャリア段位の評価が、一定期間限定の

実施ということではなく、全職員が日々の業務の中で「当然のこと」としてできることを維持して

いきたい。 

・（要件を満たす）介護職員全員がレベル４を取得することを目指す。 
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医療法人・社会福祉法人 真誠会 

˲ ǯǞǭȫɡɨȠ ̬ǲ֝ȑ ȆƲȠȹɁȳɶǓ˺ ǵ˲ ǵʴ ș Ǎ 

法 人 ・ 施 設 の
基本情報 

所在地 鳥取県 

主な施設の種別 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、通所介護、通所リハなど  

主 な 施 設 の 定

員数 

施 設： 326名 

通 所： 432名 

健康クラブ：168名（利用者数） 

訪問介護・リハ・看護：244名（利用者数） 

サービス付き高齢者向け住宅：58 名 

 アセッサー数 認定者数 

法人 42 28 

人材育成の取
組み 

 

人間教育を重視。人材像のキーワードの一つが、「謙虚」。「たえず努力し、たえず勉強。努

力も勉強もしない人間は、人間として人生を無為に過ごすようなもの」との理事長の談。 

ü 新人：入職時研修、プリセプター制度。 

ü 管理者に対してBSC研修を実施。 等 

人事評価制度 
個人目標に照らし、人事考課の項目を評価。介護キャリア段位を組み込んだキャリアパスを

活用した個人目標管理（キャリア開発）を展開（平成28 年～） 

キャリア段位導
入の目的 

法人戦略としてキャリア段位に取り組み、職員の技術の向上と人材育成を実施していくことを

明示している。質で、地域で選ばれる施設になることを目指す。 

キャリア段位の
取組状況 

・介護会（介護福祉士による法人内の組織）の長や幹部が法人内のアセッサーをリードし、内

部評価活動の推進をしている。介護職員の教育・指導に携わり、介護技術に関するOJT 教

育の推進を担っている。 

・アセッサーと被評価者の相互評価を実施。レベル３、４を中心に取り組んでいるところ。 

・発生頻度の低い場面の評価については、法人事業所内で連携し、内部評価を行っている。 

キャリア段位の
取組成果 

・キャリア段位制度によって、経験値に頼るのではなく、介護の基準が明確化されたため、介

護職の行動指針として捉えていく。平成28 年度から、キャリア段位を組み込んだキャリアパス

を活用した個人目標管理（キャリア開発）を展開（改正した個人目標シートを使用）する。 

今後に向けて 

・キャリア段位評価基準を職員誰もが持ち合わせるべきスキルと位置づけ、マニュアルの見直

しを行うとともに、今後は、キャリア段位制度を新人指導や個人の目標管理、キャリア開発に

活用していきたいと考えている。現在、介護会を中心とした取組みとなっているが、他の専門

職（研修講師等）にも周知をはかり、法人研修でも整合性を取っていきたい。さらに、レベル

認定を受けることに対して、職員のモチベーションアップにつながる各種の施策も検討してい

く。 

・内部評価のシフト調整等に時間を要すことから、指導専門のアセッサーの配置を検討中。 
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社会福祉法人 恩賜財団済生会 泉尾特別養護老人ホーム 第二大正園 

ɤɉɁɆӓǞǦ ǵ ǲᾍꜘǮǔȒ˲ Ʋ ̱Ѱ ρǵʝ ǯǞǭ֝ȑ ȇ 

法人・施設の基
本情報 

所在地 大阪府 

施設の種別 介護老人福祉施設 

施設の定員数 150名（うちショートステイ24名） 

 アセッサー数 認定者数 

事業所 ７ ８ 

法人 63 10 

人材育成の取
組み 

・「ソフトユニット」（施設建物はそのままで、利用者やケアに関わる職員（＝ソフト）をユニット

化（小規模化）した状態）で、フロアを複数のユニットに分けてケアに対応できるようにした。

それを実現するための介護の質の向上のため、教育主任という役職を設けて研修制度等

の見直し等を行い、人材育成、教育体制等の整備に取り組んだ。 

・キャリア段位制度の評価項目と評価基準をベースにした、教育カリキュラムも導入。 

・新人OJT では、キャリア段位の評価項目を用いて、介護技術を指導。 

・階層（主任- 副主任- リーダー- サブリーダー）を示し、教育を担う中堅層の役割を明確に

し、キャリアパスを明示。 

人事評価制度 
職務評価、業務評価。 人事考課制度には、キャリア段位制度は連動していないが、前向

きに検討したい。 

キ ャ リ ア 段 位
導入の目的 

教育体系と連動するキャリアパスの構築を目指して、導入。キャリア段位制度の評価基準を

ベースにしたカリキュラムを導入。従来より新人研修にプリセプター制度を導入してきたが、

技術指導の方法は曖昧であっところ、キャリア段位制度の導入により、評価基準を意識した

OJT を実践する。 

キャリア段位の
取組み状況 

介護教育主任（アセッサー）がキャリア段位推進チームのリーダーであり、教育部門にも携わ

っている。職員全体でレベル認定を応援する体制づくりを行い、業務の中でスムーズに評価

ができるように工夫している。（評価項目の掲示、評価の実施状況、次期評価対象者等掲示

し、取組み状況の情報共有。） 

キャリア段位の
取組成果 

・キャリア段位に取り組むことで、利用者への声かけや意向確認、環境整備など、利用者に

適した介護にするように業務を見直すことができた。内部評価を指導する立場の役職者を優

先して実施することで、OJT の場面でも、独自の指導ではなく、評価基準を意識したOJT を

実施できている。 

・評価基準はケアのプロセスが整理されている。各プロセスがなぜ必要なのか、ケアの意味、

目的を確認することができる。 

平成２５年 離職率１５．７％（正職員＋パート） 

平成２６年 離職率７．０％（正職員＋パート） 

平成２７年 離職率３．４％（正職員＋パート） 

今後に向けて 

今後は、人事考課と教育体制を連動させ、新人職員、中堅職員のスキルアップ、キャリアアッ

プのツールとして活用していきたい。 

レベル認定者への一定の報酬やレベル認定を昇格の要件の１つとして位置づけるなど、将

来的にはキャリア段位を組み込んでいきたいと考えているが、法人全体の制度として高齢者

施設と障害者施設等の横断的な仕組みを構築するためには、課題が残っている。 
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社会福祉法人みなと寮 大阪市立弘済院第１特別養護老人ホーム 

Ƽ ḸЏ ǯ˲ ƽș ꜠ǯǞƲICTș ǋ ḸВ Ƴ˗ КǵẆ ͔ᾃ ᴣǓ

ɨɶɇǞƲК ͔ǵ ̱Ѱș◐  

法人・施設の基
本情報 

所在地 大阪府 

主な施設の種別 介護老人福祉施設 

主な施設の定員数 270名 

 アセッサー数 認定者数 

事業所 17 12 

法人 20 12 

法 人 理 念 ・ 戦
略 

・「情報公開と人権擁護」を理念とする。情報公開は質向上に直結する、との考え。 

・定員数270名の規模の大きい事業所であり、情報共有には、ITC を活用。 

・情報公開の推進、介護のイメージの刷新、介護の魅力、おもしろさを伝える、とのブランデ

ィング戦略を提唱。介護の特徴や魅力を明確にし、広く社会に伝えていく。 

人材育成の取
組み 

・若い職員が、力を出し切れる環境作りを目指す。 

・自分で考え、自分で動き、自ら発信できる磁場をつくることで介護の魅力性が生み出され

る、とし、創造、学び、工夫を重視。魅力の実感は、定着へつながる。 

・内部研修は、年100回以上実施。  

・新人研修は、プリセプター制度。若手先輩職員が担当（３～６か月等）。 

・介護キャリア段位制度の推進し、キャリアパスを構築する。 

・施設内情報共有は、GW（グループウェア）を利用。研修の実施状況、内容、感想等を遂

次集計し共有を図っている。 

人事評価制度 制度あり。キャリア段位との連動は、事業所の実績を受けて検討していく方針。 

キャリア段位導
入の目的 

経緯・狙い 

・制度導入により、職員の活性化、技術標準化を図ることを狙いとする。 

・事業計画に、「介護プロフェッショナルキャリア段位制度の推進とキャリアパスの確立」を掲

げ、全面的に取り組んでいる。 

・国家資格の有無に関わらず、学んで育つ職員の採用を重視。入職後の技術習得が重要

となる。 

・技術評価（実力の評価）により、公平な評価が可能となることを期待し、導入したところであ

った。 

キャリア段位の
取組状況 

外部評価審査員の資格を有する職員が事業所内の内部評価の取組みをリードし、評価方

法についてもアドバイスをしながら、進めている。効率的に評価ができるように、疑義等の窓

口も一本化し、外部評価審査員（職員）が進捗状況を確認している。 

・アセッサー間の連携を図り、外部評価審査員（職員）に集約する仕組みとしている。 

・主任、副主任、ユニットリーダークラスをアセッサーとして養成し、指導体制を整備。 

・全てのアセッサーが１名のレベル認定を出した段階。 

・アセッサーは、内部研修の講師も務め、現場の指導的役割を担っている。 

・認定者内訳は、レベル２①：６名、レベル２②：４名、レベル３：２名。（平成28 年２月時点） 
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キャリア段位の
取組成果 

・技術を見直す機会になり、技術定着のツールとして有効である。一つ一つケアに根拠をも

たせて指導していくツールとして、役に立つ。アセッサーにとっても、記録を書く力が養われ

るので効果があると感じる。 

今後に向けて 

 

検討中のマニュアルにキャリア段位の評価基準を盛り込み、レベル認定につながるような形

にしていきたいと考えている。 

レベル認定に関して手間や時間がかかるが、今後は各アセッサーの２人目のレベル認定を

実施していく予定である。 
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株式会社ニックス 

ᵂ˺ ᴣǵ ș ȈǭǋǖƳ˲˗ ͔Ѱ↓ǲȫɡɨȠ ̬ș Ȇ ȆƲ ҲǞ

Ǧ ͔ș Ǎ 

法人・施設の基
本情報 

所在地 広島県 

主な施設の種別 訪問介護（６か所）、通所介護（５か所）、短期入所生活介護（１か

所）、福祉用具貸与（１か所）グループホーム（２か所）、居宅介護

支援（７か所） ほか 

主な施設の定員

数 

通所介護（185名：西、東、南、五日市、安芸府中） 

 アセッサー数 認定者数 

法人 31 21 

法人理念・使命 「お客様のために」を理念とする。在宅生活を一日でも長く、が使命。理念達成のために質

の確保は必須。 

人材育成の取
組み 

・資格取得用の研修制度を整備。その際、知識「わかる」だけでなく、技術「できる」の習得

も重要し、キャリア段位で求められるレベル表を掲示し、到達目標として意識させている。 

・全体研修、管理者研修、外部研修等。実技を重視。 

人事評価制度 ・年２回。介護キャリア段位制度との連動を図っている。 

・キャリアパス要件書（0 級～９級別、役職、役割、給与、経験年数、期待基準、昇格基準、

必要資格、必要な教育・訓練の一覧）において、介護キャリア段位制度を組み込み、取組

みによって等級が上がるシステムとした。 

 

キャリア段位導
入の目的 

経緯・狙い 

・訪問介護は、実力の個人差が大きい。また1 人で任されることにより我流になりがちであ

り、技術の標準化は重要。 

・訪問介護員のスキルにバラつきがあると、レベルの高い訪問介護員にばかり指名が集中

し、利用者のニーズに対応できなくなる。サービスの質を保ち、稼動を平準化するために

も、できるだけ多くの訪問介護員に利用者から求められる水準にスキルを保つ必要性を感

じていた。キャリア段位の項目に基づいたOJT を実践してスキルアップしていき、より多くの

利用者の声に応えられるよう、サービスの質を向上・維持することを狙いとして取り組みを始

めた。 

・国家資格の取得だけでは、技術力が伴っているとはいえず、完璧な介護福祉士を作り上

げるツールとして、活用していく。 
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介 護 キ ャ リ 段
位の取組み 

【アセッサー養成】 

・管理者クラスには全員アセッサーの取得を明示。 

【相談・支援体制】 

・同期のアセッサーで集まり、年間計画を立て、足並みをそろえて実施。相談し合える体

制を組み、実施。 

・外部評価審査員の資格を持つ者が提出記録内容を確認、アドバイスを行うようにしてい

る。 

・個別の取組みにならないよう、組織の中で評価する環境、取組み環境を作っている。 

【評価場面での工夫】 

・アセッサーは専用のゼッケンを着用して内部評価を行っている。（訪問介護は除く）。ゼッ

ケンが目印となり、職員、利用者にもキャリア段位制度の認知、理解に繋がっている。 

【被評価者の選定】 

・次に上がってきてもらいたい人達、常勤で、リーダー的な職員を人選。次世代育成を考

えながら選定。説明の上、納得し、やる気のある人を選んでいる。 

キャリア段位の
取組成果 

・「声かけ」「利用者選択」などに関して、被評価者が周りの職員に対して発言するようにな

った。 

・「記録」についても、注目すべき視点を理解して、より具体的な記録になっているなど、職

員に変化がみられる。 

・教育的にメリットがある。「なぜか」を考えて、より深く理解しようとする姿勢で臨むようになっ

た。考えることは成長につながる。より深く考えられる人間、ケアができるようになる。 

・繰り返しの効果がある。標準化に向かう。取り組んだ者の自信がつく。原点に戻れる。期

中 OJT のツールである。 

・キャリアパスの要件にキャリア段位のレベル認定を組み込んでいて、それに伴い、面談シ

ート等も見直した。 

今後に向けて 

 

・訪問介護では、標準化が特に重要である。将来の制度改正を見越しても、中重度者への

身体介護の技術力は必要。また、デイサービスの現利用者には重度者が多く、今後は医

療的ニーズの高い利用者も増えることが見込まれ、今後こうした状況に対応できるよう、人

材育成のツールとしてキャリア段位制度を活用し、サービスの向上・維持に努めていきた

い。 

・介護職員には、レベル２②相当の実力を、もっていてもらいたい。今後も法人全体で取り

組んで行く方針。 
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社会福祉法人慈生会 介護老人福祉施設水仙園・第二水仙園 

Ẇ ᾐ ὤǵ șȉǯƲ ҵ̱Ѱș ǏǫǫК ͔ǲ ƳЋ˺ ᴣǲ OJTșὕ

ƳẆ ǒȐǵ șƲ ҵ ᵎǲǫǱǙȒ 

法人・施設の基
本情報 

所在地 福井県 

主な施設の種別 介護老人福祉施設 

定員数  50 名  ＋ 30 名 

 アセッサー数 認定者数 

事業所 ５ ９ 

法人 ５ ９ 

法 人 理 念 ・ 運
営方針 

理念：利用者の意思および人格の尊重と自立支援を図り、利用者や家族および地域の人 

たちから信頼される施設の運営を目指す。 

運営方針：1)個別ケアにより、明るく家庭的な施設づくりに努める、(2)ケアプランによる一 

人ひとりを大切にした介護に努める、 (3)地域との連携を深め、ノーマライゼーション社会の 

推進に努める。 

人材育成の取
組み 

・人材育成を重視。  

・介護職は計 35 名（常勤35名）。言動に責任を持ち、業務に前向きに取り組んでいる。 

・施設内研修（外部講師を含む）、施設外研修、ＱＣ活動に取り組む。科学的介護の取組み

を行い、日中おむつゼロを達成した（平成26 年、介護力向上講習会）。 

・県の介護人材育成宣言に参画し、介護キャリア段位制度を活用し、評価 （アセッサー）の

育成とともに、レベル３・４の被評価者を増やし、職員の資質向上を図ることを宣言している。 

人事評価制度 あり 

キャリア段位導
入のきっかけ 

・施設長（管理者）の指示のもと、組織的に取り組む。 

キャリア段位の
取組状況 

【実施前の準備】：マニュアル改訂、OJT 稼動、研修実施等を、外部専門家(研修講師)に相

談しながら、取り組む。 

・実施にあたり、外部専門家（研修講師）に相談し、方針を作成。 

・施設の介護マニュアルに、制度の評価項目の要素を入れ込み、全介護職員に、制度評価 

項目の浸透を図るようにした。 

・内部評価様式は、事業所用にアレンジし、自己チェック表を準備。全介護職員に配布。 

【OJT 実施】 

・施設内の OJT 体制を見直し、全介護職員に半年に 1 回、自己チェック表を用いた自己評 

価を実施、「できていない」項目を中心にOＪＴを稼動させた。 

【研修】 

・外部講師協力のもと、介護技術項目の理解のための研修を定期的に実施。 

・体制を整えつつ、内部評価に着手。 

【内部評価】 １名の評価期間を３か月と設定して計画。レベル３、４（ベテラン層、リーダー

層）を中心に認定取得。 
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キャリア段位の
取組成果 

【H26 年度外部評価】  

・施設の記録の体制が間違っていなかったと確信が持てた。 

・外部からの意見を受け、自信につながった。結果、事業所内の指導の際の自信につなが

った。 

・外部評価時の指摘事項を受け、事業所の記録の見直し（介護過程の展開）、評価項目別

に取組み（対応方法）の再考（身体拘束廃止、終末期等）を行った。記録すべき事項の確

認、重複記載があるものの改善、記録の見直しなど、改善に活かした。法人他事業所にお

いても、記録様式の改訂を行った。 

・介護過程の展開において、介護職の関与を整理。介護職が積極的に関与するよう、見直

す。 

・チームケア実践に向け、業務体制の見直し（認知症ケア会議、身体拘束廃止委員会、リス 

クマネジメント委員会）、業務分担の変更（家族との連携に関しての介護職の関わり）等、組 

織として対応。積極的に改善の機会に活かすように取組む。 

・評価項目を軸に、介護職の職務を再考。ケアマネ任せになっていた家族への連絡等につ

き、介護職の関わりを整理。地域包括ケアにつき、地域内の関連機関への連絡等も介護職

が行う等、業務分担を見直す。 

 

・事業所全体で取り組む体制ができてきている。評価中ではない職員にも、自ら学ぼうという

姿勢と自覚が見られるようになっている。取組みにより全体の活性化につながっている。 

・レベル認定者は、個人の資格以上に介護の質を証明できる。 

今後に向けて 

レベル認定者が多い施設はそれだけ介護の質が高く、利用者やそのご家族、地域からの

信頼度が高い施設といえる。レベル認定を受ける職員を増やすことで、施設の介護の質の

高さをアピールし、施設全体の信頼度アップにつなげていきたい。 
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介護キャリア段位制度の内部評価の取組み事例、また寄せられたアンケート結果でも示され

たように、制度の導入や活用の仕方は、事業所により多様である。 

 今回ヒアリングした６事例はいずれも、経営層・管理者層において、人材育成重視を明確に示

し、組織理念の実現のためには、人材育成が必須、との明確なスタンスを示している。 

考える習慣、学ぶ習慣は、専門職としての自覚、自信につながり、意欲は力となって、よりよい

ケアの提供につながるものであるとして、人材育成のための一つのツールとして、制度が活用さ

れている。 

 

① 「見える化」のもたらす効果に着目している 

 介護キャリア段位制度の特徴として、介護技術評価項目を整理し、基準として「見える化」をし

たことがあげられる。介護技術評価項目により、基軸が示されたことにより、曖昧にされてきた、ケ

アの提供プロセスが示され、身に着けるべき技術が明らかになる。基準が明確にされることは、

教えるべきことが明確化されることでもあり、技術の見える化は、日々の業務における職員の不

安の解消につながるもの、といえる。 取組み事例中では、これらの評価項目を事業所内の各職

員が常に意識できるように掲示し、行為の「習慣化」、技術の「定着」をはかる取り組みが確認で

きた。 

 

② 取組みを「気づき」「学び」の契機にしている 

 日々の業務を、評価基準に当てはめる取組みを介して、各行為の意義を再考するきっかけとし、

仕事のおもしろさの発見、意欲の向上、自信につなげる契機としていることは、評価者（アセッサ

ー）／被評価者アンケートから多数意見として寄せられている。また、平成26年度の調査結果や、

今回のヒアリング事例（事例1～６）においても示されている。  

 

③ ＯＪＴツールとして活用している 

 既に事業所内 OJT が実施されてきたところであっても、新人職員に対して一定期間のみ実施、

介護技術に特化したOJTは実施していない、またそもそもOJTの仕方のノウハウが事業所にな

い、といった事業所において、キャリア段位制度を用いて、導入をはかろうとするケースが、前掲

の平成２６年度調査からも確認され、本制度が OJTの取組みに目を向ける契機になっていること

が示されている。 

 今回のヒアリング事例からは、内部評価の取組み前に、事業所体制を見直し、職員間の評価

項目の理解浸透をはかり、自己評価- OJT 実践を行いながら、個別の内部評価に取組んでいる

ことが報告された（事例６）。 
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④ 業務改善のサイクルにつなげている 

 評価 OJT の取組みを介した、業務改善へのつなぎ方は様々といえるが、ヒアリング事例からは、

マニュアル改善につなげているところ、記録の在り方の見直しを行ったところ、業務体制自体の

見直しなど、評価項目の意図するところを軸にして、事業所体制に係る改善を行ったケースが報

告された（事例２、５，６）。 

また、職員に対するOJTが既に定着しているところでは、アセッサー単独ではなく、業務中の

複数の介護職員の目線により、介護技術OJT を機能させようとしており、評価基準中項目別の

QC サークルといった形で、業務改善サイクルにつなげる取組みも報告された（事例１）。 

取組みの入り口は、OJTツールの導入であっても、それを事業所において発展させ、業務改

善サイクルを回しているこれらのケースは、制度のめざすところを形として示しているものといえ

る。 

 

⑤ 中間管理層・次世代リーダー養成プログラムに活用している 

 また、評価者（アセッサー）養成に着目し、内部評価に法人全体で取り組んでいるケースにお

いては、今後介護職員全体にこの取組みを浸透させていくこと、さらには、法人内他職種と評価

基準（介護技術項目）や取組みを共有し、法人研修やマニュアル改善等を行おうとしており、こ

の取組みの鍵を握るのは、現職の評価者（アセッサー）達となっており、将来を見据えたマネジメ

ント力の養成に力をいれて、取り組まれている。 

   次世代を担う介護職員リーダー層を育成し、組織を形成していくことが、中長期の組織力を左

右すること、これらの層が確保できない場合、大きな戦力ダウンにつながることを、経営層が自覚

し、養成プログラムとして活用している事例が確認できた（事例２、４、５）。 

 

⑥ キャリア・パスの明示、人事評価制度の構築につなげている 

  介護キャリア段位制度の取組みを、介護職員のステップアップの道筋（キャリア・パス提示）とし

て活用したり、取組み結果を、給与規定等に反映させたり、といった事例が数多く報告されてい

る（平成26年度事業）。今回ヒアリングした事例では、法人の人事評価の仕組みをキャリア段位

制度と連動させ、職位―職務―給与 との連動をはかっている（事例６）。 

   内部評価を通じて、学んだ取組み実績が、形になって評価されることで、技術力定着にむけ

て、学びのインセンティブのみならず、「承認」による動機づけにつなげようとしている。 

 

 

     ヒアリング事例からは、内部評価を組織的に取り組み、評価環境を整えている点が共通し

てみられる。法人内、事業所内に複数のアセッサーを養成し、アセッサー間の連携をはかって

いる（事例２、事例４、事例５）、個々の内部評価を支援するリーダー職員を配置し、支援体制

を構築している（事例２、事例４、事例５）、外部の専門家のアドバイスや支援を活用し、内部

評価に活かしている（事例６）など、個々の内部評価が単独の孤立した取組みとならないよう、
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組織として環境を整える工夫がみられる。取組みに関する相談体制があることが、レベル認定

実績につながっている、と示唆される。 

    

 

各事業所、職員間における、全国での内部評価の取組みは、当初制度がねらいとしていた

事項を超え、活用の結果、様々な効果を生み出してきていることが、調査結果からも示されて

いる。確かに、OJTツールとは、育成のための手法の一つに過ぎないが、介護現場における介

護技術力の「定着」は、成果につながる「着実性」を内包するものであり、技術力に基づく職員

の意識変化は、業務改善の原動力となる。現場での地道かつ着実な活動を、習慣化へ繋げて

いくことは、結果、組織の好循環サイクルを生み出す。組織マネジメントにおける相互関連性は、

一般産業界においても、介護分野においても同様といえ、人材不足→育成不足→質低下→人

材流出といった負のサイクルを好循環に転換させる、有効な策である。 

ヒアリング６事例は、いずれも組織トップがこれらの流れを視野に入れ、取組みを導入してお

り、その結果がアセッサーの養成、レベル認定実績に繋がっているものといえる。一方で、法人

や事業所の理解が不十分であっても、評価者（アセッサー）と被評価者の間で、「1 対１の内部

評価の実施」を行い、学習意欲の向上、気づきといった肯定意見が寄せられていることにも、着

目すべきである。取組みがどのように組織展開していくか不明瞭な中においても、着実な効果

を実感しているとの意見は、現場での評価OJT実践の有効性を示している。 

すなわち、本制度の設計を再考・検討する際は、この内部評価の取組みの効果性を一層引

き揚げ、現場の介護職員の地道な取組みが、「成果」として結びつくよう、支援の方策、促進方

策につながる在り方を検討していくことが、重要であり、現場の着実な取組みを推進していくこと

が、効果性を高めていくことに繋がる。今後は、本制度の取組みに対する社会的認知を高め、

「社会的な評価（社会的報酬）」につなげていくことが求められ、介護キャリア段位制度の「外部

評価」、「内部評価」の検討においては、本視点を念頭に置き、整理していくことが重要である。 
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Ⅱ．外部評価の実施検証 

 

 

 

 

介護キャリア段位制度は、事業所・施設において、個々の介護職員の介護行為の確認を

担当する人員の養成及び配置し（アセッサー）、ＯＪＴを介しての現認、記録確認、ヒアリング

を通じて、必要な手順・基準に沿った介護行為を習得したことを確認する仕組みである。 

技術習得の結果は、介護職員の「レベル認定」という形で証されるが、一連の評価・OJT

の取組みを介護現場でリードし、実践するのは、各事業所のアセッサーの役割となる。 

そこで本制度においては、内部評価の適正性を担保することを目的に、定期的に第三

者である外部評価審査員が、内部評価の結果を審査する仕組みとして設計されている。 

この点、外部評価は「内部評価」の取組み実績を受けて検証可能となることから、制度開

始翌年度（平成25）段階では、模擬評価事例に基づく「模擬外部評価」を実施するに留まり、

平成 26年度において、実際の「内部評価」事例11件を対象とした実施に至り、検証材料を

得ることとなった。 

 

11  

     外部評価検証を目的に、以下のように実施した。 

¶ シルバーサービス振興会が外部評価機関となり、外部評価審査員を委嘱（7 名）。 

・  11事業所を選定し実施。（平成25年～26年度レベル認定分）。 

・  実施期間    ： 平成 26年 11月～平成 27年 3 月   

・  訪問調査実施 ： 平成 26年 12月～平成 27年 2 月 

・  全件につき、訪問調査に実施機関の職員が同行。うち７件につき、外部評価審査員

講習講師同行。 

・  実施に係る費用 ： 補助事業費（平成２６年度）にて実施。 
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11事例については、以下のスキーム、実施方法を踏まえて、実施した。  
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 【事例選定、実施方法】 

 ・1 事業所あたり、1 事例の内部評価結果を、外部評価対象として選定。チェック項目ごとに再評

価を行う。 

 ・1 事業所あたり、1 名の外部評価審査員が担当し、準備から、報告に至るまでを実施。（事前準

備→訪問調査→外部評価結果報告書等とりまとめ） 

 

【再評価の際に確認する帳票類（事業所提出資料）】 

・期末評価票（評価者評価用）／利用者調査票 

・期首登録情報／期末評価票（自己評価用）／期首評価票／介護キャリア段位面談シート 

・被評価者勤務表／アセッサー勤務表 

・評価の根拠・参考となる事業所内の記録類（外部評価審査員の求めに応じて提出等） 

 

【訪問調査の事前準備、訪問調査に際して作成する帳票類（外部評価審査員提出）】 

・補足説明事項文書等 依頼連絡票 

・現認確認項目選定票 

・訪問調査時に用意していただく記録（一覧） 

・訪問調査時ヒアリング事項 

・訪問調査補足記録票 

・外部評価訪問調査タイムスケジュール 

 

【結果報告のための帳票類（外部評価審査員提出）】 
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・外部評価記録票（項目評価シート／体制評価シート） 

・外部評価結果報告書（総括シート／評価項目シート） 

 

【外部評価結果の判断について】 

・チェック項目ごとの再評価結果を集計し、評価結果全体の一致率（％）を算出。 

・判断の目安：70％以上一致：適正。30％～70%未満の一致：要判断。 

30％未満の一致：不適正。 

 

 

 

 

 実施にあたり、外部評価開始から訪問調査実施までの期間は平均43日であった。訪問調査の

前に事前に取り寄せした事業所資料（但し、制度帳票類は除く）は平均で31件、訪問調査当日

に確認を求めた事業所資料は、61件であり、対象事例の認定レベル（＝再評価対象項目数）に

比例し、確認を求める資料も増えることとなった。 

 確認する項目数、書類数の差異に関わらず、訪問調査は、1 日（午前～午後。計300分程度）と

した。 
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11 事例結果一覧（抜粋） 

 

 

 
 

  

4 1 4 1 2 4 1 1 1 3 1

1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

2 0 2 1 1 0 0 0 0 3 1

0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

283 352 352 268 199 310 268 268 311 202 219 275.6

29 31 35 41 43 51 55 57 48 42 41 43.0

35 14 37 26 27 89 4 10 27 27 52 31.6

85 34 84 145 86 84 10 27 37 51 34 61.5

4 4 5 5 4 3 3 5 5 5 4 4.3

5 0 2 5 5 3 4 5 2 4 4 3.5

100% 0% 40% 25% 100% 100% 100% 60% 40% 75% 80% 65.5%

5 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1.1

90.3% 88.8% 98.4% 81.1% 92.7% 95.3% 82.0% 98.3% 85.4% 91.9% 90.4% 90.4%

100% 100% 100% 85% 100% 100% 93% 100% 64% 93% 100% 94.1%

87% 87% 100% 93% 100% 100% 87% 93% 80% 100% 100% 93.3%

100% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 97.9%

83% 89% 100% 94% 89% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 95.5%

100% 79% 100% 86% 100% 86% 21% 79% 93% 100% 84.3%

100% 100% 100% 82% 100% 100% 100% 86% 91% 100% 95.8%

79% 100% 71% 64% 86% 100% 79% 82.7%

100% 83% 100% 83% 100% 100% 83% 100% 100% 100% 95.0%

89% 100% 78% 0% 78% 100% 50% 100% 100% 67% 76.1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% 91.4%

100% 100% 83% 100% 100% 0% 50% 76.2%

44% 78% 61.1%

100% 92% 95.8%

7 2 1 18 3 6 11 0 11 9 12 7.3

4.9% 2.2% 0.8% 14.8% 2.4% 4.1% 12.4% 0.0% 12.4% 7.3% 9.6% 6.4%

14 10 1 21 9 7 16 1 13 10 12 10.4

9.7% 11.2% 0.8% 17.2% 7.3% 4.7% 18.0% 1.7% 14.6% 8.1% 9.6% 9.4%
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今回は、外部の第三者（＝外部評価審査員）が評価対象の評価項目につき、チェック項目 

ごとに「再評価」を行うことで、内部評価の妥当性を確認した。結果は全事例とも、全体の一致率

は 70％以上となり、設定基準において判断すると、総括所見はいずれも「適正」との判断とされ

るが、実施結果からは、この「再評価」の妥当性につき、再考の余地があること示された。 

 

 

① 確認根拠－「現認」による再評価 

  外部評価にあたっては、確認の根拠として、「現認」、「記録」の確認、「ヒアリング」によることと

している。「現認」については、訪問調査当日に確認できる評価場面は限定されるが、予め「現

認」による確認を想定し、実際に「現認」により確認できた項目は、平均で６割程度であった。 

外部評価審査員は、訪問調査時の限定された条件下において、手際よく再評価を行い、妥

当な判断を行うことが求められることから、日頃の様子を把握した上で評価を行っていくアセッサ

ーに求められる技量よりも、更に高度な評価スキルが求められるといえる。 

 

② 確認根拠－「記録」確認の結果と「ヒアリング」結果の不整合 

「記録」の確認については、ⅰ）期末評価票に記載された根拠記録の実態の確認、ⅱ）記録の

内容の確認（評価項目の根拠に足りうるか、内容の読み取り）、ⅲ）被評価者が対応した事例で

あることの確認、といった異なるレベルの確認を行っている。これらから、記録の所在がないもの、

記載内容が不十分なもの、記載内容が不適切なもの、被評価者の評価の根拠とは読み取れな

いものなどは、「確認できない」と判断できる。 

一方において、「ヒアリング」による確認も根拠となる。このため、「記録」確認と「ヒアリング」確

認の結果に不整合が見られる場合の判断について、何らかの判断規準が必要となるところ、１1

事例の外部評価段階においては、規準等は整備されておらず、外部評価審査員各自の判断に

委ねられた。 

具体的には、①「記録」で確認できなかったことにつき、「ヒアリング」で確認できたとして、「A

（できる）」評価と整理しているケースと、②「記録」確認の結果と、「ヒアリング」確認の結果の不整

合をもとに、「A またはC」等の判断がつかない、と整理しているケースとが混在し、結果、これら

の判断が全体の「一致率」に大きく影響する結果となった。 

 

③「一致率」の妥当性 

 全体の「一致率」は、全事例とも70％以上であるため、判断規準によればすべて「適正」となる

が、今回の事例では、中項目単位でみると、「一致率」の著しく低い項目も含まれている結果とな

った。中項目単位で「０％」（根拠確認できず）とのケースが見受けられる中、全体の「一致率」が

70％以上であれば「適正」と判断してよいもの否か、すなわち、全体「一致率」のみをもって、「適
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正」と判断することにつき、検証が必要であることが示された。外部評価結果の総括所見の決定

方法においても、このような場合の取扱いは、規定されておらず、今回の実施により明らかにな

った課題として整理できる。 

そもそも、全体として70％以上が一致すれば、「適正」と判断すること、30％以上～70％未満

であれば、「要判断」とすること、30％未満であれば、「不適正」として、レベル認定取消に及ぶ可

能性があるとすることにつき、これ自体の妥当性検証は行えていない。   

 

④ 結果報告における改善点・問題点の指摘 

設計では、全体「一致率」に基づき、総括所見「適正」「要判断」「不適正」の分類がなされ、

「改善点・問題点」の記載がなされる。しかしながら、再評価は、チェック項目ごとに行い、項目ご

とに得られた指摘事項については、最終結果にどのように反映させるのか、集約方法、基準は

示されていない。「改善点・問題点」について、どのような着眼に基づき指摘すればよいか、指針

は整備されていないため、今回の事例では、当該欄に外部評価審査員の感想や雑感が示され

た。外部の第三者が、客観的に根拠に基づき、改善・問題点指摘を行うこととは、外部評価審査

員に高度な評価スキルを求めることになること、また、改善指摘・問題点指摘につき、どのような

観点に基づき指摘すべきかの指針が必要である。 

 

⑤ 評価の対象‐ 体制評価の視点 

 体制評価については、「体制評価シート」を用い、評価者（アセッサー）と被評価者とは、日常業

務において、OJT・評価ができる関係にあるかどうかを確認する。これに関し、11事例では、上記

観点のみならず、外部評価審査員の眼を通した事業所体制に関する多面的な指摘がなされた。 

例えば、業務マニュアルの内容や整備状況、業務記録の内容や整備状況、記録の仕方、業務体

制のあり方に至るまで、評価項目別に、事業所の仕組みを確認することとなった。 

各事例における「A（できる）」「C（できていない）」等のチェック項目別再評価は、評価者（アセッ

サー）の評価の仕方、すなわち評価者（アセッサー）の質を確認しているものから、所属する事業

所における体制の整備状況を確認するものなど様々であり、被評価者自身の技術力のみに着目

するだけでなく、ケア・行為の技術力の確認と事業所体制は切り離すことができないことが示され

た。 

このため、外部評価とは一体何を確認するものなのかを、改めて整理をしておくことが必要であ

る。評価の対象を曖昧にしたまま、適正・不適正の判断を行うことは、避けるべきであり、再考に当

たっては、介護キャリア段位制度の目的に資する設計とすることが重要である。 

 

 

① レベル認定委員会における審査基準の整備 

 外部評価結果報告書の提出を受け、レベル認定委員会では、「外部評価結果の判断の目安」

を参照し、結果の判断（適正／条件付適正／保留／不適正）を行う設計となっているが、「条件付
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適正」「保留」につき、判断規準は必ずしも具体化されておらず、また、これらの判断を選択した場

合に、その後にどのような対応を求めるかについても整理がなされてこなかった。「条件付適正」

における「条件」の充足要件、適用期間、範囲についての明確化、並びに「保留」の場合の対応

の明確化が必要である。 

 

  

外部評価を通じて指摘された課題・問題点等については、当該対象事業所・施設に対して説明

し、確認や同意を取り付けるとの手続きを取ってはいなかった。この点、外部評価審査員と介護事

業所・施設との間で、外部評価によって明らかになった課題を共有することができていれば、「適正」

と判断しながら「改善点」を付すことにより、対象事業所・施設による改善への自主的な取組みを期

待できる。本仕組みのように、外部からの何らかの介入（確認、評価、改善指摘等）を行うに際して

は、その前提として、事業所との契約に基づく同意が得られていることが必要である。 

 

 

外部評価の実施費用（外部評価審査員の人件費、外部事業所・施設との通信費、実施機関、外部

評価機関の人件費、訪問調査の交通費等）は、現状介護事業所・施設に負担を求めることとはされてい

ない。１１事例実施段階では、検証を伴うものと整理し、補助事業費により実施した。 

 

 

外部評価の実施に向けては、更なる整備を要することが、１１事例を通じて確認できたが、今回

の実施においては、課題が明らかになっただけではなく、実施の効果についても確認された。 

事例では、外部評価審査員の指摘（外部の第三者の目線の介入）を契機に、更に内部の業務

体制につき、検討をし、見直しを図ったとのケースが報告されている（例 外- 11）。事業所内部で

は恒常化し、特段問題視しなかった点や、特徴であるとも認識していなかった点などについて、第

三者の意見やアドバイスを受けて、改めて気づかされた、とのことであり、取組みを対外的に示すこ

との効果、他事業所と比較する効果など、外部からの目線を入れることのメリットが考えられる。 

 

 

 

判断規準が不明瞭  

今回の事例からは、再評価による一致率を用いても、評価結果は、外部評価審査員個々の評

価スキルに左右されること、また現行ルールは、それらを前提に判定する仕組みとなっていることが

明らかとなった。 

 

 

 



 

37 

 

評価の対象が不明瞭 

また、第三者による内部評価の「再評価」を行うと整理しても、評価の対象は、レベル認定を受け

た介護職員のスキルの確認、評価者（アセッサー）の評価スキルの確認、事業所の組織体制につ

いての確認が混在し、評価結果に反映されていた。 

この点、各事業所において、既に構築された業務体制に基づいて内部評価が実施されている

場合は、現在の再評価の手法において、評価事実の確認が可能となるものといえそうであるが、今

回の実施からみえることとしては、事業所体制が構築されているとはいえない状態で、個別の技術

評価がなされた事例も含まれていた、と推察される。 

本来、本制度における内部評価と外部評価は、表裏一体となるものといえるが、内部評価が先

行し、事業所体制を見直し、構築するという、改善サイクルの稼動が機能することは、外部評価実

施後に行った、ヒアリング（平成27年度）においても、「外部評価の効果」として報告されている。 

一方で、体制の基盤づくりの過程で、外部からの視点でアドバイス等の機会が得られることは、

改善サイクルを稼動させる契機となりうることも指摘できる。外部評価実施にあたっては、上記の点

を踏まえ、タイミング、また確認の仕方、機能を整理し、整備することが重要といえる。 

今回の11事例においても、外部評価審査員は、過去の内部評価の実績の確認、その後の取組

みの状況、現時点での組織体制といった、複数の時点での実態を確認しようとしていることが示さ

れた。 

 

外部評価審査員の基礎力、実践力養成の必要性 

第三者が、限られた条件下で内部評価結果の適正性を確認するには、内部評価基準の熟知が

不可欠であること、また円滑に確認するためのスキルが求められること、さらに、改善点・問題点を

行うためには、事業所の管理運営体制にまで及ぶ視点を、評価力として備えておく必要がある。評

価実践力を強化していくためには、外部評価を想定した実践型の演習や、OJT- 内部評価実績の

積み重ねといった、資質向上にむけた基礎力、実践力の養成が必要といえる。 

 

実施結果を受けて 

 上記の課題を有する中、現時点での評価ルールを適用し、外部評価審査員個人の評価スキル

に託した方法に基づき、外部評価審査員 1 名による評価結果に基づくものに対して、適不適の判

断を行うことは、公正性に欠くものであり、実施結果に係る判断は避けるべきである。よって、本件

に係る平成２６年度レベル認定委員会（第14回）の判断は妥当と整理できる。 

現在の設計では、仮に「不適正」との判断をした場合、介護職員のレベル認定が取り消される可

能性も含まれる。このためこのような条件下において、確定判断を外部評価審査員1 名に任せるこ

とは、外部評価審査員個人に過度な負担を課すこととなり、制度として再考の余地があり、運用に

は一層の慎重さが求められる。 
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本制度を検討するにあたっては、介護キャリア段位制度の趣旨に立ち返り、外部評価の機能とし

て、適正な内部評価実施に向けての不正抑止の側面、牽制機能のみに着目するのではなく、各

事業所における日々の着実なOJT と内部評価の定着支援につながる、効果的な仕組みとして、そ

の在り方を再考することも、効果性・効率性を検討する上で必要であろう。 

そこで次章では、改めて、「外部評価」の考え方につき、整理を行うこととする。 

 

Ⅲ．外部評価の在り方の検討 

 

 

 

 「介護キャリア段位制度」は、評価者（アセッサー）が、評価基準に則り、介護事業所・施設内

の被評価者（介護職員）の介護技術について内部評価し、実施機関が設置したレベル認定委

員会において審査・認定を行う仕組みである。なお、内部評価の適正性を担保するために、第

三者として外部評価機関に登録された外部評価審査員が当該介護事業所・施設における評価

者（アセッサー）の内部評価結果に対する外部評価を行うこととされている。 

 「介護キャリア段位制度」に取り組んでいる介護事業所・施設へのアンケートでは、「OJT ツー

ルとして活用できる」「能力開発やスキル向上に役立つ」といった有効性を認める回答が多く寄

せられており、また、「介護キャリア段位制度」に取り組んでいる介護事業所・施設へのヒアリング

では、キャリア段位の評価項目に基づいてOJT研修チームを編成し、自主的な研修活動を展開

したり、アセッサーが法人の人材育成の中心的役割を担うなど、「介護キャリア段位制度」は介護

の現場において人材育成ツールとして活用されつつある（1- (1)内部評価の取組み状況参照）。 

 一方、内部評価の適正性を担保することを求められている外部評価については、牽制的役割

を果たしつつ、実施手法・手順について整備を進めてきたところであるが、平成26 年度に 11 事

業所で実施したところ、様々な課題が浮き彫りとなった（2.外部評価の実施検証参照）。 

 本調査研究事業では、効果的・効率的な外部評価の実施の在り方について検討するため検

討委員会を設置して検討を進めた。 



 

39 

 

 

 

 外部評価の実施の在り方を検討するに先立って、キャリア段位の現状について整理を行った。 

 

 

 「介護キャリア段位制度」のスキームは以下のとおりである1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 12月現在、評価者（アセッサー）11,863名が養成されてきた。また外部評価審査員

については、平成27 年度に 36名が新たに養成され、計259名となっている。 

 レベル認定に取り組む介護職員は4,976名で、レベル認定者は1,245 名であり、実績は年々

増加している（平成28年 2 月末時点）。 

  

 

「キャリア段位制度」の目的は、「介護分野における実践的なキャリア・アップの仕組みを構築

することにより、介護分野における専門的人材の育成及び確保」にある。 

 「キャリア段位制度」の評価については、平成 26 年度アンケート調査（Ⅰ- 1- (2)介護キャリア段

位制度の取組み状況参照）においても、人材育成のツールとして有効と評価されており、また本

事業において行った事業所ヒアリングにおいて、「介護キャリア段位制度」の具体的な取り組み

                                                   
1 第 11 回介護プロフェッショナルワーキング・グループ資料２  介護キャリア段位制度の概要  
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効果を確認することができた（Ⅰ- ２．内部評価取組み事例ヒアリング参照）。 

 一方、有識者の評価としては、本事業の検討委員会においては、「介護キャリア段位制度」は

スキルを見える化し、実際に現場が行っている介護技術を評価していること、また有資格者が少

数派である介護現場において、ＯＪＴツールとしてこの制度を活用することで、介護現場の質の

向上が図られると評価しており、また厚生労働省が行っている「介護プロフェッショナルキャリア

段位制度の在り方に関する検討会」がとりまとめた「介護プロフェッショナルキャリア段位制度の

在り方に関する検討会における議論のとりまとめ（案）」3を見ても、同様の評価となっている。 

 「介護キャリア段位制度」の効果については、「介護キャリア段位制度」に取組んでいる介護事

業所・施設並びに有識者の共通した認識である。 

 一方で、定量目標としては、レベル認定者の目標を制度創設後3 か年で 2 万人程度、その後

各年度 2 万人程度の認定者の育成を目指すとして開始されたが、現在のレベル認定者数は、

数値目標を大幅に下回ることとなった。背景として、そもそもの数値目標の意図として、成長産業

を創る意味合いで、数値が示されていること、評価期間として、設定時は最短1 か月、平均3 か

月を想定していたが、実際の取組みには調整と体制構築を要し、評価開始から初回評価完了ま

での期間が平均 7 か月超、事務局受理までに平均 10.3 か月を要する取組みとなっている現状

がある。 
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3 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の在り方に関する検討会 



 

41 

 

 

 

 

 

 検討委員会に置いて外部評価の在り方について検討を行うにあたり、外部評価について論点

整理を行った。 

 

 

 外部評価は、「評価の適正性を確実に担保するため、内部評価に加えて、定期的に、外部評

価機関の外部評価審査員が介護事業所・施設における内部評価を評価」（「外部評価について」

参照 4 ）することであり、内部評価の適正性を担保する目的で位置づけられている。 

 また、外部評価審査員の役割として、「内部評価結果の適正性を確認する」ことに加え、「内部

評価を適切に行うための指導を行う」よう求めており5、「介護キャリア段位制度」の信頼性の確保

に努めているところである。 

 

 

 

                                                   
4 第 11 回介護プロフェッショナルワーキング・グループ資料２  介護キャリア段位制度の概要  
5 外部評価審査員の役割 （外部評価審査員講習テキスト 平成 27 年度版） 
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 平成 26年度に11事例に対して実施した結果、様々な問題点・課題があげらているが、特に問

題となったのは、外部評価のスキームである評価（適正・不適正）の判断基準と不適正の場合の

措置についてである。 

 そもそも「介護キャリア段位制度」の目的は、「介護分野における実践的なキャリア・アップの仕

組みを構築することにより、介護分野における専門的人材の育成及び確保」にあり、外部評価を

厳格化することにより内部評価の適正性は担保できるとしても、介護分野における専門的人材の

育成及び確保にブレーキをかけることになりかねない。その一方で、内部評価の適正性を担保

出来なければ、「介護キャリア段位制度」そのものに対する信頼性が損なわれかねず、「介護キ

ャリア段位制度」に与える影響は重大である。 

 従って、「介護キャリア段位制度」がどのような段階にあるかを踏まえて、外部評価の厳格化と

効率化をどうバランスさせるかを検討することが求められる。 

  

 

 外部評価の在り方を検討するにあたっては、外部評価の本来の目的である内部評価の適正

性を単に担保すればいいという訳ではなく、普及促進を阻害しないよう考慮することが求められ

ており、検討委員会ではこの前提を踏まえつつ、厳格化と効率化についての論点をより具体的

にするために、総論的な検討ではなく、11事例実施を通じて得られた外部評価の個別課題つい

て検討を行った。 
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検討の前提 
人材育成ツールとして効果がある「介護キャリア段位制度」を 

普及促進する 

外部評価の 

位置づけ 

前提を踏まえつつ、過去に行われた内部評価の適正性をどう確認すべ

きか 

検討の視点 外部評価の厳格化と効率化をどのようにバランスさせるべきか 

個別課題 

 ̧ 外部評価で何を確認すべきか？（確認する対象） 

 ̧ 外部評価はどのような方法で確認するべきか？（確認の方法） 

 ̧ 外部評価機関（外部評価審査員）の権限は？（権限） 

 ̧ 外部評価の費用負担は？（費用負担） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 確認する対象の明確化：何を確認すべきか？ 

 キャリア段位を、ストラクチャー、プロセス、アウトカムの視点で見ると、ストラクチャーとプロセス

については、「組織としてのキャリア段位の取組（アセッサー、OJTによる人材育成の取組み等）」

を確認することで、アウトカムは「レベル認定者」（認定者数・段位）を確認することで把握できる

が、確認する対象により外部評価で確認するボリューム（＝外部評価に要する時間）が変わるた

め、内部評価の適正性を確認するためにどの段階まで確認すべきかについて検討する必要が

ある。 
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 また、例えばアウトカムである「個人のスキル（段位）」について内部評価で適正に評価してい

るかまで外部評価の際に確認する必要があるとすれば、外部評価者審査員に高い専門性が求

められ、その育成にも時間を要することとなる。 

 なお、医療・介護分野に係る他の評価制度等については以下のとおりで、アウトカム指標に類

する指標を設定し確認はしているものの、ストラクチャー、プロセスの評価がメインであり、アウトカ

ムに対し厳格評価している例は見られない。 

 

─ ─  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 確認する方法の明確化：どのような方法で確認すべきか？ 

 ₈介護キャリア段位制度について」には、「レベル認定に当たって提出された各種帳票及び介

護事業所・施設内の記録の確認、ヒアリング、現認等に基づき、外部評価審査員が被評価者の

介護等の業務内容を再評価する」こととしている。 
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 介護事業所・施設の取組み手順を書類やヒアリングで確認することは他の評価制度でも行わ

れているものの、個人のスキル（段位）を現場で確認し再評価する仕組みを持つ評価制度はなく、

「介護キャリア段位制度」において現認をやらなければ内部評価の適正性を確認できないのかと

いう点について検討する必要がある。「介護キャリア段位制度」の仕組みは、個人のスキルは内

部評価で確認し、内部評価が正しく行われているかを外部評価で確認する建てつけとなってお

り、外部評価はアセッサーが正しい手順で計画的に行っていることを確認することが主であり、

個人のスキル（段位）の適正性まで外部評価で確認することが求められるのであれば、外部評価

だけでなく制度自体、重装備なものとなる。 

 

③ 外部評価機関（外部評価審査員）の権限の明確化 

 キャリア段位制度は、国の主導で構築された仕組みであるが、法的な規定はされていない。例

えば、介護サービス情報の公表制度や福祉サービス第三者評価については法整備のもと実施

されており、介護サービス情報の公表制度は義務として罰則規定がある（福祉サービス第三者

評価は努力義務）。キャリア段位制度を効果的・効率的に普及させるためには、自主的な取り組

みから一歩踏み込んだ法的整備も期待されるところである。 

 キャリア段位制度は、介護サービス情報の公表制度の基本情報項目「事業所において介護サ

ービス（予防を含む）に従事する従業者に関する事項」において、「従業者の教育訓練のための

制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況」の「実践的な職業能力の評

価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組み」で、「アセッサー（評価者）

の人数」「段位取得者の人数」「外部評価の実施状況」を記載することとされており、この3 つの

項目について、虚偽の情報が公表されている場合は、罰則規定が適用される可能性はある。 

 しかし、外部評価は、アセッサーが正しい手順で計画的に行っていることを確認するものであり、

介護サービス情報の公表制度においてはそこまで踏み込んで把握していないため、内部評価

の手順に不正があった場合、どの程度の不正に対してどのような措置をとるかを明確にする必

要がある。 

 

④ 費用負担 

 内閣府所管においては、制度創設期ということもあり、外部評価の費用負担について、実施費

用は介護事業所・施設に負担を求めることとはされていなかったが、外部評価をいかに効率的

に行ったとしても、レベル認定の費用では到底まかない切れず、持続可能な評価制度とするに

は外部評価の費用の設定が必要となる。 

 しかしながら、外部評価を受ける介護事業所・施設の費用負担がかさむことで、レベル認定に

歯止めがかかることが懸念され、費用負担に対する納得的な外部評価であることが求められる。 

 なお、他の評価制度を見ると、重装備になればなるほど評価費用は高くなっている。 
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 ─ ─  
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 検討委員会において検討した結果は以下の通りである。 

 

 

 ストラクチャー、プロセス、アウトカムの視点で、何を評価するかについて検討を行ったところ、

委員からは、一般的に組織としての取組みを評価しない仕組みにおいて、現場の質が上がった

という成果は見られないとの指摘があり、「組織としての取組み（ストラクチャー、プロセス）」を評

価することについては委員の合意が得られた。しかしながら、「段位（アウトカム）」まで外部評価

で評価すべきかどうかについては、委員により意見は分かれた。 

 

─ ─  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外部評価において、内部評価で評価した「個人のスキル（段位）」の適正性まで確認することは、

制度を重装備にするものであるが、このことに対し委員からは、介護現場の質を上げることが本

来の目的であり、そのためには内部評価の適正性の確認においても重装備な仕組みにせざる

を得ない（＝評価の厳格化）とする意見が出された一方で、重装備となることで普及が遅れること

を懸念する声も聴かれ、現状、外部評価の牽制機能で「介護キャリア段位制度」の効果はでてい

ることから、普及させるためにも外部評価については効率化を図るべき（評価の効率化）という意
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見が出された。 

 

 

 介護事業所・施設の取り組み手順を確認することは、多くの外部評価あるいは第三者評価制

度において見られる手法であり、書類やヒアリングが中心である。「介護キャリア段位制度」の試

行的運用で行ったように、個人のスキルまで外部評価審査員が現認する仕組みは今のところ見

当たらない。委員からも、外部評価審査員が共通的に確認できるものは記録だけであるとの指

摘があった。 

また、内部評価の適正性を担保するために、「スキルの確認（現認）」を行うとすれば、内部評

価と外部評価審査委員の評価が、おおむね一致することが前提となる。H26 年度に実施した11

件の外部評価において、評価項目の一致率3 割以下を不適正と想定し実施したところ、全事例

とも全体一致率は、「適正（仮評価）」との結果となった。しかしその内訳は、記録が確認できない

もの、記録の内容に不備があるもの等も含まれる。内部評価の実態が、必ずしも、構築された事

業所体制に基づくものとはなっていない点につき、委員からは再現性の問題とともに、制度設計

をする際に想定していたよりも介護の市場は未熟であり、重装備な評価は時期尚早であり、今は

介護の現場を応援することで成長を図るべきとの認識が示された。 

  

 ≤⌂∫√ ─ ⌂  

 

Â ṕ Ṗ Ḵ 

V ṕ Ṗ ἲ  

V  

   ἲ  

Â Ḵ 

Â 

Ḵ 

Â 

Ḵ 

 

 

 

 検討委員会では、信頼度を確保するため、内部評価において不正をなくす仕組みをつくる必

要があるが、不正をなくす仕組みを厳格化する必要はなく、明らかな不正に対する規程が必要と

の意見で一致した。明らかな不正とは、実際に内部評価を行っていないにも関わらず、内部評

価を行ったかのように偽り申請を行っている場合であり、その場合には、「介護キャリア段位制度」

の信頼性に係るため、懲罰的な措置（事業所や氏名を公表する等）も必要ではないかとの意見

が出された。 

 また、外部評価を行う上で想定されることは、内部評価は行っているが、取組手順や書類の整
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備に誤りや不備があった場合である。実際、11 事例においても取組み手順については差が見ら

れたが、委員からは、その場合には外部評価審査員が取組み手順について指導を行うなど改

善を図る仕組みを整備することが、介護の現場の質の向上につながるとの指摘があり、懲罰的

な措置は明らかな不正があったのみだけとし、内部評価が実際行われている場合には、更に現

場の質が向上するよう支援することが、今の介護の現場の現状では重要であるということで意見

は一致している。 

 

 

 費用負担について、他の評価制度を見ると、重装備になればなるほど費用は高くなっているが、

介護事業所・施設は利益が少なく、また赤字となっている事業者が多いことを踏まえ（平成26 年

介護事業経営実態調査結果参照）、費用負担を設定することが必要との認識が示された。 

 なお、費用については外部評価のスキームにより異なるため、外部評価のスキームの再検討

にあわせ、介護事業所・施設が納得できる費用設定について検討を行う必要がある。 

 

 

 「介護キャリア段位制度」は、介護の質の向上を目的としており、より多くの介護事業所・施設に

積極的に取組んでもらうことを期待するのであれば、ややもすると減点方式になりがちな「評価」

をするのではなく、加点方式のアワードや表彰などにすることにより介護の質の向上を支援する

ことが現段階では必要ではないかとの認識も示されている。 

 

  

 

 検討委員会では、評価の対象については組織を評価するということ、書類審査を中心に行うこ

と、明らかな不正（実際に内部評価を行っていないにも関わらず、内部評価を行ったかのように

偽り申請を行っている場合）に対しては毅然とした対応をすることについては一致した。 

 検討委員会において、検討した結果と課題を整理すると以下のとおりである。 

検討の前提 
人材育成ツールとして効果がある「介護キャリア段位制度」を 

普及促進する 

外部評価の 

位置づけ 

前提を踏まえつつ、過去に行われた内部評価の適正性を確認する 

個別課題への 

対応と課題 

（確認する対象） 

 組織としての取組みであるストラクチャー、プロセスの評価を基準とし、

内部評価の適正性を確認するためにアウトカムの評価をどこまで行わな

ければならないかを検討する。 

（確認の方法） 

 文書やヒアリングによる確認を基準とし、それにより内部評価の適正性
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を確認できるかを検討する。 

（権限） 

 明らかな不正に対する措置を明確にする。なお、内部評価の取組み

手順に誤りがあった場合には、支援を行うことを検討する。 

（費用負担） 

 上記を踏まえ、介護事業所・施設が納得できる、外部評価の費用設定

についても検討する。 

 

 H26年度に実施した11事例の外部評価が厳格評価の一端にあるとすれば、本検討委員会で

は、もう一端にある効率的な評価の在り方が示されたこととなる。従って、今後は、効率的な外部

評価が、内部評価の適正性を担保できるか検証を行い、厳格化と効率化における妥当な外部

評価について明らかにすることが求められる。 
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Ⅳ．外部評価審査員養成状況と外部からの支援の可能性 

 

27  

 

介護キャリア段位制度では、介護事業所・施設内の評価者（アセッサー）が内部評価を行うと

ともに、評価結果の適正性を担保するため、外部評価審査員が内部評価結果の適正性を評価

（外部評価）することとしていることから、平成24年度の制度創設以降、年度内に1回「外部評価

審査員講習」を開催し、介護事業所・施設内にて実施された内部評価の評価結果をどのように

審査し、その適正性を評価するかを実践的に学ぶことを目的として実施された。 

 

外部評価審査員講習の受講要件として、アセッサー講習受講要件である次の１～５の要件に

加え、６の受講要件を設定し、いずれか一つを満たした方としている。 

  

2 
 

3 

 

 
10 

 

 

39 

 

4 

 

5 
 

6 

 

 

╕√⁸ ≤⌂╢√╘─ ≤⇔≡⁸ ╩ √∆

≤≤╙⌐⁸ ─ ╩ √∆↓≤≤⇔≡™╢⁹ 

1 1 6  

2  

3  
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 ⱪ꜡ⱨ▼♇◦ꜛ♫ꜟ◐ꜗꜞ▪ ─ ╡ ⌐ ∆╢  

                  ◐ꜗꜞ▪ ─  ╟╡  

 

※平成 25年度の外部評価審査員講習より、外部評価審査員講習受講要件として 

「介護福祉士養成施設等（社会福祉士及び介護福祉士法第39 条第１号から第３号までに規定

する学校又は養成施設）において介護の領域の科目を５年以上教授又は指導した経験を有する

者」 

「介護福祉士、保健師、助産師又は看護師であって、５年以上介護サービスに関する評価又は

調査の実務（福祉サービス第三者評価や介護サービス情報公表制度の調査員等）に従事した経

験を有する者」 

が加えられた。 

（第三者評価・養成施設等ルート） 

 

※平成 27 年度の評価者（アセッサー）講習より、評価者（アセッサー）講習受講要件として「介護

福祉士養成施設等（社会福祉士及び介護福祉士法第39 条第１号から第３号までに規定する学

校又は養成施設）において介護の領域の科目を５年以上教授又は指導した経験を有する者」が

加えられた。 
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平成 27年度までの外部評価審査員の養成状況は以下のとおり。 

 24  25  26  27  

 
3 27 6 29  12 20  11 16  11 19 2 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26  365  528  151  

 34.6% 105 28.8% 109 20.6% 36 23.8% 

 

累計受講者数（延べ人数） ： 1,070名 

外部評価審査員講習修了者数累計 ： 259名 
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─ │ ─≤⅔╡⁹ 

 

ₒ ₓ 

 

 

ₒ ☻ⱦכ◘ ₓ 

 

 

 ₒ ה ─♩כꜟ 48 ─ ₓ 

  

15 3 7 5 2 7 11 8 4 1

5.79% 1.16% 2.70% 1.93% 0.77% 2.70% 4.25% 3.09% 1.54% 0.39%

9 11 28 12 2 2 0 1 2 3

3.47% 4.25% 10.81% 4.63% 0.77% 0.77% 0.00% 0.39% 0.77% 1.16%

7 4 12 1 0 5 13 10 4 2

2.70% 1.54% 4.63% 0.39% 0.00% 1.93% 5.02% 3.86% 1.54% 0.77%

5 0 6 11 3 1 2 5 0 13

1.93% 0.00% 2.32% 4.25% 1.16% 0.39% 0.77% 1.93% 0.00% 5.02%

1 4 9 3 1 4 0 259

0.39% 1.54% 3.47% 1.16% 0.39% 1.54% 0.00% 100.00%

58 52 0 23 0 34 11 5 0 7

22.39% 20.08% 0.00% 8.88% 0.00% 13.13% 4.25% 1.93% 0.00% 2.70%

0 8 2 5 0 3 2 2

0.00% 3.09% 0.77% 1.93% 0.00% 1.16% 0.77% 0.77%

14 4 9 2 3 0 4 2 9 259

5.41% 1.54% 3.47% 0.77% 1.16% 0.00% 1.54% 0.77% 3.47% 100.00%

3 4 1 4 1 1 2 14 7

6.25% 8.33% 2.08% 8.33% 2.08% 2.08% 4.17% 29.17% 14.58%

5 2 3 1 48

10.42% 4.17% 6.25% 2.08% ( 100% )
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ₒ ₓ 

 

 

【受講要件別・年度別】 

 

  

99 3 69 16 42 13 14 1 2 259

38.22% 1.16% 26.64% 6.18% 16.22% 5.02% 5.41% 0.39% 0.77% 100.00%

9 79 26 92 17 31 5 211 48
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平成 27年度⌐ ⇔√ ─◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ│ ─≤⅔╡⁹ 

 

（１）外部評価審査員講習テキスト・外部評価審査員手順書による学習 

   （期間：11月 19日～） 

    

   ① 外部評価審査員講習テキスト 目次 

      第１章 介護キャリア段位制度における外部評価と外部評価審査員の役割 

      第２章 外部評価の手順 

      第３章 外部評価の際の主なチェックポイント 

      補論  介護キャリア段位制度と介護サービスの質の評価 

 

   ② 外部評価審査員手順書 目次 

      第１章 外部評価の概要 

      第２章 外部評価審査員の役割と職業倫理 

      第３章 外部評価のフローと外部評価審査員の業務 

      第４章 事前準備 

      第５章 訪問調査 

      第６章 外部評価のとりまとめ等 

 

（２）外部評価審査員講習 e ラーニングによる学習 

   （期間：12月 8 日～1 月 12日） 

 

   外部評価審査員講習ｅラーニング 目次 

第１部 外部評価実施に必要な知識の習得 

第Ⅰ章 介護キャリア段位制度における外部評価と外部評価審査員の役割 

 第Ⅱ章 外部評価の手順 

 第Ⅲ章 外部評価の際の主なチェックポイント 

第２部 外部評価実施の具体的な手順 

 第Ⅰ章 外部評価審査員の役割と行動規範 

 第Ⅱ章 事前準備/ 訪問調査/ とりまとめ 

第３部 模擬演習 

 第Ⅰ章 外部評価の実施方法 

 第Ⅱ章 外部評価模擬演習 演習 （6 演習） 

 第Ⅲ章 外部評価様式の作成方法 解説・演習（2 演習） 
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（３）トライアル外部評価 課題の実施 

   （期間：12月 8 日～1 月 25日） 

   

  ＜目的＞ 

外部評価を試行的に実施することを通じて、具体的な外部評価の考え方・実施方法を

習得する。 

実施したトライアル外部評価を元に集合講習の演習を行い、外部評価の実施方法を

学ぶ。 

 

＜トライアル外部評価の主な手順＞ 

課題資料１：期末評価票（内部評価結果） 

課題資料２：利用者調査票（内部評価時に対象となった利用者属性情報） 

課題資料３：根拠資料（事業所における記録） 

 

課題資料１・課題資料２・課題資料３を読込み、内部評価結果に対し第三者視点での

再評価を実施。 

内部評価結果と再評価の結果を比較し、同じであればその根拠となる記録名を記載、

結果が異なる場合、疑問点や問題点を記載するとともに、訪問調査の際の具体的な確

認事項を記載。 

 

（４）外部評価審査員講習 集合講習での学習 

   （期間：2 月 18 日 9:30～17:00） 

 

外部評価審査員講習集合講習 カリキュラム 

１．外部評価の意義（講義） 

２．外部評価の手順・事例（講義・発表） 

３．演習 （感染症対策・衛生管理、事故発生防止、身体拘束廃止、地域包括ケアシス

テムの４項目を対象とした演習） 

４．まとめ（講義） 

５．確認テスト 
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外部評価審査員講習 集合講習詳細 

■外部評価の意義にて 

介護事業所としてクリニカルガバナンスの構築（提供される専門的なサービスの質の

モニターやチェックと、関係者への説明責任に対する体系的な過程を構築し、サービス

の質の責任体系、継続的な質向上のメカニズム、より質の高い介護サービスを生み出

す学習や研究のための環境づくりを促す仕組みを構築する）の重要性を説明。介護キ

ャリア段位制度における内部評価が事業所におけるクリニカルガバナンスの構築の指

標となり、外部評価においてはその構築の確認とアドバイスを行うことになることについ

て説明。 

また、クリニカルガバナンスの構築のキーとなる、介護サービスにおける「記録」につ

いて、サービスの質の向上、アカウンタビリティ、チームケアを実践するための資料とい

った「記録」の意義、そしてその記録を事業所内において介護サービスのＰＤＣＡサイク

ル、スキルミクスフローとしてどのようにあるべきかを説明した。 

 

■外部評価の事例にて 

╩ ↑≡╖≡( ╩ ⌐⇔≡ ─ ┼)≤ ⇔、介護老人福祉

施設 水仙園のアセッサーの方を招いて、アセッサーとして内部評価に取り組んでいる

中で起きた様々な不安、チェック項目の解釈が正しいか、記録の取り方が十分かといっ

た不安が、外部評価を受けたことにより、体制として大きく間違ってはいなかったとの確

信による不安の払拭、あるいは記録の記載方法等のアドバイスを受けることで更なるアセ

ッサーとしての質の向上、及び事業所体制としての質の向上を図ることができたということ

を、具体的効果事例として発表してもらった。 

 

■外部評価の役割として 

 外部評価の役割として、内部評価結果の真正性を確認するとともに、内部評価実施の

体制並びにＯＪＴ実施の体制ができているかを確認し、クリニカルガバナンスの視点に立

って、記録体制について改善点があればアドバイスを行う、あるいはＯＪＴ実施における

改善点があれば同じくアドバイスを行うといった、第三者視点による介護職員の資質向上

に向けた事業所への気づき提供、動機付けを行う役割を担うことを説明した。 

 

１．内部評価の実態を確認する 

①内部評価が偽りでないか確認 

②事業所・施設が内部評価を行える体制であるか。OJT が実施できているかどうか。 

 （事業所・施設としてPDCAサイクルが実現できているか。） 

２．改善した方がよい点のアドバイス 

  介護技術評価の方法、ＯＪＴの実施方法、記録体制に関するアドバイス 
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■演習にて 

  

６人のグループワーク型式にてトライアル外部評価を用いた演習とし、評価項目として、

「感染症対策・衛生管理」「事故発生防止」「身体拘束廃止」「地域包括ケア」を抽出し、

それぞれにおいて以下の演習を実施した。 

 １．該当評価項目について、各事業所に何の確認の為にどのようなことが書かれた記

録があるかを情報共有 

 

 ２．内部評価結果の記録を確認した後、事業所・施設に訪問した際にどのような方法で

どのようなものを確認するか、またどのようなアドバイスをおこなうかを協議 

 

 ３．グループごとに協議結果を発表 

        

     「感染症対策・衛生管理」におけるスキルミクスフロー 
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 ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡ 

 

テキストによる学習 平均 10 時間 

e ラーニングによる学習 平均 12 時間 

トライアル外部評価の実施 平均 13 時間 

集合講習 6 時間 

合計 41 時間 

 

─ ⌐⅔↑╢▪fi◔₈♩כ ─ ─ ⌐≈™≡

解できましたか。」について、「理解できた」とした回答が96.2％と高い回答が得られた。 

  ｎ＝130 

 

 

─ ⌐⅔↑╢▪fi◔₈♩כ ─ ה ─ ⌐

≈™≡ ≢⅝╕⇔√⅛⁹₉⌐≈™≡⁸₈理解できた」とした回答が95.4％と高い回答が得ら

れた。 

n＝130 

 

 

 

 

 

46 35.4%

79 60.8%

4 3.1%

1 0.8%

36 27.7%

88 67.7%

5 3.8%

1 0.8%
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─ ⌐⅔↑╢▪fi◔₈♩כ本演習を通じて、外部評価の視

点・チェックポイントや、自己のトライアル外部評価の改善点等について理解を深めることができ

ましたか。」⌐≈™≡⁸₈理解できた」とした回答が82.3％と高い回答が得られた。 

 

n=130 

 

 

─ ⌐⅔↑╢▪fi◔₈♩כ外部評価審査員講習の内容は、

有意義でしたか。」⌐≈™≡⁸₈有意義だった」とした回答が97.7％と高い回答が得られた。 

n=130 

 

 

 

 

─ ⌐⅔↑╢▪fi◔₈♩כ介護事業所・施設にとって介護キャ

リア段位における外部評価を受けることは、介護職員の資質向上の上で有効であると思います

か。」⌐≈™≡⁸₈ ≢№╢≤思う」とした回答が92.3％と高い回答が得られた。 

（無回答を除くと「有効であると思う」とした回答は98.4％となった） 

n=130 

 

29 22.3%

78 60.0%

20 15.4%

1 0.8%

2 1.5%

120 92.3%

2 1.5%

8 6.2%

127 97.7%

2 1.5%

1 0.8%



 

62 

 

 

 

─ ⌐⅔↑╢▪fi◔₈♩כアセッサーにとって介護キャリア段

位における外部評価を受けることは、内部評価を推進していく上で有効であると思いますか。」

⌐≈™≡⁸₈有効である」とした回答が93.1％と高い回答が得られた。 

（無回答を除くと「有効であると思う」とした回答は100.0％となった） 

n=130 

 

 

 

 

  

121 93.1%

0 0.0%

9 6.9%
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27年度─  ⌐⅔™≡│⁸ ─ ≤⇔≡⁸内部評価

の実態を確認するとともに、事業所・施設が内部評価を行える体制であるか、OJT が実施できてい

るかどうかを確認し、第三者視点での介護技術評価の方法、ＯＪＴの実施方法、記録体制に関する

アドバイス・支援を実施するということに重点を置いた。そのことにより介護事業所・施設にとって介

護キャリア段位における外部評価を受けることは、介護職員の資質向上の上で有効であるとした回

答が 98.4％（無回答除く）、あるいはアセッサーにとって介護キャリア段位における外部評価を受け

ることは、内部評価を推進していく上で有効であるとした回答が100.0％（無回答除く）と、外部評価

を受けることで介護職員資質向上、内部評価推進（ＯＪＴ）に有効性が高いことが示されたことにつ

ながったと考えられる。 

ヒアリング事例（Ⅰ‐2 参照）では、取組み前に外部専門家（外部研修講師）の相談支援を受けな

がら実施体制を整えてから評価に着手し、業務体制の見直しにまで展開したものや、事業所内の

外部評価審査員が相談支援役を担い、個々の内部評価の進捗を管理するものなど、相談・支援を

機能させながら組織的に取り組むケースが報告されている。 

これらを踏まえると今後、外部評価の在り方を検討する上で、介護職員資質向上、内部評価推

進（ＯＪＴ）に資する、外部からの第三者視点による介護技術評価の方法、ＯＪＴの実施方法、記録

体制に関するアドバイス・支援を行っていくということを踏まえることが重要である。 
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Ⅰ．内部評価ＷＧ概要 

    

      

WG  

 

介護キャリア段位制度の目的は、介護分野における実践的なキャリア・アップの仕組みを構築す

ることを通じて、介護職員の定着や新規参入を促進することを目指すものとして、平成２４年度から

平成２６年度まで内閣府において、他の様々な分野の実践キャリア・アップ戦略の一つとして検討

が行われ、実施されてきた。 

平成２７年度からは、厚生労働省において、介護キャリア段位の取組を実施する事業者に対す

る補助事業（以下「本取組」という。）として、介護保険事業所・介護保険施設、回復期リハ病棟など

の医療機関、介護療養型、さらには障害者施設等において、介護職員の実践的な職業能力の向

上を図りつつ、能力の評価・認定する仕組みとして、職場の実務の中での教育訓練（ＯＪＴ：

On- the- Job Training）に包含することを目指し、実施されてきた。 

具体的には、施設内に個々の介護職員の介護行為を目視や記録確認により評価するアセッサ

ーを養成し、これらのプロセスを標準化していく中で、自らの介護技術の向上を努める仕組みとな

っていること等が特徴であり、すでに全国の介護だけでなく、回復期、慢性期医療機関等の臨床

現場で働く職員、介護事業所・施設、介護サービスの利用者等の様々な関係者に対して、人材育

成の仕組みとして受け入れられているところである。 

しかし、こういった介護技術のプロセス評価が現場で適切に行われていくことを担保するために

は、その評価の公正性や中立性を担保するための仕組みが必要であることから、このキャリア段位

制度には、制度発足時から外部評価の仕組みが内包されている。 

本事業は、この外部評価に関して、「介護キャリア段位制度に係る外部評価の効果的・効率的な

実施方法」と「外部評価審査員の質の向上の検討を行うこと」を目的として実施されている。 

現在、外部評価については、厚生労働省に設置された「介護プロフェショナルキャリア段位制度

の在り方に関する検討会」において議論されており、基本的には、外部の専門家を活用した介護

事業所・施設内の人材育成の取り組みについて、助言・指導する仕組みとすべきであり、具体的に

介護事業所・施設の人材育成の取り組みに対してスーパーバイズを行うなどの支援を中核におい

た仕組みが当面は相応しいとされた。 

また、これらの介護サービスを提供する多様な現場においては、日々介護を要する患者や利用

者のケアのレベルや安全性の維持向上を図ることが求められているが、認知症を患った利用者へ

の対応には苦慮しており、「高齢者虐待防止法」に基づいた平成26年度の高齢者虐待の調査結

果によると、虐待判断件数・相談・通報件数がいずれも最多となる6など、いわゆる認知症状に対応

                                                   

6 26 ─ ⁸ ─ ⌐ ∆

╢ ⌐ ∆╢ ⌐ ≠ↄ ⌐ ∆╢  
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するための介護技術の在り方については、現在も混乱が継続している状況にある。 

このことは、今後は、外部評価を外部からの指導的助言等として位置づけて行うこととなる介護

キャリア段位制度においても大きな課題である。 

よって、本事業では、とくに認知症に対する介護技術についての検討に資することを目指し、本

委員会とは別にWGを立ち上げ、具体的な介護技術項目の選定とその判断基準等の整理を行うこ

ととした。 

 

  

 

 

 

 平成 26年度「介護職員の資質向上（キャリアパス）におけるスキルの評価等の有効性に関する調

査研究事業」のデータ分析WGにおいて認知症に関わる介護技術評価項目 ver.1 が選定された

（表１）。 

 ⌐ ╦╢ ver.1  

 

これらの項目から、すでに介護キャリア段位制度において使用されている基本介護技術評価項

目と相関が高いものを除き、認知症に係わる介護技術評価 8項目 ver.2（表2）が示された。さらに、

抽出された８項目を介護場面ごとに、アセッサーが評価しやすいように、当該介護を実施する際の

準備やその後始末といった臨床場面において、一連の評価ができ形式に改変し、表3 に示すよう

Q1X1.4 ④本人が入浴の見当をつけられるような生活の中の事柄と結びつけた声かけ※2や工夫※3を行っているか。

Q1X2.3 ③着替えの選択を頼んだり、好みを確認したりしているか。

Q1X5.1 ①待機時に声かけをしているか。

Q1X5.5 ⑤利用者の行動が止まらないような、わかりやすい声かけ※1をしているか。

Q1X5.6 ⑥途中で何をしているのかわからなくなったときには、適切な声かけ※2ができているか。

Q1X10.3 ③今までの習慣※1に合わせた準備となっているか。

Q1X11.3 ③シャワーの温度調整をしたあとに自分で確認してもらうように促しているか。蛇口の場所や温度調整の仕方を説明しているか。

Q1X12.4 ④次の動作※2を細かく伝えているか。

Q1X12.5 ⑤強弱のコントロールができるような声かけ※3をしているか。

Q1X12.6
⑥洗身ができにくそうであれば、本人の手に介助者が手を添えながらと一緒に洗い※4、１人でできるようになれば手を添えることをやめて
いるか。この繰り返しができているか。

Q1X13.6 ⑥浴槽の湯の高さをあらかじめ本人に合わせて調整しているか。本人の入り方を優先しているか※1

Q1X14.5 ⑤浴槽に入って予定時間が過ぎたことを伝えて、自分であがることを意識し、決められるように声をかけているか。

Q1X16.6 ⑥浴室内でタオルを手渡し露出を少なくし、身体を覆いながら拭いているか。

Q1X16.7
⑦本人がうまく拭けない場合は、本人にも拭いてもらいながら、手伝いの声かけ※2をしてから、別のタオルで手早く拭いているか（本人の
タオルを取り上げない）。

Q1X18.3 ③水分補給について※2伝えているか。

Q2X2.2 ②本人に、「体調の変調の有無」や「食事は食べられるか否か」などを確認しているか。

Q2X3.3 ③本人に食事のことを具体的に伝えたり※2、行き先がわかりやすく伝えられ、移動を促しているか。

Q2X3.4
④利用者の状態に合わせ、手招きや文字に書いて移動を促したり、動作の順を追うような声かけなどして、動作を一つずつ乗り越えるよう
工夫しながら誘導しているか。

Q2X6.5 ⑤本人の動作を待ち、声かけは少なくして静かに見守っているか※5。

Q2X7.2 ②聞き慣れた「食事の始まり」の言葉※1を強調して伝えているか。

Q2X8.5 ⑤食後の体調変化などを確認する声をかけているか※2。

Q3X4.3
③移動がうまくいかない場合、「トイレ」などの言葉を使わず、手招きで移動を促したり、絵やマークなどを一緒に探す等、再度促してい
るか。

Q3X7.2
②洋式であれば、「便器のふたを開けたりすること、身体の向きを変えなければいかないこと」を伝えて、できるところは自分でしても
らっているか。

Q3X8.4 ④外で待っている場合は、声をかけて※1確認しているか。

Q3X9.2 ②衣類を自分で下げて、できにくい部分だけを手伝うことを伝えて、了解をもらっているか。

Q3X10.2 ②清拭を自分で行い、できにくい部分だけ手伝うことを伝えて、了解をもらっているか。

Q3X10.3 ③自分で行う場合、ペーパーの設置場所を伝えて自分で切ってもらうか、適切な長さのペーパーを手渡しているか。

Q3X14.3 ③次の排泄に向けての声かけ※3をしているか。

Q4X2.4 ④準備している間もこれから何をするのかを説明したりして、目的を伝えているか。

Q4X4.4 ④本人が自分で気付いたり、行動を起こせるような工夫※4をしているか。
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な 43項目の介護技術（以下、認知症介護技術評価項目 ver.3）を選定した。 

 

表 2 基本介護技術との相関が高いものを除いた認知症介護技術評価 8 項目(ver.2) 

 

 

  

ᾛ

Њ Q1X2.3 Ẻ

Њ Q1X13.6 ˲ ֻ ˲ Њ Ϯϼ

Њ Q1X14.5
Њ ˔ὑ ̟ ѝ Ṷ

Њ Q1X16.7
˲ ḹֻ ˲ ̟ Ṷ ѩ

˲ ֝ ʣ

˗ Q2X2.2 ˲ ̱ Ẁ ˗ ב

Q3X14.3 ׄ Ṷ

Ҳ Q4X2.4 ρ ̲ ̟

Ҳ Q4X4.4 ˲ ѝ ̂ Ҳ ›ẑ
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表 3 臨床的な視点から再構成された認知症介護技術評価 43項目（ver.3） 

 

  

ʴ ᾛ
Њ ᴜ ד ʝ ρ

Њ

♅ ʤ ˲ Ѽ

ʴ ˲ Ⱳ Ồ ѩ Ҳ ї
ἧ

ʴ ˲ Ҳ̸ Ѽ ̟

˲ Ҳ Ҳ̸

Њ ̓ ̝

ʥὄ Ҳ̸
ᶫ

˲ ֻ
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ᶫ
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ⱳ ˲ ̟

ѧ ὙК ѵ
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˲ ˔ὑ ̟

˲
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˺Ҟ
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̱
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˲ Ҳ̸ ♅ Ṷ ᾜ ὃ

ᵟ Ồ ʴ ʴ Ồ П
ϐ

˲ ḹ

̓ Ҳ ͝

ʝ
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ⱳ
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ρ ̲ ̟
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ᵒ ─  

 この認知症介護技術43項目（ver.3）をもとに、既存の介護キャリア段位制度のアセッサー講習テ

キストにおける評価項目の様式に合わせ、項目の定義、チェック項目・判断基準、解説を追加し、

これらの項目の内部評価における活用方策の検討を行った。 

 

WG  

 

 

 

 本キャリア段位における認知症の介護技術については、これまで４つのカテゴリー「尊厳保持」、

「要因探索」、「情報収集と理解」、「観察」に留意し、「入浴介助」、「食事介助」、「排泄介助」と、認

知症特有の症状を緩和できる技術として、「活動」を加え、4 区分を選定し、これに係る介護技術に

ついて、専門家によるワーキングチームを組織し、開発されてきた。 

これまでの認知症介護は、暗黙知によってなされてきたとされてきたが、本キャリア段位制度の

仕組みによって、いわゆる一般的な介護技術については、技術の可視化が実現しつつあることか

ら、認知症の周辺症状に対応する際の技術についても同様に明文化を図る必要があるというWG

委員の総意を得たところである。 

 

 

 

 WG委員会において、臨床的な視点から再構成された認知症介護技術43項目（ver.3）の構成に

ついて検討を行ったところ、入浴（更衣）介助、食事介助、排泄介助における小項目およびチェック

項目については、重複が見られることがわかった。これらの重複については、評価の効率性を高め

るためにも整理が必要であるとされた。 

また、その項目の縮約の方向性としては、代表的な介護行為に限定しても、技術の習得は評価

をできる可能性が高いと考えられた。そこで、入浴・食事・排泄といった代表的な介護技術の枠組

みを残し、これらの枠組みの下での小項目の設定をすることとした。 

ただし、これらの小項目を新たに追加する際には、現行の介護技術に類似した内容がないかに

ついての精査が必要であるとされた。 

 

 

 

 既存の介護キャリア段位制度においては、評価すべき介護技術には、その場面を示すチェック

項目別に判断基準がある。したがって、認知症に係わる介護技術の追加にあたっても同様に判断

基準の記述が必要とされた。その際に、以下に示すような診断に関わる医学的な知識や、症状に

対する理解を含めた解説を追加すべきとされた。 
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 アルツハイマー型認知症は、わが国において、認知症罹患者の半分以上を占め、とくに女性に

多いとされ、脳血管性の認知症よりも増加の傾向があると報告されている。この認知症は、脳にアミ

ロイドβやタウと呼ばれる特殊なたんぱく質が溜まり、神経細胞が壊れ、また神経細胞が死んでし

まう事で、脳委縮、身体の機能の低下が起きる。脳の異変は、これらの症状の発症がみられる、か

なり前から起きているとされる。 

アルツハイマーの初期に見られるのは、最近の出来事を忘れてしまうという症状といえるが、これ

を加齢による物忘れと判別するには、物忘れは、忘れている事を指摘されると「そうだ、忘れていた」

と思い出せるが、このアルツハイマー型の方の場合は、思い出す事が非常に困難であることとされ

ている。 

このように、アルツハイマー型の場合、ゆっくりと進行する認知症の場合、認知症状として、どの

ようなことが起こるかについては、個人の特性があることから、生活を注視し、その行動特性を理解

した上で介護技術が提供できるよう、日々の生活記録を整備しながら、臨床知見を集め、適切な技

術提供を目指すべきとされた。 

 

 

 脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの、脳の血管の病気によって、脳の細

胞に酸素が送られなくなるために神経細胞が死んでしまい認知症が起こりるとされるものである。前

述のアルツハイマー型認知症は女性が多いが、脳血管性認知症は、男性の発症が多く、一進一

退を繰り返しながら進行することが特徴である。 

アルツハイマー型は徐々に進行していくが、この脳血管性認知症は、よくなったり悪くなったりを

繰り返しながら進行することが特徴であり、このため介護技術の選択に際しても留意が必要となる。 

多発性脳梗塞などで、小さな脳梗塞が何度も起きている場合は、この脳梗塞が起きる度に症状

が悪化する。また障害を起こした脳の場所によって、起きる症状が変わるため、アルツハイマー型と

同様に物忘れや計算が出来なくても、判断力の低下は見られないなど、いわゆる「まだら認知」と

言われる状態となることが知られている。 

日常生活においても、意欲もなくボーっとしていて何も出来ない時と、はっきりしていて、出来な

いと思っていた事がちゃんと出来る場合がある。また感情がコントロール出来なくなるため、すぐに

泣いたり怒ったりするという感情失禁の症状を呈することが多い。しかも、このような症状は、1 日の

中で起きる事があるため、介護する側にとっては、さっきは出来ていたのに今出来ないというのは、

ただやらないだけではないかと感じてしまうことが少なくないとされ、介護をやりにくいと感じることが

多いという。また、うつ傾向になりやすく、表情が能面のように乏しくなる場合もあるとされる。 

したがって、介護の場面としては、更衣の際に、服の前後や上下を認識出来なく、前後逆さまに

着ることがあることを配慮した介護技術の提供や、物が何かわかっていてもそれを答えようとすると、

言葉が中々出てこない状態になり、話せなくなる場合もあることからコミュニケーションの取り方につ
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いての介護技術が必要とされる。 

食事や清潔の場面においても、とくに麻痺が無くても、箸や歯ブラシの使い方がわからなくなり、

落としてしまうことがあることや、手元の作業をしていても、近くで声がするとそちらが気になり集中

出来ないということがあるため、見守りや、声かけが必要であることや、これらの症状が一日の中で

も変化することから、急に症状が悪化する場合も想定した介護の組み立てを計画することが求めら

れていることなどを説明する必要があるとされた。 

しかも、これらのことは、単なる診断名だけでなく、まさに、その障害の箇所を理解することも介護

技術を選択する際に重要となってくるため、これが理解できるような解説がなされる必要がある。 

 

 

レビー小体型は男性の方が多く、アルツハイマー型認知症に次いで多く、女性の発症率の約2

倍の発症とされる。レビー小体とは、神経細胞に出来る特殊なたんぱく質で、レビー小体型認知症

では、このレビー小体が脳の大脳皮質（人がものを考える時の中枢的な役割を持っている場所）や、

脳幹（呼吸や血液の循環に携わる人が生きる上で重要な場所）で減少している為に認知症の症状

が起こることに起因するという。 

レビー小体型の症状の特徴として、初期の段階で物忘れより幻視が見られることがあげられる。

この幻視は、「虫や蛇などが部屋にいる」、「知らない人がいる」、「遠くにいるはずの子供が帰って

きている」などの訴えや、いるという場所に向かって話しかけているという症状や、誤認妄想もあり、

まだ自分は若くて子供も小さいと思ったりすることや、自宅にいるのに自分の家ではないと思ったり、

家族の顔がわからなかったり、家族が誰か知らない人と入れ替わっていると訴える場合もあり、これ

らの幻視や誤認に対するコミュニケーション技術は重要となる。 

また、初期段階から、うつ症状が出たり、レム睡眠行動障害もみられる場合が多く、うつ病と間違

えられる事もあり、何となく元気がないとか、食欲がないなどの訴えがあることも多い。眠れないなど

の訴えと、寝ている時に暴れたり大声を出したりする、レム睡眠行動障害と呼ばれる症状も出る。 

頭がはっきりしている時と、そうでない時があり、それを繰り返しながら進行するため、アルツハイ

マー型は徐々に症状が進行するとされているが、レビー小体型では、頭がはっきりした調子の良い

時と、ぼーっとしている時を繰り返しながら進行するとされ、周りから見ると、しっかりしている時もあ

るため、ぼーっとしている時に、本当はしっかり出来るのにしないだけではないかと思い、怒ったり、

無理強いをするといったことがみられる。また顔の表情も乏しくなり、笑っても怒っても口元が変わる

くらいで、感情が読み取りにくくなる。 

このため、レビー小体型の方に対しては、他の認知症疾患を患った患者同様に様々なコミュニ

ケーション技術が必要となる。例えば、幻視については、嘘ではなく本人には見えているため、否

定しないこと、これは、他人が見えていないと嘘をつき、自分をバカにしていると感じ、怒ったり暴力

を振るったりする場合があるからで話を合わせて安心させるといった技術が有効であり、また、幻視

を訴えられたら、その話に乗って、虫や蛇などの嫌なものに対しては、いるという場所を叩いてみた

り、追い払うしぐさをして、いなくなったと安心させるという介護も必要となる。知らない人がいるなら
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「お客さんが来られたみたいだけど帰られました」など話を合わせてから、違う話題に変えるという技

術もよいとされる。 

さらに、この疾患は、パーキンソン病と間違われることもあるほど、手が震える、動作が遅くなる、

筋肉がこわばる、身体のバランスを取る事が難しくなるなどの症状がある。手の震えは何もしていな

い時の方が出やすく、物を持つなど何かをしようとすると震えは少なくなるが、歩く時は、小股でちょ

こちょこ歩くようになり、一旦止まってしまうと、次の一歩が出にくくなる。低い段差でも躓きやすくな

り、少しバランスを崩しただけで転倒してしまう危険があることから、注意が必要で、いきなり後ろか

ら声をかけたり、早くこっちに来るように等と、服を引っ張ったりすると転倒する場合もあることから、

動作が遅くなるのは仕方がない事と考え、急かさない介護をすることが必要となる。 

 以上のように、認知症に係わる介護技術には、疾患の理解だけでなく、認知症特有の症状が進

行性であるのか、日中の変動がどの程度であるのかといったことを配慮した丁寧な解説を追加す

べきとされた。 

 

ver.4  

本 WGの検討結果、認知症に係わる介護技術の項目と認知症への配慮の視点を既存のキャリ

ア段位の内部評価に加えることは、現行の評価内容の充実を図る上で重要との認識が改めて示さ

れ、23項目によって構成される「認知症介護技術評価項目 ver.4」が示された（表4）。 

これらの項目を認知症に係わる介護技術項目のセットとして提案しつつ、認知症への配慮と言う

視点からの既存の介護技術評価項目の見直し、あるいは、この評価票を活用した内部評価やレベ

ル認定について引き続き検討していくことが必要とされた。 
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4 ver.4  

 

 

  

Ū
Ǐǵ Њ ȋ ǲ ǠȒ ᴜșדȇ șʝ ǲ ρǞƲ

Њ ǠȒǚǯș ӓǞǭǋȒǒƳ

ū ȩɪɱȾɶȋ ǱǰǮЊ ȋ ș ǞǭǋȒǒ

Ū
ʴǮ ˲Ǔ Ǎǚǯǲ Ⱳș ǞỒȈǦȑƲѩǵǚǯǲҲǔїǞǦ
ȑǞǭǋȒ ἧǲ ǓǫǖǚǯǓǮǔǦǒƳ

ū
˲ǵ ҲǓ ȅȐǡƲ ǵҲ̸ǿǫǱǓȒȏǍǱƲ ǒǘșǞǭ
ǋȒǒƳ

Њ ṑǵ ρ Ū
ǵ ǜȋƲ ǵ ƲЊȑ șΉƵǵ ǵ˲ǲֻȖǢǭ Ǟ

ǭǋȒǒƳ

Ū
ǵ˲ǓЊ ș ǮǔȒȏǍǲƲ ѧǲƲ ὙКǵ ș

Ǟǭ ѵǵ șǞǭǋȒƳ

ū
˲Ǔ ǲЊȒǚǯșƲǚȖǓǪǦȑǞǦḹֻƲҲ̸ș ǲ Ȉ
ȏǍǯǢǡƲ ўǱ ǒǘș ǪǭǋȒƳ

Ū
˲ǲ ǋǭȉȐǍȏǍǲƲȽȨɩș ǞǱǓȐ ǏȒ ș
ǞǱǓȐ Ʋ șǒǘǭǋȒǒ

ū ˲ǵҲ̸Ǔ ȅȐǱǋȏǍǲ șǒǘǱǓȐ˺ҞșǞǭǋȒǒƳ

Ū
˲ǲƲ ѵș Ǡ ǒǘșǠȒǚǯǮƲ ˗ǵ ș̟ǏǭǋȒ
ǒ

ū ̱ ȋ Ǳǰș ǞǭǋȒǒƳ

Ū Ή˲ǵ ǲꜘǟǦר ˗șǠȒǦȈǵ ṑǓ ǪǭǋȒǒƳ

ū ˲ǲ ˗ǲǫǋǭƲЕ̱ ǲ̟ǏǭǋȒǒ

Ŭ Ƽ ˗ǵỒȅȑƽǓ ǮǔȒƲ ǒǘșǞǭǋȒǒƳ

Ū
˲ǲɆȢɪǵḹ ș ǞƲΉѩǵ˺ Ǯ ҲǞǱǓȐƲ
ḹ ȋƲǚȓǒȐ șǠȒǚǯș ǫǘǓǮǔǭǋȒǒ

ū
ɪɎɶȋɘɶɏɶǵ̬ ș ǞǦȑƲ ̱ǵׄǔșẀǏȒⱳ Ǔ

ǉȒǚǯƲ ˲ ǵ͛↔ǵ↔ȑ ǓǉȒǚǯș ǞƲǚȓșϮ
ϼǞǭ˺ҞǲǉǦǪǭǋȒǒƳ

Ŭ
˲ǲǉǪǦ ǵ ș ǞƲǤȓǲǉǪǦ ǒǘǓǮǔǭǋ
Ȓǒ

Ū ǵ Ҳ̸ǲׄǘǭǵṶǒǘșǞǭǋȒǒƳ

ū ⱳ Ǳ ǶȱɶɩȋȳȢɱș ǪǭȉȐǍȏǍǲ șǞǦǒ

Ŭ
ǲ ǠȒǚǯș˲ǲ ȐȓǦǖǱǋǯדǍ Ǩǿǵ șǞǭ

ǋȒǒ

Ū
Ҳǵ ρǞǭǋȒ ƲǚȓǒȐ̲șǠȒǵǒș ǞǦȑƲ ș
̟ǏǭǋȒǒƳ

ū ̟ǏȒ ǶƲ ǧǘǶǱǖƲ Ἤȋ Ǯ ǞǦȑǞǭǋȒǒ

Ŭ
˲ǓҲǔїǢȒȏǍǲ ⱲǓ ǭȒȏǍǲ ˲ǓǮǔȒ☻Ҋș
ρǞƲǚȓșṶǒǘǲȏǪǭ̟ǏǭǋȒǒ

˗ ρǒȐ ˓ȅǮ
ǵ˺Ҟ

˗˺Ҟ

Њ ˺Ҟ

Њ ǵ ρ

Њ ǿǵ ᾚɵ͝Ǟ
ǵ șדȇ

Њ ǵȱɝɣɉȯɶ
ȵɥɱ

Њ ♥ǵ˺Ҟ

˗Ѽǵ̱

ǵ ᾚ Ҳɵ
ˆ

♥ǵȱɝɣɉȯɶ
ȵɥɱ

˺Ҟ

Ҳ Ҳǵ ρǯ˔ף
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ī Ḩ ˺ ǵ ͔ 

 

Њ ˺Ҟ 

 

Њ ǵ ρ 

ǵὑ  

ɵ ǵ˲șЊ ȋ ǵ ǲƲǚȓȐǵ Ǔ♦Ƶǲ ǮǔȒȏǍǲƲΉ˲ǵ ר

ǲꜘǟǦ Ȗȑ ȋ ǒǘș ǪǭǋȒǒƲǠǱȖǨƲЊ ȋ ǲ ǞǭƲҲ ̂

ǘȋ ד Ǔї ǭǋȒǒș ǠȒƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū   

ū ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ   3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒר ǵѨὑḨ  

Ū 

Ǐǵ Њ ȋ ǲ ǠȒ ᴜ

șדȇ șʝ ǲ ρǞƲЊ ǠȒǚǯș

ӓǞǭǋȒǒƳ 

Ǐǵ ș ǽǱǰǵ ȖȑǵʴǮƲ

˲ǓЊ ǠȒǚǯǲᾍǞǭƲ șד

ǞƲ ӓșǞǭǋǦǒƳ 

ū 

ȩɪɱȾɶȋ ǱǰǮЊ ȋ ș

ǞǭǋȒǒ 

Њ ȋЊ ș ǞƲЊ ȋ Ǔⱳ

ǮǉȒǚǯș ǠȒǚǯǓǮǔǭǋ

ǦǒƳ 

ǞǭǋǱǒǪǦḹֻǶƲǤǵ ș

͔ Ǔ ǮǔȒǚǯƳ 

 

ǵ˲șЊ ǿǑ ǋǠȒḹֻǲǶƲƾǚȓǒȐЊ ǠȒƿǚǯș

˗Ѽǲ ǮǔȒȏǍǲʞᾁǲ ȖȒǚǯǓ ȈȐȓȅǠƳǋǔǱȑƲЊ ǵ

ᾚșỒȈȒǯƲ˗Ѽǲ Ǯ șǞǭǋǦǯǞǭȉ ǲǯǰȅǪǭǑȐǡƲ Ǔ

ǮǔǱǋǯǋǍḹ ǓẉǋǒȐǮǠƳ 

ǵ˲ǵḹֻƲ˺ҞǠȒζǓЊ șǞǭȉȐǍǚǯǲ șǑǔǠǕǭƲ

Ǒ˛ǋǵ ǨǓǡȓƲЊ ǲǫǱǓȐǱǒǪǦǯǋǍǚǯǶᾜǱǖǉȑȅǢȚƳ

ǤǵǦȈƲ Ǐǵ ș ǽǱǰǵ ȖȑǵʴǮƲ ˲ǵ șד ǞǱǓȐƲᾜǞǡ

ǫƲƼǚȓǒȐЊ șǠȒƽǯדǏȒȏǍǲ Ȗȑș ǍǚǯǓẎўǮǠƳ 
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Њ ǿǵ ᾚɵ͝Ǟ ǵ șדȇ  

ǵὑ  

ǵ˲ǿƲЊ ș͝Ǡ ǲƲ ˲ǵ ǲֻר ǞǦƲΉѩ Ǳ ǒǘȋ

ȖȑǓǮǔǭǋȒǒș ǞȅǠƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū   

ū ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ   3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒר ǵѨὑḨ  

Ū 

ʴǮ ˲Ǔ Ǎǚǯǲ Ⱳș ǞỒȈ

ǦȑƲѩǵǚǯǲҲǔїǞǦȑǞǭǋȒ

ἧǲ ǓǫǖǚǯǓǮǔǦǒƳ 

ʴǮ ˲ǵҲ̸Ǔ ȅǪǦǯǔǲǶƲ

Ѽǵǚǯș̟Ǐ ǞǭǋȒǒƳ 

ș ǗǚǯșʥὄǓȒǯǔǲƲҲ̸ș

ǲ ȈȏǍǯǢǡƲ șǔǔǱǓȐȽȢ

ɝɱȮșᶫǪǭǋȒǒƳ 

ū 
˲ǵ ҲǓ ȅȐǡƲ ǵҲ̸ǿǫǱǓ

ȒȏǍǱƲ ǒǘșǞǭǋȒǒƳ 

ƼǨȎǪǯ♅Ǫǭǋǭʤǜǋƽǯ ˲ǵѼ

ǒȐȇȋȆǲ ȓǭǋǱǋǒƳ 

 

ǵ˲ǶƲ˹Ʋ̲șǞȏǍǯǞǭǋǦǵǒș⸗ȓǭǞȅǍ˗ǓẉǖƲǤǵǦȈǲʝ

ǵҲ̸ǵ ʴǮǤǵҲ̸Ǔ ўȓǭǞȅǍǚǯǓǉȑȅǠƳ 

ǦǯǏǷƲ Ҟ ǵ ȖȑǲȏȑƲʝ↓ǶЊ șǞȏǍǯדǏǦ ˲ǓƲȖǡ

ǒǱ ǵ ȖȑǓǱǒǪǦǧǘǮƲЊ ǶǞǱǋǯ ǋїǞǭǞȅǍǯǋǍȏ

ǍǱ Ǔ ǚȑȅǠƳ 

ǚǵǦȈ ǵ˲ǲᾍǞǭǶƲЊ ǵȏǍǱʝ ǵҲ̸ǲǫǋǭǶƲ Ҟ ǒȐǵ

ȋ ȖȑșǠȒǚǯǮƲƼ˹ƽǞǭǋǦǚǯș ǞǭȉȐǋƲƼ ƽǲǠȒǚǯșȖǒ

ǪǭȉȐǍȏǍǲƲЕ̱ Ǳ ș̟ǏȒǦȈǵṶǒǘȋ ȖȑǓẎўǮǠƳ 
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Њ ṑǵ ρ 

ǵὑ  

ɵ ǵ ẕ ɵẕ ș ǞǦʣǮǵ Ǳ ȓǦ Ҳǔș╠ǔїǠǦȈǵ

ṑ ρǓǮǔǭǋȒǒș ǞȅǠƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū   

ū ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ  

Ŭ ɜɉɣȠɩ ǵ  

 

 3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒר ǵѨὑḨ  

Ū 

ǵ ǜȋƲ ǵ ƲЊȑ șΉƵǵ

ǵ˲ǲֻȖǢǭ ǞǭǋȒǒƳ 

ǵ ǵΉѩǵɜɉɣȠɩș ǞƲ

ǵ ǜȋƲ ǵ ƲЊȑ șẀǏǭƲ

Њ ǵ ρșǞǭǋȒƳ 

 

 

 

ǵ˲ǵʴǲǶƲ ǵ ǓẉǖЊǪǭǋȒȏǍǲ ǟǦȑƲ ǲƲ ǓЊǪǭǋ

ǱǋȏǍǲȆǏȒ˲ǓǋȅǠƳ 

ȅǦƲ Ǔ ǪǭǋǦȑƲ ș⁵ǋǭǋȒǒǵȏǍǲ ǟǭƲ ǲ șЊȓȒǚ

ǯșǚȖǓȏǍǱḹֻȉȆȐȓȅǠƳǚǵǦȈƲΉ˲ѩǵ ǵ șǠȒǚǯǓⱳ ǯ

ǜȓȅǠƳ 

ǚȓȐǵΉѩǵ ȋ ǵ ǜǲǫǋǭǶƲΉѩǵɜɉɣȠɩș ρǞƲǚȓȐș˺

ᴣǮВ ǞǭǋȒǚǯǓ ȈȐȓȒƳ 
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Њ ǵȱɝɣɉȯɶȵɥɱ 

ǵὑ  

ɵ ǵ˲ǓЊ ǠȒǚǯș ǞƲЊ ș ǞǭƲЊ Ҳ̸ș ǏȒǦȈǵ

ǒǘǓǮǔȒƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū   

ū ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ   3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒר ǵѨὑḨ  

Ū 

ǵ˲ǓЊ ș ǮǔȒȏǍ

ǲƲ ѧǲƲ ὙКǵ ș Ǟǭ ѵǵ

șǞǭǋȒƳ 

˲ǲƲЊ ˓ǵ˔ὑ ǓǔǭǋȒǚ

ǯș̟ǏǭǋȒǒƳ 

ū 

˲Ǔ ǲЊȒǚǯșƲǚȖǓǪǦȑǞ

ǦḹֻƲҲ̸ș ǲ ȈȏǍǯǢǡƲ

ўǱ ǒǘș ǪǭǋȒƳ  

˲ǿǵ ȋ ǒǘǶƲǮǔȒǧǘ

ǮƲẉǖǵǚǯș̟ǏǠǕǱǋȏǍǲǞ

ǭǋȒƳ 

 

ǵ˲ǶƲ ǲǰȓǖȐǋǵ ЊǪǭǋȒǒǯǋǍ ȋƲ ўǲǉǓȒǯǋ

ǍѨ ǓǮǔǲǖǋḹֻǓᾜǱǖǱǋƳǚǵǦȈƲ ǒȐƲǉǓȒȏǍǲ͝ǜȓǭȉ♫

ǏǱǒǪǦȑƲǠǗǲїȏǍǯǞǭǞȅǍǚǯǓǉȑȅǠƳ 

ǚȓȐǵḹ ǮǶƲ̲Ȑǒǵ ǓǘǮƲ ˲Ǔ ѝǮ ǓǫǔƲǉǓȒǯǋǍǚǯǓ

ѝǮ ȈȐȓǦƲǉȒǋǶƲ Ҟ ǵ ǓǔǪǒǘǯǱǪǭҲǘǦƲǯǋǍ șȆǭ

͔ǞȅǠƳ 

ȅǦƲ ș ǠȒǯǋǍǚǯǿǵϐǔǒǘș ǘȒǦȈǲƲЊ ǵḹ ǮǉǪǭȉƲ

ƼƦѝǮǉǓȑȅǞȎǍƽǱǰǯǋǪǦƲЕ̱ Ǳ ș Ǡ ǓǘǶẎўǮǠƳ 

͈ǏǷƲ Ὑǲ ǓǉȒǵǱȐ ș ǜǞǱǓȐ ǍǚǯǮƲ șȆȒǚǯǓ

ǮǔȒǯǋǍȏǍǱ˺ ǓǱǜȓǭǋȒǒș ͔ǞȅǠƳ 
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Њ ♥ǵ˺Ҟ 

ǵὑ  

ɵ ǵ˲Ǔ ѝǮ ǘȒ ѝǮ ǠȒ ǚǯșϮϼǜǢǱǓȐƲ˺ҞșǠȒḹֻ

Ƕ ˲ǲƲǮǔȒǚǯǶȋǪǭǋǦǧǔǦǋǯǋǍ ș̟ǏƲǜȐǲƲǮǔǱǋǯǚד

ȔǲǫǋǭǶƲ Ҟș֞ǘЊȓǭȉȐǍϐǔǒǘșǞǦǒș ǞȅǠƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū   

ū ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ   3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒר ǵѨὑḨ  

Ū 

˲ǲ ǋǭȉȐǍȏǍǲƲȽȨɩș Ǟ

ǱǓȐ ǏȒ ș ǞǱǓȐ Ʋ

șǒǘǭǋȒǒƳ 

˺ Ǔ ˲ǵ șד ǠȒǚǯǱǖƲ

ǔʣǙǭǞȅǪǭǋǱǋǒƳ 

 

ū 
˲ǵҲ̸Ǔ ȅȐǱǋȏǍǲ șǒ

ǘǱǓȐ˺ҞșǞǭǋȒǒƳ  

Ǯǵ ǒǘșǞǭǋȒǒƳ șǦ

ǖǜȚїǞǠǕǭǋǱǋǒƳ 

 

Ҟ ǓƲ ˲Ǔ ѝǮǠȀǭї ȒǯǋǍ Ǐ ǲάȑǠǕǭǞȅǍǯƲ șǒǘ

ǠǕǭǞȅǍǚǯǓǉȑȅǠƳǤǍǠȒǯ лȈșǞǦȑƲǍȅǖǋǒǡǲ ǪǭǞȅ

ǍǚǯǲǫǱǓȑǒǴȅǢȚƳ 

ǓǉǪǭȉƲ ǵ˲ǓǰǚȅǮ ѝǮ ǘȒǒș ȈƲǰǵǖȐǋ ̟ǋ

Ǔⱳ ǒșѨ ǮǔǭǋȒǒș ͔ǠȒ ǯǱȑȅǠƳǚǵǦȈƲ ̟ǍḹֻǶƲ ̟

Ǎǚǯș ǵ˲ǲ̟ǏƲ Ҟș֞ǘЊȓǭȉȐǍϐǔǒǘșǞǦǒș ͔ǞȅǠƳ 

Њ ǵ ǒǘǶƲ Ȉǭ Ǳ˺ ǵǹǯǫǮǉȑƲ͈ǏǷƲ ǿЊȔǍǯ

ǠȒǯǔ șǞȏǍǯǠȒǯǔ ǲƲ ǓẉǋǯƲ ˍǞǭҲǔǓ ȅǪǭǞȅǍ

ǚǯǓǉȑȅǠƳǞǦǓǪǭƲ ǵ˲ǲᾍǞǭǶƲǮǔȒǧǘ ǒǱ ǶїǜǡƲ

˲Ǔ ǏǭǋȒƲ ȓǦҲǔșϮϼǜǢǭǋǖǚǯǓ ȈȐȓȅǠƳ 

ǜȐǲƲ ˲Ǔ ǲЊȒǚǯșﬞǓǪǦȑǠȒǯǔǲǶƲǋǪǦȚǶ˺Ҟș ȈƲ

Ǯ ˲ǵ ǏșǔǋǦʣǮǵ ǒǘȋϐǔǒǘș ǍǚǯșǚǚȔǓǘȒǚǯǓⱳ

ǮǠƳ 
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˗˺Ҟ 

˗Ѽǵ̱  

ǵὑ  

ɵ ̱ ȋ Ʋ ѵǱǰș ǵ˲Ǔ ǞƲ ǵҲ̸ș ǮǔȒȏǍǲϐǔǒǘ

șǞǭǋȒǒș ǠȒƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū   

ū ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ   3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒר ǵѨὑḨ  

Ū 

˲ǲƲ ѵș Ǡ ǒǘșǠȒ

ǚǯǮƲ ˗ǵ ș̟ǏǭǋȒ

ǒƳ 

ǚȓǒȐ ˗ș Ȁǲ ǚǍǯǋǍҲǔș╠

ǔїǠṶǒǘǓ ȖȓǭǋǦǒƳ 

ū 

̱ ȋ Ǳǰș ǞǭǋȒ

ǒƳ 

ƼǑǱǒǶ ǔȅǞǦǒƽƼǑǋǞǖ ˗Ǔ

ȀȐȓǤǍǮǠǒƽǯǋǪǦ ǒǘșǞǭǋ

ǦǒƳ 

 

ǵ˲ǲᾍǞǭƲ˺ Ǔ̱ ș ǠȒǦȈǲƲƼǑǱǒǶ ǔȅǞǦǒƽƼǑǋ

Ǟǖ ˗Ǔ ȀȐȓǤǍǮǠǒƽƼǯǋǪǦ ǒǘșǠȒǚǯǶ ǮǠƳǚȓȐǵ

ǒǘǶƲ̱ ȋ Ǳǰș ǞǭȉȐǍǔǪǒǘǲǱȑȅǠƳ 

ȅǦƲ ˗ǵ ș ǠǚǯǶƲǚȓǒȐ ˗ǓỒȅȒǚǯș ȑƲ ˗ș ȀȏǍƲ

ḫǲ ǚǍǯǋǍʝ ǵ ˗ǲ ǠȒҲǔș╠ǔїǠǚǯǲǫǱǙȒǚǯǓǮǔȅǠƳ 

ǜȐǲƲ ˗ ǲᵂǋǒǘȒǚǯș ǘȒǯƲ ˲ǓЕ̱ ǲǶ̟ǏȐȓǱǖǭȉƲ

Ҟ Ǔ ȋҲ̸ǱǰǒȐ ˲ǵ ἧș Ȇ֝ȒǚǯȉǮǔȒȏǍǲȉǱȑȅǠƳ 

ʝ ʢ↓ǵ ˗ǵ ̝ș ǞǭƲ ᶥƲֿǟȏǍǲƲ ˲ǲᾘǴȒǯǋǍḹ ș Ȇ

ǴǭǋǖǚǯǮƲ ˲ǓᵂȖȓȒѼǲ̱ șꜘǏǦȑǠȒǱǰǵ֯ ǓǉȒǯƲר

ǵ˲ǲƲ ǵҲ̸ș ǞǭȉȐǍǦȈǵ ȑ ǞǵᵂǋǒǘǓǮǔǭǋȒǒș ͔Ǡ

Ȓ ǮǠƳ 
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˗ ρǒȐ ˓ȅǮǵ˺Ҟ 

ǵὑ  

ɵ ǵ˲ǓὄⱲǞǭ Ǟǖ ˗șǠȒǦȈǵƲ ρǒȐ ˓ȅǮǵ ȖȑǓƲǤǵ˲

ǵ ǲֻȖǢǭⱳ Ǳ ǲ ͑ǜȓǭǋȒǒș ǞȅǠƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū   

ū ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ   3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒר ǵѨὑḨ  

Ū 

Ή˲ǵ ǲꜘǟǦר ˗șǠȒǦȈǵ

ṑǓ ǪǭǋȒǒƳ 

ӱǵ Ȓǜ ǵᾱὙǵ ṑ ρȋ ӱ

ʣǵ ᶅǵʱȀ ǵȖǒȑȋǠǜƲ ҞЕ

ǵѫ Ʋ ᶅƲ ǵ ֻǋ ǿǵ

ǓǜȓǭǋȒǒƳ 

ū 
˲ǲ ˗ǲǫǋǭƲЕ̱ ǲ̟ǏǭǋȒ

ǒƳ 

ș ǢƲ ș׀ ȇƳ 

Ŭ 

Ƽ ˗ǵỒȅȑƽǓ ǮǔȒƲ ǒǘ

șǞǭǋȒǒƳ 

˲ǵƼ ȀǶǟȈƽǵҲ̸ș♅ǨƲȇȋ

ȆǲṶǒǘșǞǱǋƳδ ǓỒȅȐǱǋǯ

ǔ ʴǮʴ ǜȓǦǯǔ ǶƲỒȅȑ П

ǵǔǪǒǘǯǱȒϐǔǒǘșǞǭǋȒ

ǒƳ 

 

ǵ˲ǓὄⱲǞǭ Ǟǖ ˗șǠȒǦȈǲǶƲ ρǒȐ ˓ȅǮǵ ȖȑǓⱳ Ǯ

ǠƳ͈ǏǷƲ ș ǢƲ ș׀ ȇǯǋǪǦǚǯǮƲ ȀȏǍǯǠȒ ș╠ǔї

ǠǚǯȋƲ ˗șǠȒ ǵ Ȓǜ ǵᾱὙǵ ṑȋ ӱʣǵȖǒȑȋǠǜƲᶅȋ Ǳǰǵ

›ẑƲ ǵ ֻǋǱǰ ƵǱǚǯǿǵ Ǔⱳ ǮǠƳ 

ǚǵ ǶƲ ˗ʴǵ ǵ˲ǿǵϐǔǒǘǯǞǭƲǑ ș ǠƲǑ ș⁪ǞїǠƲ

ᶅșҲǒǠƲᶅșẀǏȒƲ ˗ₐș ҲǠȒ ǓȽȢɝɱȮȏǖ ȖȓǭǋȒǒș ͔Ǟ

ȅǠƳ 
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˺Ҟ  

ǵ ᾚ Ҳɵ ˆ  

ǵὑ  

ɵ ʝ ǵ ǲǑǋǭƲ ˲ǵҘș╠ǔїǞǱǓȐƲ ǲȏȒ ǯȶɡȷȿɡɶ

ǱǰǲȏȒϐǔǒǘǓї ǭǋȒǒș ǞȅǠƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū   

ū ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ  

Ŭ ɜɉɣȠɩ ǵ  

 

 3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒר ǵѨὑḨ  

Ū 

˲ǲɆȢɪǵḹ ș ǞƲΉѩǵ˺

Ǯ ҲǞǱǓȐƲ ḹ ȋƲǚ

ȓǒȐ șǠȒǚǯș ǫǘǓǮ

ǔǭǋȒǒƳ 

ɵȶȥȷȿɡ ǱǰƲǤǵ˲ǲǉǪǦΉѩ

ǵ Ҳ ǮƲ͝ǞșǞǭǋȒǒƳ 

ɵɆȢɪǵ șʝ ǲ ǞƲ

ș ǫǘǶǞǭǋȒǒƳ 

ū 

ɪɎɶȋɘɶɏɶǵ̬ ș ǞǦȑƲ

̱ǵׄǔșẀǏȒⱳ ǓǉȒǚǯƲ ˲

ǵ͛↔ǵ↔ȑ ǓǉȒǚǯș ǞƲǚȓ

șϮϼǞǭ˺ҞǲǉǦǪǭǋȒǒƳ 

˲ǿǵ ǶƲǮǔȒǧǘ ǮƲɛȢ

ɱɆǧǘș̟ǏǭǋȒǒƳ 

Ŭ 
˲ǲǉǪǦ ǵ ș ǞƲǤȓ

ǲǉǪǦ ǒǘǓǮǔǭǋȒǒ 

˲ǵҲǔș♅ǫǚǯǓї ǭǋȒǒƲⱳ

ǲꜘǟǭǵṶǒǘǓǮǔǭǋȒǒƳ 

 

ǲ ǠȒɕɧȢɎȵɶǿǵ ǶẎẀƲ ǮǠƳ ǵ˲ǵḹֻǶƲ Ǔ

Ǟǖ ǮǔǱǋǚǯȋƲᾮȉȓǱǰǵ ̱ǲ ǟȒʥꜝ ǒȐƲ Ћ̱ǲᾍǠȒ

ʥὄȋּﬞזǓ▌ǖǱȒǚǯᾜǱǖǉȑȅǢȚƳ ǯǞǭƲ ǲ ὡǓ ǟǦȑƲ

ẕ Ǔ ǱȒǚǯǮƲⱳ Ǳ˺Ҟș֞ǘЊȓȐȓǱǖǱȒǚǯȉǉȑȅǠƳ 

˺ ǶƲ ǵ ǒǘǧǘǮǶǱǖƲ Ǳȱɝɣɉȯɶȵɥɱȉ ǞǱ

ǓȐƲ ǵ˲Ǔї ȒǧǘƲꜝ ǲ ǮǔȒǚǯș ǜǴǷǱȑȅǢȚƳ 

ȅǦƲ ǒȐ ǲ Ǟǭǵ ṑș ǏǭǑǖǚǯǮƲ ˲Ǔ ǲ șǮ

ǔȒȏǍǲǱȒǚǯǓǉȑȅǠƳɆȢɪǵ̬ șȖǒȑȋǠǖǠȒǯǒƲɆȢɪКǮ ǋ

ȒɆȢɪɁɆɘɶɏɶǵ̬ ȋɆȢɪКǵ ȒǜƲ ȋǒǱ ș̓ǍǯǋǍ›ẑǓǱǜȓ

ǴǷǱȑȅǢȚƳ ǲ ǞǭǶƲ ǲȏȒ ǯȶɡȷȿɡɶǱǰǲȏȒϐǔǒǘș

ǲὕ ǠȒⱳ ǓǉȑƲǚǵϐǔǒǘǵ Ƕ ˲Ǔ ǲҲǖǚǯƲ ˲Ǔ

ǯǞǭȋǪǭǋȒȏǍǱҲ̸ǮǉǪǦǒș ͔ǞȅǠƳ 
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˺Ҟ 

♥ǵȱɝɣɉȯɶȵɥɱ 

ǵὑ  

ɵ ǵ˲ǓƲ ȳȢɱș ѝǓ ǟǦ ǲ ǲ̟ǏȓǷǋǋǵǒǱǰǲǫǋǭǵ

șƲ Ҟ Ǔ ǒǡǲ ˲ǲ̟ǏǭǋȒǒș ǞȅǠƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū   

ū ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ   3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒḹֻǵѨὑḨר  

Ū 

ǵ Ҳ̸ǲׄǘǭǵṶǒǘ

șǞǭǋȒǒƳ 

ʴǮ ˲ǵҲ̸Ǔ ȅǪǦǯǔǲǶƲ Ѽǵ

ǚǯș̟Ǐ ǞǭǋȒǒƳ 

ș ǗǚǯșʥὄǓȒǯǔǲƲҲ̸ș ǲ

ȈȏǍǯǢǡƲ șǔǔǱǓȐȽȢɝɱȮșᶫ

Ǫǭὕ ǞǭǋȒǒƳ 

ū 

ⱳ Ǳ ǶȱɶɩȋȳȢɱș

ǪǭȉȐǍȏǍǲ șǞǦ

ǒƳ 

ǵ˲ǵǤȓǥȓǵΉѩǵȳȢɱș Ǟ

ǭǋȒǒƳ 

Ŭ 

ǲ ǠȒǚǯș˲ǲ Ȑȓ

ǦǖǱǋǯדǍ Ǩǿǵ

șǞǭǋȒǒƳ 

 

 

ǯǋǍʝ ǵ Ǔ ȖȑƲ Ҟ ǓǤǵḹș ȓȒǯǔǲƲƼ ȉɆȢɪǲ ǔǦ

ǖǱȓǷƲṶșǒǘǭǖǧǜǋƽǱǰǵ ș ǏȒǯƲʝ ǵ ǵ ˓ ǯƲ ǵ

ǲ ˲Ǔ ǏȋǠǖǱȑȅǠƳֿ ǲƲ ȳȢɱșȫɡɁȿǞǦ♥ǵ̟ ș

̟ǏǭǑǖǚǯȉ ǮǠƳ 

ǶƲ ȉǓ Ǟǭὕ ǞǦǋ ǮǠƳǞǒǞƲ ҞǘǓⱳ Ǳ˲ǮǉȓǷƲ

ȳȢɱș ѝǓ ǟǦ ǲ ǲ̟ǏȓǷǋǋǵǒșƲ ǵ˲ǲ ǪǭȉȐǍǦȈǵ

Ṷ ǘȋ șǢǴǷǱȑȅǢȚƳ 

͈ǏǷƲƼ ǲ ǏǷȏǋǒƽǯǋǍǚǯș ǏȒǚǯǓǮǔǱǖǭȉƲƼ ǒǲ Ǐȓ

Ƿǋǋƽǯ ǵ˲ǓדǍǚǯǓǮǔȓǷƲὄⱲǲǫǱǓȑƲẕ ǓᾜǱǖǱȑȅǠƳ 

ǵ˲Ǔ șʝ˲Ǯὕ ǮǔǱǋḹֻǶƲ̟ǏȒȀǔǚǯș Ҟ Ǔ ǒǱ

ǋȏǍƲ ǵ˺ ȋƲ ƵǵᵣȆș ǘȒǦȈǵ șǒǘǭǋȒǒș ͔ǠȒ Ǯ

ǠƳ 
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Ҳ 

Ҳǵ ρǯ˔ף 

ǵὑ  

ǰǍǠȓǷƲ ǵ˲Ǔ► Ҳǲ ȋװ ⱲǓ ǭȒǵǒǱǰșƲ Ǯ ȒǚǯƲṶȋ Ǯǔ

ǖǚǯƲ ȓȒǚǯƲǠȀǭșʞᾁǲ ǏǦǍǏǮ ȖǪǭǋȒǒș ǠȒ ǮǠƳ 

ǚǵ ǮǶƲ Ҳǲ֓қǞǭȉȐǍǦȈǵ ǓǒȑǯǔǪǒǘșǫǖȒǦȈǵ ṑ ρȋƲ Ҟ

Ǔ ˲Ǔ Ȑ ̂ǖǦȈǲǰǵȏǍǱ ҲșǞǭǋǦǒș ͔ǠȒ ǮǠƳǜȐǲ ҲѼƲ Ҳ

ʴȉ ǵ˲ǵ Ǔ ȅȒȏǍǱṶǒǘ șǞǭǋȒǒș ǞȅǠƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū   

ū ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ   3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒר ǵѨὑḨ  

Ū 

Ҳǵ ρǞǭǋȒ ƲǚȓǒȐ̲ș

ǠȒǵǒș ǞǦȑƲ ș̟Ǐǭ

ǋȒǒƳ 

ɵ˔ὑ ȋȩɪɱȾɶǱǰǲ Ҳǵ ȋḹ Ǔ

ǜȓǭǋȒƳ 

ɵƼƨƨșǞȅǠȏƽǱǰƲ ˲Ǔ ⱲșȉǭȒȏ

ǍǱṶǒǘș ǘǭǋȒǒƳ 

ū 

̟ǏȒ ǶƲ ǧǘǶǱǖƲ Ἤ

ȋ Ǯ ǞǦȑǞǭǋȒǒƳ 

Ҟ ǶṶǵ▌▀ȋƲ ǱǰǮ ͬǞƲѩǵ

Ҟ ǯȉ Ҳș Ȇ ǭȒȋȑ֝ȑșǠȒǱǰƲ

Ǥǵḹǵ ᶪ șҍȑʣǙȏǍǯǞǭǋȒǒƳ 

Ŭ

 

  

˲ǓҲǔїǢȒȏǍǲ ⱲǓ ǭ

ȒȏǍǲ ˲ǓǮǔȒ☻Ҋș ρ

ǞƲǚȓșṶǒǘǲȏǪǭ̟ǏǭǋȒ

ǒ 

Ҳǵ Ồ ǲƲ Ṷ̌ʤǞǦȑƲ ⱲǓǱǖ

ǱǪǦḹֻǲρǏǦ Ȗȑș ǏǭǋǦǒǲǫǋ

ǭȉɐȠɨɱȮǮ ǠȒƳ 

 

ǚȓǒȐ Ǎ Ҳǵ ǓȖǒȒǯƲ֝ȑ ȇ ǨǓ ǮǔƲ Ǔ ȅȑȅǠƳ 

ǋǦǚǯș⸗ȓǭǞȅǪǭȉƲ ȋ ἬǮƲ̲↓ȉ ȐǜȓȒǚǯǮƲ ѝǓ֓қǞǭǋȒ Ҳ

Ǔ̲ǯǱǖ ȖȓǭǋǖǵǮǶǱǋǚǯǓ ǮǔȅǠƳǞǦǓǪǭƲ Ҟ ǶƲ ρǠȒǧǘǮǱ

ǖƲƼƨƨșǞȅǠȏƽǱǰƲ ˲Ǔ ⱲșȉǭȒȏǍǱṶǒǘș ǘȒǚǯǓẎ˗ǮǠƳ 

ȅǦƲ ҲǶ ρ ǒȐ ̂ǘ ȑ ȑ ȅǮǮǉȒǯ Ҟ Ǔ Ǟǭ֝ȑ ȇǚǯǮƲ

˲ Ǔ ѝ ǮƲǮǔȒǚǯǵ ᶪǓẎǔǖⅎǓȑƲʦǏȐȓȒǧǘǵ ҲǮǶǱǖƲ

Ȑ֓қǠȒ ҲǲẀӓǞȅǠƳ 

ǚǵȏǍǲƲ ǵ˲ǵ Ҳ֓қǿǵ ș ȈȒȏǍǱ˺ ǵṶǒǘ ș ǪǭǋȒǒș ͔

ǠȒ ǮǠƳ 
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 認知症の症状は、記憶障害だけではなく、それに加えて2 つ以上の高次脳機能障害があること

が定義とされ、こういった複雑な障害のために社会生活が困難になっている状態をいうことから、生

活場面において、「今何をしているのだろう」「これから、どうしたらいいだろう」「誰にきいたら、いい

だろう」「どのように聞いたらいいだろう」「どうしていいか、わからない」という状況となることが少なく

ない。 

このため、介護場面においても、途中で動作が止まったり、違うことをし始めたり、その場から逃

げだしたり、それを止められて、暴力、暴言といったBPSDを発症することが知られている。 

「どうしたらいいか、わからない」「なぜ、わからないか、わからない」というようなことが原因で、中

止したり拒否したりすることを介護職員が理解し、まずは、このような状態に利用者が陥らないため

の介護技術を有しているか、「できるだけ無断で一人にしないこと」を目指したさりげない見守りや、

次の動作や手順に迷わないよう、ヒントやさりげない言葉かけ、動作の支援を行うための介護技術

を被評価者が有していることをアセッサーが評価するという視点から、新たに表5,表 6 に示すような

「認知症介護技術項目ver.5」が再構成された。 

これは、23 項目から構成され、その内訳は、入浴が9 項目、食事が5 項目、排泄が6 項目、活

動が 3 項目となっている。各介護画面において、被評価者が提供すべき介護技術と、その技術を

提供する根拠について等、解説において、詳細な説明がなされている。 

認知症の人は、記憶障害だけでなく、複数の高次脳機能障害が合併しており、そのことが原因と

なって社会生活が自立困難になっているが、利用者によって、その障害の程度や、対応方法は異

なっている。 

このためチェック項目は、できるだけ網羅的になるようにしている。また、アセッサーが評価しや

すいように、具体的な声かけ内容を例として示したり、評価にあたっての視点を明確にできるような

工夫をした。 
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Ū
ǵ ǜȋƲ ǵ ƲЊȑ ȋ ̱ǵ ǋ ǱǰǲǫǋǭƲ ǵ˲ǵΉƵ

ǵ ὡȋ ̱ǵ ǲֻȖǢǭƲὕ ǞȋǠǋ ȋ ṑș ǞǭǋǦǒƳ
ɵ ǵ˲ǵΉѩǵ ș ǞǦʣǮƲ ǵ ǜȋƲ ǵ ƲЊȑ ȋ ̱ǵ ǋ ǲǫǋǭ ǞƲЊ ǵ ρȋ
˺Ҟș ǪǭǋȒƳ

ū
Ǐǵ ȋЊ ǲ̓ ǠȒ ᴜ ȽȨɩƲ ƲȵɡɱɕɶƲ̀ șʝ

ǲ ρǞƲЊ ǠȒǚǯǵ ȋװ ș Ǟ ǮǔȒ ṑș ǏƲ ӓș
ǞǭǋǦǒƳ

ɵ Ǐǵ ș ȚǧȑƲȽȨɩȋ Ǳǰ ǠȒ ᴜș ǪǭȉȐǍʴǮƲЊ ǠȒǚǯǵ ǋїǞƲЊדșװ ǿ
ǵ Ǔ ǋǭǔǦǚǯș ǞƲ ӓǿǵ șǞǭǋȒƳ

Ŭ
ȓǦ Ш ȋ ǱǰǮʝ ǵ ȓǓѝǒȑ ǋȉǵ ȋ ǯ

Ἤǵ ȋǠǋȉǵ Ǳǰș ǞǱǓȐƲЊ ȋ ș̟ǏȒǯֿ ǲƲ►˗
ǓǤȓȐș ǞǭǋȒǒבǒș ǞǭǋǦǒƳ

̊ʤǵ ǫǵǋǡȓǒș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ
ɵЊ ȋЊ ș ȋ ș ǋǭЕ̱ ǲ̟ǏȒǚǯǲȏȑƲ ˲ǵЊ ȋ Ǔⱳ ǮǉȒǚǯǿǵ ș♬
ȒǚǯǓǮǔǭǋȒƳ
ɵ Ǔ♬ȐȓǱǒǪǦḹֻȋ ǞǱǒǪǦḹֻƲǤȓȐǵ ș ͔ Ǔ ǮǔƲǤȓȐǵ ǓỈ►ǮǉȒǚǯ
ș ǞǭǋȒƳ

ŭ
ʴǮѫ ǵҲ̸Ǔ ȅǪǦȑƲ̀ǵǚǯǲ șװ ǞǦȑǞǦḹֻǲƲ˹̲

șǞȏǍǯǞǭǋȒǵǒƲП↓ѝǒȑ ǋ Ǯ̟Ǐ ǞƲ ǞǭȉȐǏȒǒ
ǞǭǋǦǒƳ

̊ʤǵ ǫǵǋǡȓǒș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ
ɵ ǵ ǲ ǲƲ ǜȓǦȑҲ̸Ǔב ȅǪǦȑǞǦ Ʋ ▌ǋǢǡǲƲ ˲ǲ ș ǞǭǋȒƳ
ɵ̱ ʥ ǵ ȋʥὄɵʥ ǵԍᶦș ǞƲ ˲ǵⱲ ǵ Ẁӓ Ế Ʋβ⸗Ʋ ȋ Ʋ Ʋ̀ ǲǫǋǭ
ўǱ ȑǞǭƲ ș ǔǱǓȐȽȢɝɱȮșᶫǪǭǋȒƳ

Ū
Ồǵ ȋ ǲǫǋǭƲЋᴣֿǟǮǉȒǚǯșƲ ὙǲЊȒѼǲѝǒȑ
ǖ̟ǏǭǋǦǒƳ

̊ʤǵ ǫǵǋǡȓǒș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ
ɵ ǵ˲ǶƲ ѝǧǘ ǲǜȓǭ̲ǒǜȓȒǵǮǶǯǋǍּﬞזⱲǓǉȒǚǯș ǞǭǋȒƳ
ɵ ˲ǲὄⱲǞǭȉȐǏȒȏǍƲЊ Ƕʝὑ ǮЋᴣֿǟǮǉȑƲⱲ Ǳǋǚǯșѝǒȑ ǖ̟ǏȒǚǯǓǮǔǭǋȒƳ

ū
˲Ǔ ǲЊȒǚǯșƲﬞǓǪǦȑּצǞǓǪǦȑǞǦḹֻƲҲ̸ș ǲ Ȉ

ȏǍǯǢǡƲᾗԝǲ ǞǦ ↓Ǯ ǞƲṶǒǘș ǍǚǯǓǮǔǦǒƳ

̊ʤǵ ǫǵǋǡȓǒș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ
ɵʥὄȋּצ ș ǟǱǋȏǍƲЋᴣ ֿǟǮǉȒǚǯș ǞǭȉȐǍǦȈǲƲקᶪǵ˲ș όǞǭȉȐǪǦȑǞǭǋȒƳ
ɵᾗԝǲ ǞǦṶǒǘș ǍǚǯǲȏȑƲ Ǩ ǋǭЊ ǮǔȒȏǍ ǞǭǋȒƳ

Ŭ
ѫ ǵ ǿǵїЊȑƲ ǲ͜ȒҲ̸ Ʋ ὙǮǵ Ǔ ȑǱǖƲ Ǯ
ǔȒȏǍƲṶǒǘƲ ȶɡȷȿɡɶ ș ǪǭǋǦǒƳ

̊ʤǵ ǫǵǋǡȓǒș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ
ɵҲ̸Ǔ ǒǷǱǋ˲ǲǶƲȅǴșǞǦȑƲ ȋ Ǳǰǵ̬ șẀǏȒ˺ҞǞǭǋȒƳ
ɵ ǵ Ǔ̟Ȗȑǲǖǋ˲ǲǶƲȶȥȷȿɡɶș˧ǏǦȑƲǉȒǋǶƲȵɱɕɩǱװ ǮƲȢɟɶȶǞ ǋ ș Ț
Ǯ̟ǏǭǋȒƳ

ū
˲ǵǮǔȒǚǯș ǞǭƲȽȨɩȋ Ǳǰș ǞƲ ѝǮ ǍȏǍѝǒ

ȑ ǋ Ǯ˿ ȉ˧Ǐǭ̟ǏƲ ǵ ↓ș ǞǱǓȐƲ ὃȑșǞǭǋǦ
ǒƳ

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ
ɵ ˲ǵǮǔȒǚǯǯǮǔǱǋǚǯșƲ Ǟǭ˺ҞǞǭǋȒƳ
ɵї Ǳǋḹֻǲ˺ҞǠȒ Ʋᾗԝǲ ǞǦ ǘȋ ↓Ǯ ǞǭǋȒƳ
ɵї ȒḹֻǮȉƲ ˲ǵ ׄș ǞƲ ș ǦǢǭ ˲ǲỖǴƲדǋȋȑǵỡһǮ ὃȑș ǪǭǋȒƳ

Ū
˲Ǔ ʴǮҲ̸ș ȈȒ ǲǶƲʴ ǞǦԍᶦș ǞƲ̱ ȋ ǲ ₡Ǔ

ǱǋḹֻǲǶƲǜȑǙǱǖʝ ǲҲ̸ș˺ҞǠȒǯǯȉǲƲǴǕȐǋǵṶǒǘș
ǍǱǰƲᾗԝǲ ǞǭǋǦǒƳ

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ
ɵҲ̸ș ȈȒȉȋȈǱǋȉƲ ˲ǵ ׄǯ ǏƲʴ ǵ Ǔ̱ ǵלẀǲȏȒǵǒƲ ˲ǵ ȋ ʴҘǵ ўȓƲ̀
ǵǚǯǲ Ǔװ ǪǦǒș ǞǭǋȒƳ
ɵ ўȓǦ♥ǶƲ ș͝ǠǵǮǱǖƲʴ ǵ ׄșϮϼǞƲᾗԝǲ ǞǦᾍꜘȋ˺Ҟș ǪǭǋȒƳ

Ū
ǵ˲Ǔ ˗ǵ ǮǉȒǚǯșדǋїǢȒȏǍǱȦɒȻɶɇȋʝ ǲǋǦ

ǋ̎ Ǳǰș ȑǲƲ ˗ǵ ǲǱǪǦǚǯșЕ̱ ǲѝǒȑ ǖ̟Ǐǭǋ
ǦǒƳ

ɵ ˗ǵ ǮǉȒǚǯș̟ǏȒḹֻƲЕ̱ ǲȢɟɶȶǞ ǖ ǮǔȒȏǍǲƲṶǒǘșǞǭǋȒƳ
͈ǏǷƲƼƦƦǜȚƲǑ ǔȅǞǦǒƳȉǍǠǗǑ Ǜ ǮǠȏƳƽƼơơǜȚǶƲȉǍ ḫǲ ǔȅǞǦȏƳƦƦǜȚ
ȉƲ ǯʝ ǲ ǔȅǢȚǒƽǯǋǪǦ̱ ȋ Ǳǰǵ ǱǰƳ

ū ̱ ʥ ȋ ȋ ǵ̭ʤǱǰƲ ₡ǯ ǱȒ ș ǞǭǋǦǒƳ
ǵ˲ǶƲ ѝǓǠǗȓǱǋ Ʋ Ȑ ǏȒǚǯǓ ǞǋǚǯǓẉǋǚǯș ǞƲ ˗șǑ ǋǠȒ ǲƲ̱ ʥ

ǵ ȋ ѝȋ ǵ̭ʤǱǰƲ ₡ǯ ǱȒ ǵ ș ǞǭǋȒƳ

Ŭ Ή˲ǵ ὡ ȋẺȆɵר ǲ ǞǦ ˗ǵǦȈǵ ṑǓ ǪǭǋǦǒƳ
ɵ ˲ǵ ὡϊׄȋẺȆƲ Ǳǰș֚ ǞǦ ṑǵ Ǐș ǪǭǋȒƳ

ӱǵ ȒǜȋᾱὙǵ ṑ ρƲ ӱǵʣǵ ᶅǵ ǔ Ʋ ҞЕ ǵѫ Ʋ ᶅƲ ǵ ֻǋ

ŭ
ǵ˲Ǔ ˗ǲǫǋǭƲ ȋװ ˗ǿǵ ǓȉǭȒȏǍƲ ͑ǜȓȒ ˗

КὦǲǫǋǭƲЕ̱ ǲѝǒȑ ǖƲⱳ Ǳ Ḹș̟ǏǭǋǦǒƳ

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ
ɵ ˲Ǔ ˗ǲǫǋǭ̲ǒ ȑǦǋǚǯȋʥὄɵʥ ǓǱǋǒ ǞǭǋȒƳ
ɵ ˲ǓᾜǞǮȉ ȑǦǤǍǲǞǦȐƲ ș ǢǱǓȐƲǑǋǞǋȢɟɶȶǓ ǖȏǍǲ ǮǔȒ ↓ǲ ș
ǞƲ̟ǏǭǋȒƳ

Ů ˗ǵỒȅȑȋ ˓ǲǫǋǭƲ ǵ˲ǮǶ ǠȒǚǯǓ ǞǋḹֻǓǉȒǵǮƲ ўǱ ǘȋ ᾚǓὕ ǜȓǭǋǦǒƳ

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ
ɵ ˗ǵ ỒǲǫǋǭǶƲ Ǯ ǞǭȉȐǍȏȑƲЕ̱ ǲȷɕɶɱȋ ș ǲȉǪǭȉȐǪǭǋȒƳ
ɵקᶪǵ˲ǦǨǓ ȀǭǋȒǯǚȔș όǞǭȉȐǋƲ ȉ ȀȅǞȎǍǯǋǍȏǍǱ ᶪ ǮᾚЊș ȆǭǋȒƳ
ɵ Ҙ ֝Ǔ ǱḹֻǲǶƲ˺ҞǞǭ ʴǒȐǛ ǲ╠ǔ ǕƲ ὃȑǞǱǓȐƲ ὓ ǮɐɱɆȋ˺Ҟș Ǫǭ
ǋȒƳ

Њ
˺Ҟ

Њ
ǵ ρƲ

ᾚɵ͝Ǟ ǵ
șדȇ

1 Њ ǵȱ
ɝɣɉȯɶȵɥɱ

2 Њ ♥ǵ˺
Ҟ

˗˺Ҟ

˗Ѽǵ̱
Ʋ ˗ ρ

ǒȐ ˓ȅǮǵ˺
Ҟ
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Ū
ǵȳȢɱș ǲ ǞƲ ǵ ὡ ⱪǲֻȖǢǦɆȢɪ ᾚș Ǫǭ

ǋǦǒƳ

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ
ɵֺ˲ǵ ὡ ǲֻȖǢǦר Ҳ Ǯǵ˺Ҟș ǪǭǋȒƳ
ɵɆȢɪ ᾚǶ ǵ̵ șȆǭƲǉȖǭǜǢǱǋȏǍƲὑ ǲ ᾚǓǱǜȓǭǋȒƳ
ɵ Ǔ ǞǭǋȒ Ʋѫ ǲ șǒǘǱǋȏǍƲ ȋǒǲ ᾚǞǭǋȒƳ

ū
ǱɆȢɪǮǵ ȋ ɪɎɶ ǵ̓ Ʋ ̱Ҳ̸ǯ͛ᶅǵ ͜

Ǳǰ șȷɞɶȸǲ ǏȒȏǍƲᾗԝǲ ǞǱǓȐƲṶǒǘȋ˺ҞșǞǭǋǦ
ǒƳ

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ
ɵɆȢɪǵ ǲǤǪǭƲЕ̱ ǲ ǵ ȋҲ̸ǲǫǋǭɐɱɆșʦǏƲⱳ ǲꜘǟǭṶǒǘȋ˺Ҟș ǪǭǋȒƳ
ɵ ʴǮҲ̸șʴ ǞǦȑƲ șʴ ǞǦȑǞǱǋȏǍƲⱳ ǲꜘǟǭƲɆȢɪКǲ ȅȑƲ ˲ǓʥὄǲǱȐǱǋ
ȏǍṶ ǘȋ˺ҞșƲ ˲ǵἋǓȐǱǋ Ǯᾗԝǲ Ǟǭ ǪǭǋȒƳ

Ŭ ˲ǵ ὡ ȋר ṑǲ ǞǦ ǵ Ǯ ˺Ҟș ǪǭǋǦǒƳ

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ
ɵ Ǯ ȋ ҘƲ ǱҲ̸ǱǰƲ ̱ Ҳ ǲ ὡș ǏȒḹֻǲǶƲ ΏǱǰǲ ǞǭƲ ζȋ ὡǵǉ
Ȓ ѝǲ ș Ǫǭ˺ҞǞǭǋȒƳ
ɵ ȋ Ǳǰș ǏȒ˲ǮǶƲɆȢɪ ᾚǲ ș ǠȒǵǮƲǑȇǫȋɨɍɑɨɏɱɂƲ ɆȢɪǱǰș̓
ǠȒǚǯȉ꜠ ǲƲ ˲ǵ ׄșϮϼǞǫǫƲ ǵ ș ǞǭǋȒƳ
ɵ ǲқǏƲ ȋ Ҙɵ ҘṶ̌ʤǞǭǋȒ˲ǵḹֻǲǶƲɆȢɪ ᾚǵ șὑ ǲ ǋƲȍǯȑș Ǫǭ˺Ҟ
ǞǭǋȒƳ

Ū ˲ǵ ǲ Ǡ ȋ˿ ș Ǟ ǞǭǋǦǒƳ
̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ
ɵ ǵ˲ǶƲ ș ǞǦȑ ǏǦȑ ǲǯǰȈȒǚǯǓ ǮǉȒǚǯș ǞǭǋȒƳ
ɵ ˲ǵ ǵȳȢɱș ǖǦȈǲƲǚȓȐ ȋ˿ șѨѩǞǭǋȒƳ

ū
șʥὄǲדȖǱǋȏǍǲƲǠǗɆȢɪǲ ᾚǠȒǚǯș ǞǭὄⱲǞǭȉ

ȐǍǯֿ ǲ ӴǱ˿ ѼșᴀȚǧȑƲ׀ ș ǪǦȑǱǰ șǠȒǚǯș͝
ǞǭǋǦǒƳ

ɵ ȑǵȳȢɱș ǪǭǚǱǖǭȉƲὑ ǲ ȋ˿ ș όǞǭǋȒǱǰƲ ǵϺΒș ǜǱǋȏǍҟȈǭǋ
ȒƳ

Ŭ ♥ǵ♥Ồ ǲ ǲᾍꜘǮǔƲѫ ǵᾗԝǲ ǞǭǋǦǒƳ

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ
ɵ ǲẕ ǞǦ ǲƲ̀ ǲ ȐȓǱǋȏǍƲ ǲᾍꜘǞƲל ˲ǲǶὄⱲǠȒȏǍṶǒǘǠȒǯǯȉǲƲ Ǐǵ˺Ҟ
ș ǪǭǋȒƳ
ɵẕ șקᶪǲ ȐȓǭǞȅǪǦḹֻǲǶƲѫ ǵᾗԝșὃȒ șї ǭǋȒ ѫ ǵᵂ ǮǶǱǋǚǯș̀ ȋ
˲ǲȆǢȒ›ẑșǞǭǋȒ Ƴ

Ū
Ҳǵ ρǲƲ ˲ǲȉқȖǪǭȉȐǋƲǮǔȒǚǯș ̟ǪǭȉȐǍǚǯș
ǞǭƲǚȓǒȐ ǍКὦǲǫǋǭƲ ǞȆș ǋǭȉȐǏȒ›ẑșǞǭǋǦǒƳ

̊ʤǵ ǫǵǋǡȓǒș ǦǠǚǯǓⱳ Ƴ
ɵ˔ὑ ȋȩɪɱȾɶǱǰǲ Ҳǵ ȋḹ Ǔ ǜȓǭǋȒǚǯșѝǒȑ ǖ̟ǏǭǋȒƳ
ɵƼƦƦșȆǦǚǯǉȑȅǠǒƳƽƼȋǪǦǚǯǉȑȅǠǒƽǱǰƲ ˲Ǔ ⱲșȉǭȒȏǍǱṶǒǘșǞǦʣǮƲǤǵ֚
ꜘș όǞǭǋȒƳ
ɵǔȓǋǱ ȋ ǋ◐ǱǰƲЕ̱ ǲƲ Ǧȑ ǪǦȑǞǭȉȐǋƲǤǵ֚ꜘș όǞƲ Ҳǵ Ồǲׄǘǭ șǹǔ
ǧǞǭǋȒƳ

ū
Ћǭǵ ȋ Ʋ Ʋ Ʋװ Ǳǰ ș Ǟǭ Ҳǲ͜ȖȒ Ḹș
ǠȏǍ›ẑǞǭǋǦǒƳ

̊ʤǵ ǫș ǦǠǚǯǓⱳ Ƴ
ɵ Ǔ ǞȋǠǋ ȏȑǶ ǵ Ǔ ǞȋǠǋǱǰ ǲǫǋǭǵ ǞǭǋȒƳ
ɵ Ǔ ǞȋǠǋ ǲ ǠȒ ș ǒǞǦ Ҳș ǪǭǋȒƳ

Ŭ
Ҳ֓қǵ ș╠ǔїǠǦȈǲƲ ˲ǵ ׄȋ ˲ǵ☻Ҋș ȚǮȉȐǏȒǦ
Ȉǵ›ẑșǞǭǋǦǒƳ

̊ʤǵ ǫș ǦǠǚǯǓⱳ Ƴ
ɵṶǒǘǧǘǮǱǖƲȶȥȷȿɡɶȋ Ǳǰș˧ǏȒǱǰƲѫ ǲǯǪǭҧ Ǳ̟ ș ǋǭǋȒƳ
˺ Ƕ ˲ǲ șǜǢǱǋȏǍ̱ ș ǞǫǫƲ Ҳǵ֓қș ǲǱȒȏǍǲϐǔǒǘșǞǭǋȒƳ

˺Ҟ

ǵ
ρƲ ᾚƲ
ǵ˺Ҟ

ǲ
ǠȒȱɝɣɉ
ȯɶȵɥɱ

Ҳ
Ҳǵ ρ

ǯ˔ף
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Ḩ ˺ ǵ ͔ 

 

Њ ˺Ҟ 

Њ ǵ ρƲ ᾚɵ͝Ǟ ǵ șדȇ  

ǵὑ  

ɵ ǵ˲ǵЊ ȋ ǵ ǲƲЊ ȋ ǵ ȋװ Ǔ ўǲ ǮǔȒ

ȏǍǲƲѫ ʝ˲ʝ˲ǵ ǵ ↓ȋ ὡϊׄǲꜘǟǦ Ȗȑ ȋ ǘș Ǫ

ǭǋȒǒƲǤǵḹǲǼǜȖǞǋҲ ̂ǘȋ ǵ ↓ș ǞǭǋȒǒ ǠȒƳ 

ɵ ȅǦƲĝЊ ȋ Ğș͝Ǡ ǲƲ ˲ǵ ὡ ȋר ǲֻ ǞǦĝΉѩ Ǳ

ǒǘȋ ȖȑĞǓǮǔǭǋȒǒș ǠȒƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū ŭ ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ   3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒר ǵѨὑḨ  

Ū 

ǵ ǜȋƲ ǵ ƲЊȑ ȋ ̱ǵ

ǋ ǱǰǲǫǋǭƲ ǵ˲ǵΉƵǵ

ὡȋ ̱ǵ ǲֻȖǢǭƲὕ ǞȋǠǋ

ȋ ṑș ǞǭǋǦǒƳ 

ɵ ǵ˲ǵΉѩǵ ș ǞǦʣ

ǮƲ ǵ ǜȋƲ ǵ ƲЊȑ ȋ ̱

ǵ ǋ ǲǫǋǭ ǞƲЊ ǵ ρȋ˺

Ҟș ǪǭǋȒƳ 

ū 

Ǐǵ ȋЊ ǲ̓ ǠȒ ᴜ Ƚ

ȨɩƲ ƲȵɡɱɕɶƲ̀ șʝ ǲ

ρǞƲЊ ǠȒǚǯǵ ȋװ ș Ǟ

ǮǔȒ ṑș ǏƲ ӓș Ǟǭ

ǋǦǒƳ 

ɵ Ǐǵ ș ȚǧȑƲȽȨɩȋ

Ǳǰ ǠȒ ᴜș ǪǭȉȐǍʴǮƲЊ

ǠȒǚǯǵ ǋїǞƲЊדșװ ǿǵ

Ǔ ǋǭǔǦǚǯș ǞƲ ӓǿǵ

șǞǭǋȒƳ 

Ŭ 

ȓǦ Ш ȋ ǱǰǮʝ ǵ

ȓǓѝǒȑ ǋȉǵ ȋ ǯ Ἤǵ

ȋǠǋȉǵ Ǳǰș ǞǱǓȐƲЊ

ȋ ș̟ǏȒǯֿ ǲƲ►˗ ǓǤȓȐ

ș ǞǭǋȒǒבǒș ǞǭǋǦǒƳ 

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ 

ɵЊ ȋЊ ș ȋ ș ǋ

ǭЕ̱ ǲ̟ǏȒǚǯǲȏȑƲ ˲ǵЊ

ȋ Ǔⱳ ǮǉȒǚǯǿǵ ș♬Ȓ

ǚǯǓǮǔǭǋȒƳ 

ɵ Ǔ♬ȐȓǱǒǪǦḹֻȋ ǞǱǒ

ǪǦḹֻƲǤȓȐǵ ș ͔ Ǔ

ǮǔƲǤȓȐǵ ǓỈ►ǮǉȒǚǯș

ǞǭǋȒƳ 
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ŭ 

ʴǮѫ ǵҲ̸Ǔ ȅǪǦȑƲ̀ ǵǚ

ǯǲ șװ ǞǦȑǞǦḹֻǲƲ˹ ̲șǞ

ȏǍǯǞǭǋȒǵǒƲП↓ѝǒȑ ǋ

Ǯ̟Ǐ ǞƲ ǞǭȉȐǏȒǒ Ǟǭ

ǋǦǒƳ 

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ 

ɵ ǵ ǲ ǲƲ ǜȓǦȑҲב

̸Ǔ ȅǪǦȑǞǦ Ʋ ▌ǋǢǡǲƲ

˲ǲ ș ǞǭǋȒƳ 

ɵ̱ ʥ ǵ ȋʥὄɵʥ ǵԍᶦș

ǞƲ ˲ǵⱲ ǵ Ẁӓ Ế Ʋβ⸗Ʋ

ȋ Ʋ Ʋ̀ ǲǫǋǭ ўǱ

ȑǞǭƲ ș ǔǱǓȐȽȢɝɱȮș

ᶫǪǭǋȒƳ 

 

ɵ ǵ˲ǶƲ ὡǧǘǮǱǖ ǵ ὡǵֻ̿ǓԍᶦǯǱǪǭƲ ̝

ᶩ ǲǱǪǭǋȅǠƳ♫ǪǭƲƼ˹Ʋ̲șǞǭǋȒǵǧȔǍƽƼǚȓǒȐƲǰǍ

ǞǦȐǋǋǧȔǍƽƼ ǲǔǋǦȐƲǋǋǧȔǍƽƼǰǵȏǍǲ ǋǦȐǋǋǧȔǍƽƼǰ

ǍǞǭǋǋǒƲȖǒȐǱǋƽǯǋǍ ǲǱȑǓǨǮǠƳ 

ƼǰǍǞǦȐǋǋǒƲȖǒȐǱǋƽǚǯǓԍᶦǮƲʴ ǞǦȑ ǞǦȑǠȒǚǯȉב

ẉǋǯǜȓȅǠƳȅǡǶ ǵ˲ǓƲǚǵȏǍǱ ǲ ȐǱǋǦȈǲƲǮǔȒǧǘ

ʝ˲ǲǞǱǋǚǯƲǤǞǭ ǵҲ̸ȋ ǲ ȖǱǋȏǍƲɐɱɆș ǞǦȑƲǜȑǙ

Ǳǋ ș ǍǚǯǓ ȈȐȓȅǠƳ 

ǚǚǮǶƲǚǵȏǍǱ ǓЊ ˺Ҟǵ ș Ǟǭ ȖȓǭǋȒǒǰǍǒș Ǟ

͔ǞȅǠƳ 

ɵ ǵ˲șЊ ǿ ᾚǠȒḹֻǲǶƲƼǚȓǒȐЊ ǠȒƽǚǯș˗

Ѽ ɵ ǮǔȒȏǍǲЕ̱ ǲѝǒȑ ǖ ȖȒǚǯǓ ȈȐȓȅǠƳ 

ɵ ͔ǵ ǲ ǠȀǔǚǯǶƲŪЊ ǵ șѫװ Ƕ ǮǔǦǒƲūЊ ǲׄǘǦ

˗Ѽǵ ρƲ ǲ ǲӲҘ ǧǪǦǒƲӲҘ ǮǱǋȅǮȉ֚ ǶǞǱǒǪǦǒƲŬ

ὙǲẺ ǲЊὙǞǦǒƲẺ ǮǱǋȅǮȉ֚ ǶǞǱǒǪǦǒƲǯǋǍ ǫǵ

ș ǠȒⱳ ǓǉȑȅǠƳ 

ɵ ǵ˲ǲᾍǞǭƲ Њ ǵ ᾚșỒȈȒǯƲ˗Ѽǲ Ǯ șǞǭǋ

ǦǯǞǭȉƲǯǪǜǲ ǠȒǚǯǓ ǞǋǯǋǪǦϊׄǓǉȑȅǠƳ 

͈ǏǷƲĝǑ Ğǯן ȖȓǦ ƲǯǪǜǲĝǑ ĞǓן ǒǽḹֻǯƲ ǱȒ Ǔ

ǒǽḹֻǓǉȒǯǜȓƲ ǵʴǲ ǋǦȢɟɶȶǯὕ ǲ ǲǠȒ Ǔʝ ǢǡǲƲ 

ƼȖǒȐǱǋƽƼǰǍǞǦȐǋǋǵƽǯǋǍ ǯǱȑƲЊ ș ǜȓȒǚǯǶᾜǱǖב

ǉȑȅǢȚƳ 

ɵ ǵ ǯǞǭƲ ǋǦ ǒȐ ўǱȢɟɶȶǓ╠ǔїǢǱǋǚǯșӦѝǲ

ǞǦʣǮƲ˺ ǶƲǮǔȒǧǘ ўǱȢɟɶȶș ǞǭȉȐǏȒȏǍǲ ṑș ρ

ǠȒⱳ ǓǉȑȅǠƳ͈ǏǷƲЊ ǲ ǠȒ ᴜș ǋǦȑƲ ǪǭȉȐǪǦȑƲʝ
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ǲ̓ǍȅǴșǞǭȆǦȑƲ ș ȐǞǭȆǦȑƲḹ ȋ̬ ș ǞǭȆǦȑǞǭƲ

˜ ș Ǟǭ ǲׄǘǦɐɱɆșʦǏȒ˺ ș̓ǍǚǯǓ ȈȐȓȅǠƳ 

ɵ ǵ˲ǮǶƲǰǍǞǦȐǋǋǒѝǒǪǭǋȒǶǡǵǚǯǓƲǯǪǜǲ♫ǏǱǋ  

ǮǉȒǚǯǓẉǋǵǶƲҲ̸Ǔ ǒǷǱǒǪǦȑƲ ǵ ǲ ֝ǪǦȑƲ Ǔ

ǋד ǒǷǱǒǪǦȑƲ̱ ȋ Ʋ̀ ǓדǍȏǍǲҲǒǱǋǯ ǟǦȑǠȒǚǯǓ

ԍᶦǯǜȓȅǠƳ 

♫ǪǭƲǚǵȏǍǱḹֻǲǶƲ˺ ǓǞǭ ǢǭƲʝ ǲǞǭȉȐǪǦȑƲדǋїǞ

ǭȉȐǏȒȏǍǱ ș ȆȒǚǯǓⱳ ǮǠƳ 

ɵ Њ ȋ ǶƲ ₡ ǵʴǮȉƲ ȋҲ̸Ǔ Ǳ ǵǦȈƲ ǲ ǵ˲ǲ 

ǯǪǭϤҠǲ ǟȐȓƲ ǠȒǚǯȉẉǖǱȑȅǠƳǞǒǞב ǵ˲ǶƲǚǵȏǍ  

Ǳ șקᶪǲ ȐȓȅǋǯǞǭƲ ƵǱ ҲșǯȒϊׄǓǉȑȅǠƳǚǵǦȈƲ  

ǵ˲ǵⱲ șדǋȋȑƲὄⱲǞǭЊ ǮǔȒǚǯș ǞǭȉȐǏȒȏǍƲѝǒȑ  

ǋṶ ǘȋדǋȋȑǵǉȒ ↓Ǯ ǠȒǚǯǓẎўǮǠƳ ͔ ȠȹɁȳɶ ǶƲ 

˺ ͔ ǓǚǵȏǍǱ ǵ˲ǵⱲ ș Ǟǭ ǞǭǋȒǒǰǍǒƲ

ǠȒǚǯǓ ȈȐȓȅǠƳ 

ɵ ǚȓǲқǏƲ ˲ǵ șד ǮǔȒȏǍǱ ўǱṶ ǘȋ ȖȑǓǱǜȓƲƼЊ

șǠȒƽǚǯșדǋїǞƲ ǞǭȉȐǋƲǚǵ ǲᾍǠȒ ș╠ǔїǠǦȈ

ǵ˺ Ǔὕ ǜȓǭǋȒǒș ǞȅǠƳ 
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2 Њ ǵȱɝɣɉȯɶȵɥɱ 

ǵὑ  

ɵ ǵ˲ǓЊ ǠȒǚǯǵ ȋװ ș ǠȒǚǯǮƲὄⱲǞǭЊ ǠȒǯǯȉǲƲ

Ǥǵ ǲǑǋǭƲּﬞזȋּצ Ǳǰș ǟǱǋȏǍƲᾗԝǵͪ ǲ ǞǦ ǘȋ

↓Ǯ ǠȒǚǯǓǮǔȒǒș ǠȒƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū Ŭ ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ   3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒר ǵѨὑḨ  

Ū 

Ồǵ ȋ ǲǫǋǭƲ ǯֿǟ

ǮǉȒǚǯșƲ ὙǲЊȒѼǲѝǒȑ ǖ

̟ǏǭǋǦǒƳ 

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ 

ɵ ǵ˲ǶƲ ѝǧǘ ǲǜȓǭ̲ǒǜȓ

ȒǵǮǶǯǋǍּﬞזⱲǓǉȒǚǯș Ǟǭ

ǋȒƳ 

ɵ ˲ǲὄⱲǞǭȉȐǏȒȏǍƲЊ Ƕʝὑ

Ǯ ȉǓֿǟǮǉȑƲⱲ ǋȐǱǋǚǯșѝ

ǒȑ ǖ̟ǏȒǚǯǓǮǔǭǋȒƳ 

ū 

˲Ǔ ǲЊȒǚǯșƲﬞ ǓǪǦȑּצǞ

ǓǪǦȑǞǦḹֻƲҲ̸ș ǲ ȈȏǍ

ǯǢǡƲᾗԝǲ ǞǦ ↓Ǯ ǞƲṶǒ

ǘș ǍǚǯǓǮǔǦǒƳ 

̊ʤǵ ǫǵǋǡȓǒș ǦǞǭǋȒǚǯ

Ǔⱳ Ƴ 

ɵʥὄȋּצ ș ǟǱǋȏǍƲ ֿǟǮǉȒǚ

ǯș ǞǭȉȐǍǦȈǲƲקᶪǵ˲ș όǞ

ǭȉȐǪǦȑǞǭǋȒƳ 

ɵᾗԝǲ ǞǦṶǒǘș ǍǚǯǲȏȑƲ

Ǩ ǋǭЊ ǮǔȒȏǍ ǞǭǋȒƳ 

Ŭ 

ǵ˲ǵ ǿǵїЊȑƲ ̱ǲ͜Ȓ

Ҳ̸ Ʋ ὙǮǵ Ǔ ȑǱǖƲ Ǯ

ǔȒȏǍƲṶǒǘƲ ȶɡȷ

ȿɡɶ ș ǪǭǋǦǒƳ 

̊ʤǵ ǫǵǋǡȓǒș ǦǞǭǋȒǚǯ

Ǔⱳ Ƴ 

ɵҲ̸Ǔ ǒǷǱǋ˲ǲǶƲȅǴșǞǦȑƲ

ȋ Ǳǰǵ̬ șẀǏȒ˺ҞǞǭǋȒƳ 

ɵ ǵ Ǔ̟Ȗȑǲǖǋ˲ǲǶƲȶȥȷȿװ

ɡɶș˧ǏǦȑƲǉȒǋǶƲȵɱɕɩǱ ǮƲ

ȢɟɶȶǞ ǋ ș ȚǮ̟ǏǭǋȒƳ 
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ɵ Њ ǯǋǍ ǶƲѫ ǲᾍǞǭƲẉ ǱҲǵ ȆֻȖǢș ǞȅǠƳ͈ǏǷƲ

ǵЊȑ ȋƲ ѝǵ ̱ș ǲֻȖǢƲ ̱ș ȅǢȒǯǋǪǦҲ̸ȉƲ ǵ

˲ǲǯǪǭǶ Ǟǋ ǯǱȑȅǠƳ ǵ˲ǲǯǪǭǶƲѝǒǪǭǋǦǶǡǵǚǯ

ǓƲǯǪǜǲǶ♫ǏǱǋ Ǔ ǲ ǚȒ Ǔ ǠȒǚǯǲǱȑȅǠƳ 

ɵ ǯǪǜǲ♫ǏǱǋǵǶƲƼҲ̸ǓǯǪǜǲ ǒǷǱǋƽǵǒƲƼ ǵ ǓǠǗǲǶ

ǮǔǱǋƽǵǒƲƼҲ̸ș ỒǞǦǋǓƲדǍȏǍǲ ̱ǓҲǒǱǋƽǵǒǯǋǪǦԍ

ᶦșό ǞƲ ͔ Ǔѫ ǵ ǍȀǔҲ̸Ǔ ǒǷǱǋ˲ǲǶƲȅǴșǞǦȑƲ

ȋ Ǳǰǵ̬ șẀǏȒ˺ҞǞǦȑƲ ǵ Ǔ̟Ȗȑǲǖǋ˲ǲǶƲȶȥȷȿɡɶװ

ș˧ǏǦȑƲǉȒǋǶȵɱɕɩǱ ǮƲȢɟɶȶǞ ǋ ș ȚǮ̟ǏȒǯǋǪǦ

ǚǯșƲ˺ ͔ ǓǮǔǭǋȒǒǰǍǒƲ ͔ǞȅǠƳ 

ɵ ȅǦ ǵ˲ǶƲЊ ǞǭǋȒǚǯȋƲǰǵ̬ ǲЊǪǭǋȒǒǱǰǲǫǋǭӦѝ

ǲ ǮǔǱǒǪǦȑƲ⸗ȓǭǞȅǪǦȑƲ̀ǵǚǯșדǋїǞǦȑǞǭƲ ʴǮЊ

ș ȈǭǞȅǍǚǯǓǉȑȅǠƳ 

  ǚǵȏǍǱḹֻǶƲ ǲ ˲ǵ ׄș ǫǚǯǶ ǞǖƲᾗԝǲ ǠȒⱳ Ǔǉ

ȑƲƼȉǍᾜǞǧǒȐ █ǪǭƽǵȏǍǱ ǒǘǶ ȅǞǖǉȑȅǢȚƳ̱ǓדǍȏǍ

ǲҲǒǱǋ ἧǵ˲ǲǶƲ ͬșȉǪǭȉȐǏȒҲ̸ǒȐᾚЊǞǭǋǖǚǯǓⱳ ǮǠƳ 

ɵȅǡƲЊ ʴǮǉȒǚǯșדǋїǞǭȉȐǏȒȏǍƼƦƦǜȚȉƲơơǜȚȉƲ ȅǧ

Ǒ ǲЊǪǭǋȅǠǓƲן ǜȚǶƲȉǍ ȖȑǲǞȅǠǒƽǯ ǵṶǒǘșǞƲ

ǋǭƼǤȓǮǶƲ ȉʝ ǲǑ șן ȑǲǞȅǠǒȐǴƲ ǜȚƲǚǚǵ ș ǜ

ǱǖǭȉǋǋǮǠǒƽƼǰǚǒƲ ѝǓ ǋǯǚȔǶǉȑȅǠǒƽƼǚǚǓ ǋǮǠǒƽ

ǱǰǯṶ ǘǞǱǓȐƲ ǪǭǋȒ ѝșǜȑ Ǳǖ ǋ ǠǯǋǦǚǯǓǮǔǭǋȒ

ǒș ǞȅǠƳ 

ǓȆȐȓȒѫ ǲǶƲ ȋ ♬Ǔᶩ ǱḹֻǶᾜǱǖǉȑȅǢȚƳ 

șȆǭ ѵș ǠȒǚǯǓ ǞǋḹֻǲǶƲ͈ ǏǷƲƼʝ ǲЊ ǞǦƦƦǜȚȉƲ

ơơǜȚȉƲȉǍǉǓǪǦȏƲ ǜȚǶƲǰǍǠȒ ƽƲƼ ȉǤȔǤȔ ȓǦȏƽƲƼ

ǜȚǶϷ ǧǴƳǤǍǋǏǷƲȉǍǑȋǫǵ ǒǱƽǱǰǵȱɝɣɉȯɶȵɥɱ

ș ǋǭƲѫ ǵ ǞȆǵǞǭǋȒǚǯǵ Ǔ ǪǦǚǯǱǰș̟ǏƲЊ Ǔ

ȖȒǚǯș̟ǏǭǋǔȅǠƳ 

ɵѫ ˲Ǔ ǲǰǵȏǍǱҲ̸șǠȀǔǒșȢɟɶȶǮǔȒ Ḹǲ̸ȑ ǠǯǋǍȱ

ɝɣɉȯɶȵɥɱ ǶƲ șȉǪǦѫ ˲ǵᾐ ǵ ḸșП ǞƲ

Ǟ ǖ̟ǏȒǯǋǍ ↓Ǳ ǯ ǏȅǠƳ 

ɵ ǵ˲ǵ ׄǓƲǦǯǏʥ ўǱ ǮǉǪǭȉƲɉɶȸǲꜘǏȒǚǯȋ ׄșϮ

ϼǠȒǞƲ ǵ˲ǵ ׄǲ ǮǉȒǚǯș ȋ ↓Ǯ ǠǚǯǶƲ ǵ˲

șὄⱲǜǢȒǚǯǲ ǓȒǚǯǶᾜǱǖǱǋǓƲǱǣƲʝ Ʋʥ ўǲדȖȓȒȏǍǱ

ǚǯșǞǭǋǦǒǲǫǋǭǶƲ˺ ᴣЋ̱Ǯ ǞֻǍⱳ ǓǉȑȅǠƳǚȓǓ̲ ǒ

ș₡ǲ ǏȒǚǯǶ ǵ˺ ș ȈȒʣǮ ǮǠƳ 
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 ͈ǏǷƲ̲ǒ̀ǵǚǯșדǋїǞǭǞȅǋƲ ǲǱǪǭЊ șʴ ǠȒǚǯǓ όǜȓ

ȒḹֻǲǶƲƼ ǜȚƲ̀ǲǞǦǋǚǯșדǋїǞǦǵǴƳѝǒǪǦȖƳǤȓǮǶƲלǋ

ǮǑ șן ȅǢǭƲǤȓșǞȅǞȎǍǴƽǯǋǍȏǍǲƲʴ ǞǦǋ ׄș˺ Ǔ

ǞǦǚǯșƲ ͔ Ǔ ǵ˲ǲ̟ǏǭǋǦǒșȠȹɁȳɶǶ ǞǱǘȓǷ

ǱȐǱȑȅǢȚƳ 

ɉɶȸșǋǪǦȚ֞ǘЊȓȒǯǋǍ ↓ș ǠǚǯǲȏȑƲ ǵ˲ǲὄⱲǞǭȉȐ

ǋƲӲҘ Ǳͬ ͜Ǔ ǜȓƲ ǵ ўǱὕ Ǔ ǏȒǚǯǲǱȑȅǠƳȠȹɁ

ȳɶǶƲǚǵȏǍǱᾍꜘș ͔ ǓǮǔǭǋǦǒșЊ ǵḹ ș Ǟǭ ͔ǠȒǚǯ

Ǔ ȈȐȓȅǠƳ 
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3 Њ ♥ǵ˺Ҟ 

ǵὑ  

ǵ˲Ǔї Ȓ˗ș˺ Ǔ ǞƲЊ ♥ǵ ǵ˺Ҟǵ ǲƲǜȑǙǱǖ ˲

ǲǞǭȉȐǪǭǋȒǒƲǜȐǲƲǮǔǱǋǚǯȉ ǞǭƲᾗԝǲ ǞǱǓȐ˺ҞǞǭ

ǋȒǒș ǠȒƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū ū ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ   3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒר ǵѨὑḨ  

Ū 

˲ǵǮǔȒǚǯș ǞǭƲȽȨɩȋ

Ǳǰș ǞƲ ѝǮ ǍȏǍѝǒȑ

ǋ Ǯ˿ ȉ˧Ǐǭ̟ǏƲ ǵ ↓ș

ǞǱǓȐƲ ὃȑșǞǭǋǦǒƳ 

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ 

ɵ ˲ǵǮǔȒǚǯǯǮǔǱǋǚǯșƲ

Ǟǭ˺ҞǞǭǋȒƳ 

ɵї Ǳǋḹֻǲ˺ҞǠȒ Ʋᾗԝǲ

ǞǦ ǘȋ ↓Ǯ ǞǭǋȒƳ 

ɵї ȒḹֻǮȉƲ ˲ǵ ׄș ǞƲ

ș ǦǢǭ ˲ǲỖǴƲדǋȋȑǵỡ

һǮ ὃȑș ǪǭǋȒƳ 

ū 

˲Ǔ ʴǮҲ̸ș ȈȒ ǲǶƲɹ Ǟ

Ǧԍᶦș ǞƲ̱ ȋ ǲ ₡ǓǱǋ

ḹֻǲǶƲǜȑǙǱǖʝ ǲҲ̸ș˺ҞǠ

ȒǯǯȉǲƲǴǕȐǋǵṶǒǘș ǍǱ

ǰƲᾗԝǲ ǞǭǋǦǒƳ 

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ 

ɵҲ̸ș ȈȒȉȋȈǱǋȉƲ ˲ǵ ׄ

ǯ ǏƲɹ ǵ Ǔ̱ ǵלẀǲȏȒǵ

ǒƲ ˲ǵ ȋ ʴҘǵ ўȓƲ̀ ǵǚ

ǯǲ Ǔװ ǪǦǒș ǞǭǋȒƳ 

ɵ ўȓǦ♥ǶƲ ș͝ǠǵǮǱǖƲʴ

ǵ ׄșϮϼǞƲᾗԝǲ ǞǦᾍꜘȋ

˺Ҟș ǪǭǋȒƳ 

 

ɵ ǵ˲ǶƲ ǋǭ ǠȒǚǯȏȑƲ ǮȆǦǚǯȋὕ ǲ ǪǦǚǯǵ Ǔ

ǞȋǠǋǯǋǍ ἶ ǱȦɑɅɱȷǓǉȑȅǠƳȅǦƲ1 2 ↓Ǯǵ̝ Ǔ

ҧ ǮǉȒǯǋǍȦɑɅɱȷȉǉȑȅǠƳǦǧǞƲẕ ǵϊׄȉ̢Ǎ˗͈ȉᾜǱ

ǖǉȑȅǢȚƳҲ̸ȋ ǞǦ ʥװ ǵ ǒȐȉƲ ǵ˲ǓƼ̲ș ȈǭǋȒ

ǒƽș˺ ǓǉȒ ↓ ǮǔȒǚǯǓ ȈȐȓȅǠƳ 
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ɵ ǵ˲ǵḹֻƲ ὡǲȏȒ ǵ ↓ǵ̭ʤǧǘǮǱǖƲ ǓЊȐǱǋ

ǚǯǶȏǖǉȑȅǠƳǚǵǦȈ˺ ḹ ǲǑǋǭǶƲǮǔȒǧǘ Ƕ ǘƲʝ ǲ

ǞǭȆȒƲ ʴȅǮȋǪǭ Ǣǭ̑ǢǭȆȒǱǰƲ֓қḌȋֿ̢ḌǱǰǮ ǠȒǚ

ǯǓ ȅǞǋƲǯǜȓǭǋȅǠƳ 

ɵȅǦ ǵ˲ș ǠȒǵǮǶǱǖƲ ǠȒǚǯǮ ǞǖᾗԝǉȒ ǓǮǔȒ

ǯǋǍ ͬǯɕɧȢɇș ǭȒǚǯǓ ǜȓǭǋȅǠƳ 

ɵǚǵǦȈƲ˺ Ƕѫ ǵ ǲǱȒȏǍǱǚǯǶ Ҙ ǘƲ ǵ˲ǲǯǪǭƲ

ǰǵȏǍǱ˺ Ǔ ǯǱǪǭǋȒǵǒș ǞǦʣǮƲ˺ ș ͑ǠȒǚǯǓ

ȈȐȓȅǠƳ 

ɵǯǖǲЊ ǶƲ ǵ˲ǲǯǪǭƲ Ǳ ǯǱǪǭǋȒǚǯș ǞƲʝ

ǵЊ ˺ ǵḹ Ǯ ǟǭǋȒƼǮǔǱǋ ƽș ǞƲǱǣ ȋב Ʋɏɉ

ɁȭǓ ǚǪǭǋȒǵǒƲǤǵԍᶦș ȒǚǯǓⱳ ǮǠƳ 

ɵǯǖǲƲƼǮǔǱǋƽǯ ǋǦǖǱǋ˲ǓƲǤȓș ǠǦȈǲƼǮǔȒǚǯƽǮ̈ Ǡ

ȒǯǋǍ ǯǞǭƲ Ҙȋ ₡Ҳ̸ǱǰǓ ǠȒǚǯȉᾜǱǖǉȑȅǢȚƳǚǚ

ǮǶƲ ǵ ș ǠȒỡһǓ Ǯ ǜȓȒǚǯǓ ♅ǜȓȅǠƳ 

ɵ ǵ˲ǶƲ ș ǞǭǋǱǋ ˺ ǯ ǞǭƲ ǲⱳ Ǳ

̱ Ƕ ἭǞǭǋǭȉƲ ȐǲȏǪǭḹ ǲֻ ǞǦ ǯǞǭƲ ǠȒǚǯǓ

ǮǔǱǖǱǪǭǋȒƲǯǋǪǦ ⱪǓǉȑȅǠƳ 

ɵ ǫȅȑƲὈЋǲ ǤǵȉǵșǠȒ ҘǓ ẕǞǭǋȒȖǘǮǶǱǖƲʝ ș Ǡ

ȒǚǯȋƲ ǲї ȒǚǯȉǉȑƲ˺ ǓǚȓȐș ȈȒǚǯǲȏȑƲѫ

ǵὕ ҘșׄʣǜǢȒǚǯǓǮǔȅǠƳ 

ɵ˺ ǶƲ ǵ˲ǲᾍǞƲ̲ǒǮǔȒȏǍǲǱȒȏǍǲ șǞǦȑƲ ᾚɵ

ǠȒǵǮǶǱǖƲ Ǳ◐ǮὫȑ ǋǫǫƲǮǔȒǚǯƲǮǔǱǋǚǯƲᵗǽǚǯƲ

ἋǓȒǚǯǱǰș ₡ ǵʴǮ ǠȒǚǯƲǤǞǭ Ἥ ș ǮǔȒȏǍǲƲ

ṑș ρǞƲ˺Ҟǵ›ẑșǶǒȒⱳ ǓǉȑȅǠƳ 

ɵ ǵ˲ǶƲ ǞȏǍǯǞǱǋǚǯș ǠȒḹֻǓǉȑƲ ΏǱǚǯș ǘƲ

ǠȒƲǯǋǪǦב ȉ ȐȓȅǠƳǚǵȏǍǱḹ ǮǶƲ˺ Ǔʝ ǲǞǭȆ

ȒƲ ș╠ǔїǠȏǍ ș˿ ȋ ǮЕ̱ ǲ ǞǱǓȐƲї Ȓ ѝș ȈƲ

ǮǔǱǋ ѝș˺ҞǠȒǯǋǪǦ˺ ș ̓ǠȒǚǯǮƲ ǵ ᴇǲǫǱ

ǙȒǚǯǓǮǔȅǠƳ 

ɵȅǦƲ ǵ˲Ǔ ʴǮҲ̸ș ȈǦḹֻǲ˺ Ǔ ǍȀǔǚǯǶƲԍᶦș

ǠȒǚǯǮǠƳǚȓǶƲ Ṉ ǵלẀǓ ǔǭǋȒḹֻȉǉȑƲ̱ ȋ ѝș

ǞǦ♥ǶƲ ș͝ǠȏȑǶ ˲ǵʴ ǵ ׄșϮϼǞǭƲʴ ǵԍᶦǲᾍꜘǠȒǚ

ǯǓ ȈȐȓȅǠƳ 

ɵ ʴҘȋ ǵ̭ʤǲȏȒҲ̸ǵα ȉᾜǱǖǉȑȅǢȚƳǤǵḹֻǶƲʝ ǲ˺Ҟ 

ǞҤȅǞǱǓȐ ˓Ǟǭ șȉǪǭȉȐǍǒƲƼǑ ȓǲǱǪǦȏǍǮǠǴƳǚǚ
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ȅǮ █ǪǦǵǮƲǛ ǲ ȑǶǑ ̟ǋǜǢǭ ǔȅǠƳƽǱǰƲ ̟Ǎ ǵ ׄ

ș ǋǱǓȐƲ ˲ǵҟҘș ȈȒṶ ǘșǞǭƲὄⱲǞǭ ǔ ͬșẕȖǢǱǋȏ

ǍƲᾗԝǲ ǞǦ ȖȑǓ ȈȐȓȅǠƳ 

 

  



ver.5 

 

99 

 

˗˺Ҟ 

˗Ѽǵ̱ Ʋ ˗ ρǒȐ ˓ȅǮǵ˺Ҟ 

ǵὑ  

ɵ ǵ˲ǵ̱ ȋ Ǳǰș όǲȏǪǭ ǞƲ ˗ǲׄǘǭǵ ș ȈȒ

ǘȋ ḫǱǰǿǵ ᾚƲ ʴǵӊǋǱǰǵѴ Ǳǰș ǞǭƲ ǵ˲ǵ ˗

ǵ ǲᾍǠȒ ș ȈȒȏǍϐǔǒǘǭǋȒǚǯș ǠȒƳ 

ɵ ǵ ὡ ⱪȋẺȆɵ ɵᾗԝǱǰǲ ǞǭƲ ǵ˲ǓὄⱲǞǭ Ǟǖ

˗ǓǮǔȒȏǍƲ ˗ǵ ρǒȐ ˓ȅǮǵ ȖȑǓǮǔȒǒș ǠȒƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū Ů ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ   3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒר ǵѨὑḨ  

Ū 

ǵ˲Ǔ ˗ǵ ǮǉȒǚǯșד

ǋїǢȒȏǍǱȦɒȻɶɇȋʝ ǲǋǦ

ǋ̎ Ǳǰș ȑǲƲ ˗ǵ ǲǱǪ

ǦǚǯșЕ̱ ǲѝǒȑ ǖ̟ǏǭǋǦ

ǒƳ 

 

 

ɵ ˗ǵ ǮǉȒǚǯș̟ǏȒḹֻƲЕ

̱ ǲȢɟɶȶǞ ǖ ǮǔȒȏǍǲƲ

ṶǒǘșǞǭǋȒƳ 

͈ǏǷƲƼƦƦǜȚƲǑ ǔȅǞǦǒƳ

ȉǍǠǗǑ Ǜ ǮǠȏƳƽƼơơǜȚǶƲ

ȉǍ ḫǲ ǔȅǞǦȏƳƦƦǜȚȉƲ

ǯʝ ǲ ǔȅǢȚǒƽǯǋǪǦ̱ ȋ

Ǳǰǵ ǱǰƳ 

ū 

̱ ʥ ȋ ȋ ǵ̭ʤǱǰƲ ₡ǯ

ǱȒ ș ǞǭǋǦǒƳ 

ǵ˲ǶƲ ѝǓǠǗȓǱǋ Ʋ Ȑ

ǏȒǚǯǓ ǞǋǚǯǓẉǋǚǯș

ǞƲ ˗șǑ ǋǠȒ ǲƲ̱ ʥ ǵ

ȋ ѝȋ ǵ̭ʤǱǰƲ ₡ǯ Ǳ

Ȓ ǵ ș ǞǭǋȒƳ 

Ŭ 

Ή˲ǵ ὡ ȋẺȆɵר ǲ ǞǦ

˗ǵǦȈǵ ṑǓ ǪǭǋǦǒƳ 

 

 

 

ɵ ˲ǵ ὡϊׄȋẺȆƲ Ǳǰș֚

ǞǦ ṑǵ Ǐș ǪǭǋȒƳ 

ӱǵ ȒǜȋᾱὙǵ ṑ ρƲ ӱǵ

ʣǵ ᶅǵ ǔ Ʋ ҞЕ ǵѫ Ʋ ᶅƲ

ǵ ֻǋ  

ŭ 

ǵ˲Ǔ ˗ǲǫǋǭƲ ȋװ ˗ǿ

ǵ ǓȉǭȒȏǍƲ ͑ǜȓȒ ˗Кὦ

ǲǫǋǭƲЕ̱ ǲѝǒȑ ǖƲⱳ Ǳ

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ 

ɵ ˲Ǔ ˗ǲǫǋǭ̲ǒ ȑǦǋǚǯȋ

ʥὄɵʥ ǓǱǋǒ ǞǭǋȒƳ 
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Ḹș̟ǏǭǋǦǒƳ 

 

ɵ ˲ǓᾜǞǮȉ ȑǦǤǍǲǞǦȐƲ

ș ǢǱǓȐƲǑǋǞǋȢɟɶȶǓ

ǖȏǍǲ ǮǔȒ ↓ǲ ș ǞƲ̟

ǏǭǋȒƳ 

Ů 

˗ǵỒȅȑȋ ˓ǲǫǋǭƲ ǵ˲

ǮǶ ǠȒǚǯǓ ǞǋḹֻǓǉȒǵ

ǮƲ ўǱ ǘȋ ᾚǓὕ ǜȓǭǋ

ǦǒƳ 

 

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ 

ɵ ˗ǵ ỒǲǫǋǭǶƲ Ǯ Ǟǭ

ȉȐǍȏȑƲЕ̱ ǲȷɕɶɱȋ ș ǲ

ȉǪǭȉȐǪǭǋȒƳ 

ɵקᶪǵ˲ǦǨǓ ȀǭǋȒǯǚȔș ό

ǞǭȉȐǋƲ ȉ ȀȅǞȎǍǯǋǍȏ

ǍǱ ᶪ ǮᾚЊș ȆǭǋȒƳ 

ɵ Ҙ ֝Ǔ ǱḹֻǲǶƲ˺ ҞǞǭ

ʴǒȐǛ ǲ╠ǔ ǕƲ ὃȑǞǱǓ

ȐƲ ὓ ǮɐɱɆș ǞǦȑ˺Ҟș

ǪǭǋȒƳ 

 

 

ɵ ǵ˲ǓᵗǽǚǯƲἋǓȒǚǯƲǮǔȒǚǯƲǮǔǱǋǚǯǱǰșӦѝǲ Ǟǭ

˗ǵ˺Ҟș ǪǦǒș ͔ǠȒ ǮǠƳ ˗ǶƲ˲ ǲǯǪǭẎǔǱᵗǺǮǉȑ

ǞȆǱ ǮǠǓƲ ǵ˲ǲǶƲ ₡Ǳ ˗Ҳ̸ȋ ҲǓ ǫǚǯǶᾜǱǖǉȑ

ȅǢȚƳǚȓǶƲẎўǱ ǮǉȒǓ ǲƲדǍȏǍǲǮǔǱǒǪǦȑƲ ǒǲ ǜ

ȓǦ ș ⱣǠȒǦȈǵ ǮǉȒǯ ǏȐȓǭǋȅǠƳ 

ɵ ǵ˲ǶƲἳ ȋ Ǔ ǒǮǱǖƲ ǋɵлǦǋǱǰǵӢѩȋѨ Ʋ ѩ

ǱǰǓᶩ ǯǱȑȅǠǓƲ ǓǮǔǱǋȖǘǮǶǉȑȅǢȚƳǞǦǓǪǭƲǰǍǞǦ

ȐȏǋǵǒƲ ǋǓ ǟȒȏǍǱКὦș ᵂǠȒǚǯǶƲ ˲ș ˍǜǢǱǋǦȈǲȉ

ǘǦ Ǔȏǋǯ ǏȐȓǭǋȅǠƳ 

ɵ ͈ǏǷƲ ˗ǿǵ ᾚǲ ǞǭƼ˹ Ƕ ѝǰǍǮǠǒƽǯ̦ǍȏȑȉƲЕ̱ ǲƼ˹

Ƕ ǓǋǋǮǠǴƳϷ ǮǠǴƽǱǰǯṶǒǘǞƲ֚ꜘșȆǭ̱ ȋ ѝș Ǡ

Ȓ Ǔ ȅǞǋǯǋǏȅǠƳ 

ɵȅǦ Ƕ ǟǭȉƲǚȓǓ ǮǉȒǯǋǍ Ǔ ǞǋḹֻȉǉȑȅǠƳЕ̱

ǲƼ˹ƲǛ ȀǦǋ  ȀǦǖǱǋ ƽǯǋǪǦṶǒǘȋƲ˗ѼǲẺǔǱ ș

ǞǭǑǔƼƦƦǜȚƲɍɱɎɶȮ ȀǦǋ  ẺǔǱȚǧȏǴƳ˹ ǵǑ Ʋ ȀȐ

ȓȒȏƲ ǞȆǧǴƽǱǰǯǋǍṶǒǘǲᾍǞƲǤǵ֚ꜘș ǠȒǯǋǪǦ ȆǓǱ

ǜȓǭǋȒǒșƲ ͔ǲ Ǟǭ ǞȅǠƳ 

ɵ ǵ˲ǓὄⱲǞǭ ˗ǮǔȒ ṑǯǶƲ̀ ǒȐ ǜȓǱǋǚǯƲ ˲ǵדǍ
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ȑǲǮǔȒǚǯƲ̀ ǒȐ ѝǵדǋȋ șבὑǜȓǱǋǚǯǱǰǓǉǙȐȓȅǠ   

ǓƲ ǲǑǋǭǶƲ ḫǮ ȀȒǚǯƲ ᶧǮʝ ǲ ȀȒǚǯƲ ѝǵẺȆǵ

˗ǮǶǱǖ ȈȐȓǦ ˗ǮǉȒǚǯǱǰƲ ǵ˲ǲǯǪǭǶƲȷɆɪȷǯǱȒ

ṑǯǱǪǭǋȅǠƳ 

ǵ˲Ǔ ˗ǲ ǞǭƼǋȋƽǯבὑȋ șǞǦḹֻǲǶƲȅǡʴב ǵ ș

ǏƲѫ ǯ ȆșВ ǞǭǋȒǚǯș̟ǏƲѫ șὄⱲǜǢȒǚǯǓⱳ ǮǠƳ

ᶧǮǵ ˗Ǔʥ֯ ǯǱǪǦḹֻǶƲΉѩǲᾍꜘș ǏȒǚǯǓⱳ ǯǱȑȅǠƳ

͔ ȠȹɁȳɶ ǶƲ˺ ͔ ǓǚȓȐǵᾍꜘǓ ǲǮǔǦǒș ͔Ǟ

ȅǠƳ 

ɵȅǦʝ ǮƲ ǵ˲Ƕ ˗ǵ ǮǉȒǚǯǓǯȖǒǪǭȉƲ ʴǮ̲ǒșדǋї

ǞǭǤȓǲ șǯȐȓǭǞȅǪǦȑƲ Ǳǰǲ ǖǚǯǯҴ ǋșǞǭǞȅǪǦȑƲ

֒ǵ ǯʥ Ǳ ὕǯǓ ᷀ǠȒǚǯǓᾜǱǖǉȑȅǢȚƳ 

ǚǵǦȈƲ ǵ˲ǲᾍǞǭǶƲѝǒȑ ǋṶǒǘȋʝ ǲ ҲǠȒǯǋǪǦ˺

ǵ ͑ș ǞǭƲ ׄș ǠȒǚǯǓⱳ ǮǠƳ 

Е̱ ǲǶƲƼƦƦǜȚƲʝ ǲ ḫǲ ǔȅǞȎǍƳȉǍ ǵ ᾶǵơơǜȚǶ ḫ

ǲ ǔȅǞǦȏɵɵƲƦƦǜȚș♅ǪǭǋȒȏǍǮǠȏɵɵƽǯǋǪǦṶǒǘșǞǱǓ

ȐƲѫ ǵҲ̸ȋ֚ꜘƲ ǱǰǒṞ̏ ș ǞǦ♥ǲƲ ḫǿ ҲǠȒ ׄǓǉ

Ȓǚǯș ǞǭǋȒǒșѫ Ǔ ˗ǵḹ ǲ ǔǦǓȐǱǋ ǲǶƲ ˲ǵ ׄș

ᵂǋƲƼǑ Ǔ ǋǭǋǭȉ ǔǦǖǱǋǵǒƲ ˗ ̱ș ǞǭǋȒǵǒƽƲǤǵԍב

ᶦș ǮǔȒȏǍǲҟȈǭǋǦǒș ǠȒǚǯǓⱳ ǮǠƳ 

ǔǦǖǱǋǯǵ Ǔד ǮǉǪǦḹֻǲǶƲ͈ǏǷƲƼƦƦǜȚƲ˹ Ƕ ȑǮǚ

ǚǮ ȀȒ ƽǯ ׄ ș ǋƲɗɁɆȳȢɇǮǵ ֝ș ǠȒǚǯȉǉȑȅǠƳ

ɗɁɆȳȢɇǮǵ ֝Ǔʥ֯ ǱḹֻǲǶƲ șǑǋǭ ᾜǞ̜ȚǮȉȐǋ ƲП↓

˗ǵḹ ǿǵ ᾚș ǍǚǯȉǉȑȅǠƳǚȓǶƲ ǵ˲ǶƲᾜǞ̜ȇǚǯǮ Ǩ

ǋǭ ₡ǵ ǲ Ȓǚǯȉẉǖ ȈȐȓȒǒȐǮǠƳ 

ɵ ˗ǵ ǵ ǵ ͑ ǲǑǋǭƲ ˗ǵ ↓ȋ ὡϊׄǲȏȑƲЋǭʱȀǦ Ǔǋ

ǋḹֻǯƲ ȀȒȉǵǧǘ ǵѼǲ ǖ ǓǋǋḹֻƲ ʴǮ ׄșẀǏȒⱳ ǓǉȒ

ḹֻ Ǔ ǏȐȓȅǠƳǤȓȐș ǞǭƲ ӱș ρǞ ͑ǞǭǋȒǚǯƲ ˲ǵ↔

ₐǶᾱⱲ᷂ǵǋǋḹ ǒǰǍǒƲ̎ǵǋǋ ˲ǯǵ̬ ͜ǲ ǞǦǒǱǰƲ ˗ș

Л ǲǠǠȈǭǋǖǦȈǵ ρǶ ǲ ǮǠƳ 

ɵ ǵ˲ǶƲ ǵѼǵȉǵǓ Ȁ ǒǰǍǒƲ ѝǵ ˗ǱǵǒƲ Ǔ ѝǵǦȈǲ

̸ǪǭǖȓǦǵǒƲǯǋǪǦКὦș ǮǔǱǋḹֻǓǉȑȅǠƳȅǦ Ǔ̲ș

ǠȉǵǱǵǒș ǠȒǚǯȉ ǞǋǚǯǓᾜǱǖǉȑȅǢȚƳ 

ǚǵǦȈƲ ș ǢƲ ǠȒ ǲǶƲƼ ǱǑ ǧǪǭƲȩɂȨǵȽȽȫǪǭ

ǋǭǉȒǘǰƲ ȀǦǚǯǉȒ ƽƲƼǯǪǭȉǑǋǞǋȚǧǪǭƽƲƼƦƦǜȚƲẺǔ

ǮǠǒ ƽƲƼ˹ ǵẅ Ʋ ǞȆǧǴƽǯǋǪǦȱɝɣɉȯɶȵɥɱǓǮǔǭǋȒǒș
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ǠȒⱳ ǓǉȑȅǠƳ 

ɵ ˗ș ʴǮȋȈǦḹֻǲǶƲǤǵԍᶦș ǞǭƲ̱ ǵלẀȋ֥Кǵ ωǮǱǋḹ

ֻǲǶƲƼƦƦǜȚǲ ȀǭȉȐǋǦǋǯדǪǭƲ Ǯʝ ᴁǫǖǪǦǵȏƽƼ˲֓Ƕ

̱ǲ ǋȚǧǪǭƽƼơơǜȚȉƲ ȀǭǋȒȏƳƦƦǜȚǶǰǍǠȒ ƽǯǋǪǦṶǒ

ǘǓǜȓǭǋȒǒȋȅǧ ǓǉȒǒȐƲ ȉ ̟ǍǒȐƲƦƦǜȚ ȀȒ ƽƲƼƦƦ

ǜȚǶ Ȇ ȆǓʣ ǧǴƽǱǰṶǒǘȋ˺ҞșǞǱǓȐƲ ș ȆǦǒș ͔Ǟȅ

ǠƳ 

ɵ ˗Ǔ ˓ǞǭȉƲȅǧ Ȁ ǘȒǒƲ Ȁ ǓǱǖǱǪǭȉƲ ˗ǵḹ ǒȐҲǚǍ

ǯǞǱǋḹֻǶƲǤǚǲǋǦǋ ș ǞȅǠƳǚǵḹֻƲ ǒ̝ǋǦǋ˲Ǔ Ȓḹ

ǯדǋ ȚǮǋȒǒƲ ὁǯ ǏǭǞȅǪǭǋȒǱǰƲ ƵǱȯɶȷș ὑǠȒǚ

ǯǓǮǔȒǒǓ ǯǱȑȅǠƳ 

ǚǵȏǍǱḹֻǮǶƲḨ ǲǶᾜǞ șǑǔƲ ▌ǋǢǡǲƲ ș ǠȒǚ

ǯǮƲ ˲ǲ ♬Ǟǭ ˗ǵ ˓șǞǭǋȒǒșƲȠȹɁȳɶǶ ǞȅǠƳ 

ɵǋǒǱȒ ǲǑǋǭȉƲ ǵ˲ǵ ׄșƲ˺ ζǵ ֻǮ ǞǦȑבὑǞǦȑ

ǞǱǋǚǯǓƲᾗԝǉȒ˺ ǵḨ ǮǠƳǚǵѼ ǯǱȒǵǶƲ˗ ɵ КǮ

ǵ˲ǲ ǜȓǦḹֻǵᾍꜘșӦѝǲב ǞֻǪǭƲ›ẑș ǏǑǖǯǋǍǚǯǮǉȑƲ

ǚȓȐǵᾍꜘǓɜɉɣȠɩǯǞǭ ρǜȓǭǋȒǚǯȉ ǮǠƳ 

ɵ ǵ˲ǶƲ ѝǵɘɶȷǮקᶪǓҲǋǭǖȓǱǋǚǯǲ ș ǭȒǚǯǓǉȑƲ˺

ζǶƲ Ǎ˗ș ǋǭǖȓǱǋǦȈǲƲӦѝǱ˺ ǓǮǔǱǋǯ ǏȒǯǋǍ Ǔ

ǚȑȋǠǋȉǵǮǠƳǚǵǦȈƲ˺ Ƕ ǵ˲ǵ ׄșϮϼǞǱǓȐƲ ўǱ

˺ ǯǱȒȏǍǲʹ ǠȒǯǋǍ›ẑǓ ȈȐȓȅǠƳ 

ɵǚǍǋǪǦᶩ Ǳ ǲᾍꜘǠȒǦȈǲᾐ ǵר ǋ˺ Ǔ ȈȐȓǭǋȅǠƳǞ

ǦǓǪǭȠȹɁȳɶǶƲ ǵ˲Ǔ ͔ ǵ˺ ș ǞǦḹֻǶƲǯǖǲב Ǡ

ȒǧǘǮǱǖƲ ͔ ǲᾍǞǭƲƼǰǍǞǭѫ Ǔ ǞǦǵǒƽǵב ȋƲȅǦƲ

ǚǵ ʹǜȓǦǦȈǲב șǞǱǘȓǷǱȐǱǒǪǦ˺ ǵ ǵ ǲǫǋǭƲ

ɐȠɨɱȮ ǮǜȐǲ ǠȒǚǯǓ ȈȐȓȅǠƳ 
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˺Ҟ  

ǵ ρƲ ᾚƲ ǵ˺Ҟ 

ǵὑ  

ɵ ǵ˲ǵ ὡ ⱪȋ ɵͬ Ǳǰǲ ǞǭƲ ˲ǵ ǲ ֻǞǦ

ǲȏǪǭƲּצ ȋʥὄș ǒǡǲƲᾗԝǲ ǞǦ ˺ҞǓὕ ǜȓȒǚǯș Ǡ

ȒƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū ū ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ  

Ŭ  ɜɉɣȠɩ ǵ   3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒר ǵѨὑḨ  

Ū 

ǵȳȢɱș ǲ ǞƲ ǵ

ὡ ⱪǲֻȖǢǦɆȢɪ ᾚș Ǫǭ

ǋǦǒƳ 

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ 

ɵֺ ˲ǵ ὡ ǲֻȖǢǦר Ҳ Ǯǵ

˺Ҟș ǪǭǋȒƳ 

ɵɆȢɪ ᾚǶ ǵ̵ șȆǭƲǉȖǭ

ǜǢǱǋȏǍƲὑ ǲ ᾚǓǱǜȓǭǋ

ȒƳ 

ɵ Ǔ ǞǭǋȒ Ʋѫ ǲ

șǒǘǱǋȏǍƲ ȋǒǲ ᾚǞǭǋȒƳ 

ū 

ǱɆȢɪǮǵ ȋ

ɪɎɶ ǵ̓ Ʋ ̱Ҳ̸ǯ͛ᶅǵ ͜

Ǳǰ șȷɞɶȸǲ ǏȒȏǍƲᾗԝǲ

ǞǱǓȐƲṶǒǘȋ˺ҞșǞǭǋǦ

ǒƳ 

 

 

 

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ 

ɵɆȢɪǵ ǲǤǪǭƲЕ̱ ǲ ǵ

ȋҲ̸ǲǫǋǭɐɱɆșʦǏƲⱳ ǲ

ꜘǟǭṶǒǘȋ˺Ҟș ǪǭǋȒƳ 

ɵ ʴǮҲ̸șʴ ǞǦȑƲ șʴ

ǞǦȑǞǱǋȏǍƲⱳ ǲꜘǟǭƲɆȢ

ɪКǲ ȅȑƲ ˲ǓʥὄǲǱȐǱǋȏǍ

Ṷ ǘȋ˺ҞșƲ ˲ǵἋǓȐǱǋ Ǯ

ᾗԝǲ Ǟǭ ǪǭǋȒƳ 

Ŭ 

˲ǵ ὡ ȋר ṑǲ ǞǦ

ǵ Ǯ ˺Ҟș ǪǭǋǦǒƳ 

 

 

 

 

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ 

ɵ Ǯ ȋ ҘƲ ǱҲ̸ǱǰƲ

̱ Ҳ ǲ ὡș ǏȒḹֻǲǶƲ Ώ

Ǳǰǲ ǞǭƲ ζȋ ὡǵǉȒ ѝ

ǲ ș Ǫǭ˺ҞǞǭǋȒƳ 
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ɵ ȋ Ǳǰș ǏȒ˲ǮǶƲɆ

Ȣɪ ᾚǲ ș ǠȒǵǮƲǑȇǫȋɨ

ɍɑɨɏɱɂƲ ɆȢɪǱǰș̓ ǠȒ

ǚǯȉ꜠ ǲƲ ˲ǵ ׄșϮϼǞǫǫƲ

ǵ ș ǞǭǋȒƳ 

ɵ ǲқǏƲ ȋ Ҙɵ ҘṶ̌ʤ

ǞǭǋȒ˲ǵḹֻǲǶƲɆȢɪ ᾚǵ

șὑ ǲ ǋƲȍǯȑș Ǫǭ˺ҞǞǭ

ǋȒƳ 

 

ɵ ǵ˲ǶƲ Ћ̱ǲʥὄ ș ǔȋǠǖƲ ̱ǲ ǟȒʥꜝ ǵȂǒǲƲ

ǲׄǘǦὕ ǵ ǓדǍȏǍǲ ǮǔǱǋǚǯƲɆȢɪǵḹ ǓȖǒȐǱǋ

ǚǯƲɆȢɪș ǭȉƲ ѝǵ ǖ ǵɆȢɪǵȢɟɶȶǯ ǱǪǦȑǞǭƲǰǍǞ

ǭ ǞǦȐǋǋǒȖǒȐǱǋǱǰƲẉǖǵ ǵẀӓȋ ὡǱǰǲȏǪ

ǭƲ ǲẕ ǠȒǚǯǓᾜǱǖǉȑȅǢȚƳȅǦƲɆȢɪȅǮ ǖǚǯǓǮǔ

ǭȉƲǤǵȅȅ șǞǱǋǮ ᾶǲ Ǫǭẕ ǠȒǚǯȉǉȑȅǠƳ 

ɵ ǦǯǏƲ Ǔ ǞǦǚǯǶƲ ǲȖǒǪǭǋǭȉƲ Ǔ ֒ǵ ș

ǒȑǲ ǞǏǱǋ ǯǱǪǭǋȒǦȈƲ ўǲҲ̸ș Ȇ ǭȐȓǱǋǯǋ

ǍǚǯǓǑǔȅǠƳǞǒȉ șʝ˲ǮǮǔǱǋǚǯǶƲ ǵ˲ǲǯǪǭẎǔǖ

ɕɧȢɇș ǴȒǯǜȓȒǚǯǒȐƲɆȢɪКǲ ș ǱǰǮ Ǟǭ ǪǭǑǋǦ

ȑƲ ȖǱǖǭ ȇȏǍǲƲӭ ϼǵ˺ҞșǜȑǙǱǖƲѫ ǲ ǜǢǱǋȏǍ

˺ҞǠȒǵǓҧ ǮǉȑƲǤǵ ǮǶƲʝὑװ ǲɆȢɪ ᾚȋ˺Ҟș Ǎǯ

ǋǪǦ ȉ ҧǯ ǏȐȓȅǠƳ 

ɵ ǚǵȏǍǲ ǵ˲ǲǯǪǭǶƲ Ǳ Ǔ ǟǭǋȒǲȉ ȖȐǡƲы Ǡ

Ȓ ǭǓ ǒǷǱǋǚǯǓẎǔǱȷɆɪȷǯǱȑƲẕ Ǟǭȉ ̟ǪǭȉȐǍǚǯ

ǲǶ Ǔ▌ǋǚǯǓẉǖǉȑȅǠƳǚǵǦȈƲѫ Ǔⱳ ǯǞǭǋȒ˺ șƲǜ

ȑǙǱǖɕɧȢɇșωǫǘǱǋȏǍ ǞǭƲ ȏǖǮǔǱǋ ѝș˺ҞǠȒ

Ǔ ȈȐȓȅǠƳ 
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˺Ҟ 

ǲ ǠȒȱɝɣɉȯɶȵɥɱ 

ǵὑ  

ɵ ǵ˲Ǔ Ǡ ǵ ǵ ȋ˿ ș ǜǡǲᾍꜘǞƲ ȖǪǭǋȒǒș

ǠȒƳ 

ɵȅǦƲ όǲȏȑ ǵ ș ǞƲʝὑǵ ǲɆȢɪ ᾚǠȒǚǯȉҧ

ǮƲ ˲ǲʦǏȒȷɆɪȷȉᾜǱǖƲᾗԝǲ ǞǦὕ ǯǜȓȒǵǮƲǚǵȏǍ

Ǳὕ ǓǱǜȓǭǋȒǒ ǠȒƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū ū ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ  

Ŭ  ɜɉɣȠɩ ǵ   3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒḹֻǵѨὑḨר  

Ū 

˲ǵ ǲ Ǡ ȋ˿ ș Ǟ

ǞǭǋǦǒƳ 

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ 

ɵ ǵ˲ǶƲ ș ǞǦȑ ǏǦ

ȑ ǲǯǰȈȒǚǯǓ ǮǉȒǚǯ

ș ǞǭǋȒƳ 

ɵ ˲ǵ ǵȳȢɱș ǖǦȈǲƲǚ

ȓȐ ȋ˿ șѨѩǞǭǋȒƳ 

ū 

șʥὄǲדȖǱǋȏǍǲƲǠǗɆȢ

ɪǲ ᾚǠȒǚǯș ǞǭὄⱲǞǭȉ

ȐǍǯֿ ǲ ӴǱ˿ ѼșᴀȚǧ׀

ȑƲ ș ǪǦȑǱǰ șǠȒǚǯș͝

ǞǭǋǦǒƳ 

ɵ ȑǵȳȢɱș ǪǭǚǱǖǭȉƲ

ὑ ǲ ȋ˿ ș όǞǭǋȒǱǰƲ

ǵϺΒș ǜǱǋȏǍҟȈǭǋȒƳ 

Ŭ 

♥ǵ♥Ồ ǲ ǲᾍꜘǮǔƲѫ

ǵᾗԝǲ ǞǭǋǦǒƳ 

̊ʤǵ ǫș ǦǞǭǋȒǚǯǓⱳ Ƴ 

ɵ ǲẕ ǞǦ ǲƲ̀ ǲ ȐȓǱǋ

ȏǍƲ ǲᾍꜘǞƲל ˲ǲǶὄⱲǠȒȏ

ǍṶǒǘǠȒǯǯȉǲƲ Ǐǵ˺Ҟș

ǪǭǋȒƳ 

ɵẕ șקᶪǲ ȐȓǭǞȅǪǦḹֻǲ

ǶƲѫ ǵᾗԝșὃȒ șї ǭǋȒ

ѫ ǵᵂ ǮǶǱǋǚǯș̀ ȋ

˲ǲȆǢȒ›ẑșǞǭǋȒ Ƴ 
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ɵ ǵ˲ǶƲǯǪǜǵѨ ǲḨǬǋǭƲʝὑǵ șὕ ǠȒǚǯǓᶩ ǮǠƳ 

ȅǦ ș Ǟ ǲǯǰȈȒǚǯȉ ǞǋǦȈƲ˺ ǲǶ ǵȳȢɱș˿

ȋ ǒȐ Ȇ֝Ȓ Ǔⱳ ǲǱȑȅǠƳ 

ɵ ѫ ǓƼ⸗ȓǭȉƲǮǔǱǖǭȉƲȖǒȐǱǖǭȉὄⱲƽǯǋǍⱲṑǲǠȒǦȈǲǶƲ

ǵ ș ǞƲʝὑǵ ǵɆȢɪ ᾚǓẕ ȉᾜǱǖƲȷɆɪȷȉᾜǱǋǯ

ǏȐȓǭǋȅǠƳʝὑ ǲɆȢɪ ᾚǠȒǯǋǍ Ǔὑ ǠȒǯƲ ǲɆȢ

ɪ ᾚǵ ǓȖǒȑƲ♅ǫǚǯǓǮǔȒȏǍǲǱȑȅǠƳǚȓǲȏǪǭƲʥὄș ǒ

ǡƲ ǖȉǱǖƲὄⱲǞǭὄЋǲ ǠȒǚǯǓ֯ ǲǱȑȅǠƳ 

ɵ ʝ ǵ Ǔ ˓ǮǔǦḹֻǶƲ ˲Ǔ ǞǭǋȒǚǯș ǞǭƲ ̬ș͝ǞƲ

ǵ șṶ ǘǞǱǓȐƲ ˲ǓʥὄǲǱȐǱǋȏǍƲⱳ ǲꜘǟǭ˺ҞȉǞǖǶ

ὃȑǞǭǋǦǒș ǞȅǠƳ 

ɵ ͔ ǶƲ ᾮǓ ˓ǞǭƲ ˲Ǔ ǨʣǓǪǦ Ʋ ͛ǵ ȉ ǞƲȉǞ ͛   

ǵϺΒș ȈȒḹֻǲǶƲ ˲ǲ̟ǏƲП↓͛↔ǲ ǒǘǭȉȐǍȏǍ͝ǠǯǋǪǦǚ

ǯǓ ȈȐȓȅǠƳǜȐǲǶʥὄǲǱȐǱǋȏǍƲƼ͛ǓїǭȏǒǪǦǴƳǞǪǒȑїǤ

ǍǴƽǯṶǒǘǞƲƼ˹ ǶǗǪǠȑ ȓȒǴƽǱǰƲ ǋ șȢɟɶȶǮǔȒȏǍǱ

Ṷǒǘș ǋƲ ͛ǵ ǜȋʥὄșᴇȐǙȒ›ẑșǠȒǚǯȉⱳ ǮǠƳ 

ɵ ˺ҞǶƲᾗԝͪ ǵ ȉ Ǟǋ ҞǮǠƳ ǵ˲ǲǯǪǭǶƲǑȇǫȋɨɍɏ

ɱș ǞǭȉƲɆȢɪǮ ǓǮǔǭǋȒǚǯǓ ǮƲ ˲ǵ ׄș֞ǘЊȓǱǓ

ȐƲẕ ș ȑ ǜǱǋ ׄǲʹ ǞǭǋǖǦȈǵ˺ ǵ ͑ǵ ș ͔ǞȅǠƳ 

ɵ ǯǖǲ ǵ˲Ǔẕ ǞǦ ǵᾍꜘǶƲ ǯǱȑȅǠƳǮǔȒǧǘẕ Ǔ̀ ǲ

ȐȓǱǋȏǍ›ẑǠȒǚǯǓ ȈȐȓƲ͈ǏǷƲẕ ǵԍᶦǶ˺ ζǲȉǉǪǦȏǍ

ǲ ǠȒ Ƽ ǓǨȎǪǯƲ¥¥ǜȚǵЊ Ǯ Ǔ ǢǱǒǪǦǵǮƲƦƦǜȚǲǶƲ

♅ǦǢǭǞȅǪǭ ►ǲ Ǟ ǱǋƽǱǰ ǠȒ ș ǞǭƲ ǵ˲ ˲ǵ

ᾗԝșὃȑƲקᶪǲȉƼ˿ ǱǒǪǦƽǚǯǮǉȒǯǞǦȑƲ˗ ɵ КǲǑǋǭƲ

ǜȐǲ ǋ ș›ẑ ǞƲ˺ ș ǋǭǋǖǚǯǓ ȅȓȅǠƳ 
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Ҳ 

Ҳǵ ρǯ˔ף 

ǵὑ  

ǵ˲ǵї Ȓ˗ƲᵗǽǚǯƲἋǓȒǚǯǱǰș όǞ ǠȒǚǯǲȏȑƲ ₡

ǵ Ҳǿǵ ș ȈȒ ș ǪǭǋȒǚǯș ǠȒƳ 

͔                          ͔ᾍ ǯǱȒɪɗɩ 

Ū Ŭ ⱳ ǲꜘǟǭ ͔ ǿǵɐȠɨɱȮ   3ɵ4  

Ѩ Ḩ  

 ȿȥɁȭ  Ѩ ǲ Ǎ֯ ǵǉȒר ǵѨὑḨ  

Ū 

Ҳǵ ρǲƲ ˲ǲȉқȖǪǭȉȐ

ǋƲǮǔȒǚǯș ̟ǪǭȉȐǍǚǯ

ș ǞǭƲǚȓǒȐ ǍКὦǲǫǋǭƲ

ǞȆș ǋǭȉȐǏȒ›ẑșǞǭǋ

ǦǒƳ 

̊ʤǵ 3 ǫǵǋǡȓǒș ǦǠǚǯǓⱳ Ƴ 

ɵ˔ὑ ȋȩɪɱȾɶǱǰǲ Ҳǵ ȋḹ

Ǔ ǜȓǭǋȒǚǯșѝǒȑ ǖ̟ǏǭǋȒƳ 

ɵƼƦƦșȆǦǚǯǉȑȅǠǒƳƽƼȋǪǦǚǯǉ

ȑȅǠǒƽǱǰƲ ˲Ǔ ⱲșȉǭȒȏǍǱṶ

ǒǘșǞǦʣǮƲǤǵ֚ꜘș όǞǭǋȒƳ 

ɵǔȓǋǱ ȋ ǋ◐ǱǰƲЕ̱ ǲƲ Ǧ

ȑ ǪǦȑǞǭȉȐǋƲǤǵ֚ꜘș όǞƲ

Ҳǵ Ồǲׄǘǭ șǹǔǧǞǭǋȒƳ 

ū 

Ћǭǵ ȋ Ʋ Ʋ Ʋ

װ Ǳǰ ș Ǟǭ Ҳǲ͜ȖȒ Ḹ

ș ǠȏǍ›ẑǞǭǋǦǒƳ 

̊ʤǵ ǫș ǦǠǚǯǓⱳ Ƴ 

ɵ Ǔ ǞȋǠǋ ȏȑǶ

ǵ Ǔ ǞȋǠǋǱǰ ǲǫǋǭǵ Ǟ

ǭǋȒƳ 

ɵ Ǔ ǞȋǠǋ ǲ ǠȒ ș

ǒǞǦ Ҳș ǪǭǋȒƳ 

Ŭ

 

  

Ҳ֓қǵ ș╠ǔїǠǦȈǲƲ

˲ǵ ׄȋ ˲ǵ☻Ҋș ȚǮȉȐǏ

ȒǦȈǵ›ẑșǞǭǋǦǒƳ 

̊ʤǵ ǫș ǦǠǚǯǓⱳ Ƴ 

ɵṶǒǘǧǘǮǱǖƲȶȥȷȿɡɶȋ Ǳǰ

ș˧ǏȒǱǰƲѫ ǲǯǪǭҧ Ǳ̟

ș ǋǭǋȒƳ 

˺ Ƕ ˲ǲ șǜǢǱǋȏǍ̱ ș

ǞǫǫƲ Ҳǵ֓қș ǲǱȒȏǍǲϐǔ

ǒǘșǞǭǋȒƳ 
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ɵ ǵ˲ǲǑǘȒ ǵ ǲǫǋǭƲ˺ ᾐ Ƕʝὑǵ Ǔⱳ ǮǠƳ̲ǯ

ǒҟҘǠȓǷƼ ǨǶ ǟȒƽǯǋǍǚǯǲǶǋǒǱǋǚǯș ǠȒǚǯǓẎўǮ

ǠƳ ǵ˲ǶƲ ǲ ѝǵ ὡș ȐȓǱǋȏǍ Ȓ ǋƲẕ ǠȒǚǯǓẉǖƲ

ǮǉȒǯǋǍ șȉǦǱǋ˲ȉᾜǱǖǉȑȅǢȚƳ 

ǚǵǦȈѫ ȉ►˗ ȉὤ ȉƼ̲ǯǒǱȒƽƼȋȓǷǮǔȒƽǯǋǍדǋǓ▌ǖǱ

ȒϊׄǓǉȑƲǚǵǚǯǓѫ ǵ ǲᾍǞǭǶƲȏǖǱǋ◙ șʦǏȒǚǯȉ

ǉȑȅǠƳ 

ɵ Ḩ ǲǶƲǮǔǱǋǚǯș▌ ǠȒȏȑƲβ∆ǮǉȒ ѝǲ ͬșȉǫǚǯȋƲǮǔ

Ǳǋζ șꜘ ǠȒ ǨǮ ǠȒ˺ Ǔ ǯ ǏȐȓǭǋȅǠƳ 

ἧ͑ ǋǜȓǦȑƲʞᾁǠǕǦȑǠȒǚǯǶƲɎȩǲǜȓǦǯ ǞȋǠǋϊׄǓǉ

ȒǚǯǒȐƲ ǵ˲ǿǵ ǶǜȑǙǱǖƲẕ ǵ șǮǔȒǧǘᾜǱǖǠȒǚ

ǯȋ ͬșẕȖǢǱǋȏǍǲ ǠȒǚǯǓ ȈȐȓǭǋȅǠƳ 

ɵ ǞǦǓǪǭƲ ǵ˲ǵ ș ȈȒ Ҳș ǠȒ ǲǶƲ♬ Ǳ ѝǓ ǒǜȓ

ȒǒƲẺǔǱ˲ǯʝ ǲǋȐȓȒǒƲ ѝǓ ǮǉȒǚǯș ǞǱǖǭǠȇɕɫȮ

ɧɞș ǠȒǚǯǓ ǯǜȓǭǋȅǠƳ 

ǵ˲Ƕ ƵǱ ὡș ǪǭǑȑƲ ǨȋҟҘǧǘǮ Ǩ ȓȒ ǮǶǱǋ

ǚǯș Ȓǯֿ ǲƲǮǔǱǋǚǯș▌ ǠȒȏȑƲї Ȓǚǯș ǫǘǭ ͬșȉǪ

ǭ ǔƲǮǔǱǋ ѝș ǠȒǯǋǍỡһǓẎўǮǠƳ 

ɵ ʝ ǲƲ Ҳ ȠȭɄȢɑȡɄȡ ǶƲɪȭɨȦɶȵɥɱǯֿ ǲƲ ǵ˲ǲǯǪ

ǭǶ Ǟǋ ǮǠƳἶ ǠȒǚǯƲ ǠȒǚǯƲ ǠȒǚǯƲѨ Ǟǭ ὑǠȒ

ǚǯǱǰƲǰǵɕɫȹȷșǯǪǭȉᶩ Ǳ̸ ǮǠǓƲ ǵ˲ǲǯǪǭƲ ǒǓ̎

ǯǞǭ ȈǭǖȓȒǚǯǶƲϷ Ǳ ǵ ѝșדǋїǠǯǋǪǦẉ Ǳҧ ȉǉȑƲ

ק ǵ ᴇǲ ǱɕɫȮɧɞǯǜȓǭǔȅǞǦƳ 

ǞǒǞƲ ʴǮ ȓǓǮǭƲ׃ǔ ǓǞǦȑƲȢɧȢɧǞǦȑƲȖǘǓȖǒȐǱǖǱ

ǪǦȑƲ̱ǓǍȅǖҲǒǢǱǖǱȒȏǍǲ ǟǦȑƲ ǓїǲǖǖǱǪǦȑǠȒǚǯ

ȉẉǋǦȈƲ˺ ǶǚǍǋǪǦ ǵ˲ǵ șר ǞƲɓȧɫɶǞ ǘȒǚǯǓ

ǲǱȑȅǠƳ 

ɵ ǵ˲ǵ Ҳǿǵ֓қǶƲ ♥Ǯǜȑ Ǳǖ ǲֻȖǢǭɓȧɫɶǠȒǚǯșѼ

ǲƲ Ҳǵ֓қșҿȈȒǚǯǓⱳ ǮǠƳȅǦ♥ ǲ◙ ǓǮǱǋȏǍǱɕɫȮɧɞ

ǵ֓қș ǠȒǚǯȋƲ֓қ♥ǵѫ ǵ Ǔ ǮǔǭǋȒǒȉƲȠȹɁȳɶǶ

ֻȖǢǭ ǠȒⱳ ǓǉȑȅǠƳ 
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 介護のキャリア段位制度の特徴は、「見える化」された技術評価という新たな軸が中核にあること

といえる。これは、知識と実践スキルのレベルを示す基準であるのと同時に、専門職としての介護

職がレベルを上げていくためのキャリアステップを明確に提示したものといえる。また、この仕組み

がユニークな点は、従来のどちらかといえば、個々の技術の質的向上という観点ではなく、技術の

種類が量的に増加していくという点に注目していることにある。 

つまり、レベル２−１から、４へとレベルアップしていくためには、「基本的技術評価」「利用者視点

での評価」「地域包括ケアシステム＆リーダーシップ」というように、「できる」技術を増やしていく必

要があるということである。この仕組みが成立しているのは、あるレベルの職員ができることと、より上

位のレベルの職員のほうが、多くの技術を完全に遂行できているという前提があるからといえる。 

キャリア段位で評価すべきとされた介護技術について、本当に介護職員ができていたかというデ

ータを基礎として、必ず通過しなければならない食事・入浴・排泄という介護技術を「見える化」した

ことは、これまでにない試みであった。 

レベルごとに、技術の種類を増やすという組み立て方が採用され、２−１は、通過率が高い食事・

入浴・排泄という基本的な介護技術の取得ができていることを示すものとして構築し、２−２は、それ

に加えて突発的な対応の一部ができることを示した。さらに、４のレベルでは、それらのすべての技

術ができることが求められるというように技術の種類が増えることが明確に示されている。 

本検討で行った認知症の人に対する介護技術は、３、４のレベルに位置付けられるものとした。

これは、認知症の人に対しては、獲得した基本介護技術の応用が求められると考えたからである。 

たとえば、排泄の場面において、認知症の人が失敗した時の対応として、できるだけ失敗が他

者に知られないよう、工夫することがなぜ必要なのか、このことを被評価者が理解し、適切な対応が

とれるかということは、認知症の人の尊厳を守るという観点からとくに重要な点と言える。 

認知症の人にとっては、他者から邪魔されないこと、本人の思う通りにできること、他者から自分

の思いや行為を否定されないことが生活を安心して送るための条件となるが、病院や施設での生

活は、集団行動ができねばならず、他者との関係性を保持していかねばならないというように、スト

レスとなる環境となっている。 

このため先に述べた排泄の失敗を他者に知られることは、どうして失敗したかも自ら理解できず、

説明もできないという状況となっている認知症を患った利用者に対して、介護者が、疾病による症

状を理解し、しかも失敗の原因は介護者側にあったという対応をとり、利用者を安心させられること

ができたとすれば、より専門性が高い介護技術が提供されたと判断できると考えたのである。認知

症の人にとって必要とされる介護技術は、一様ではないことや、尊厳を守るという、一層、難しい観

点からの技術提供が求められることになる。 

今回、抽出された介護技術は、現場から収集されたデータを分析することによって、統計的に抽

出されたものであるが、これらの介護技術が、場面に応じて、提供され、さらなる工夫がされることで、

より洗練された介護キャリア段位の評価項目となると期待している。 
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Ⅱ．介護技術評価項目のデータ分析による順序性の検証 

 

 

平成 24 年度より開始された介護プロフェッショナル・キャリア段位制度（以下介護キャリア段位

制度という）において、介護技術評価を実施する評価者（アセッサー、以下アセッサーという）の養

成については、平成 27 年 12 月現在、累計にて約 12,000名となっており、評価を受ける介護職

員として被評価者を選定し、評価を開始したとする評価開始登録数については累計約9,000名と

なっている。一方で評価を完了し、レベル認定を取得した介護職員数については約 1,000 名に

留まっているところである。 

 

平成 27年 12月現在の評価開始登録月ごとの認定状況は以下のとおりである。 

    

25  

4  2 0 0% 

5  34 6 18% 

6  12 5 42% 

7  3 2 67% 

8  4 0 0% 

9  6 1 17% 

10  1 1 100% 

11  52 16 31% 

12  295 98 33% 

1  1,957 349 18% 

2  86 10 12% 

3  25 3 12% 

26  

4  13 3 23% 

5  28 4 14% 

6  28 14 50% 

7  38 15 39% 

8  17 9 53% 

9  13 3 23% 

10  187 53 28% 

11  2,642 317 12% 

12  1,054 60 6% 

1  80 6 8% 

2  103 10 10% 
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介護キャリア段位制度では標準評価期間を3 か月としていることから、平成27年度 10月～12

月を除くと、評価開始登録に対する認定者数の割合（認定率）は14％、同様に評価期間を６か月

とした場合における認定率は14％、評価期間の最長期間である1 年を評価期間とした場合でも

認定率は 15％となっている。 

 

      

 1,043  7,659  14  

 1,025  7,418  14  

  969  6,497  15  

 

また、平成27 年 12 月現在、レベル認定となった評価の評価期間の平均は以下のとおりであ

る。 

 

 

 

 

 

介護キャリア段位制度において、標準評価期間を3か月で設定しているが、現状においては7

か月を要している状況である。 

3  474 12 3% 

27  

4  70 11 16% 

5  82 5 6% 

6  112 12 11% 

7  59 7 12% 

8  90 4 4% 

9  92 7 8% 

10  65 1 2% 

11  330 0 0% 

12  939 0 0% 

 8,993 1,044 12% 

 

     

7.1  6.7  7.2  7.5  7.4  
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 （※ 評価期間には、アセッサーによる評価結果の記載が含まれることに留意が必要。） 

 

これらの状況により、当研究においては、介護キャリア段位制度における介護技術評価結果デ

ータ並びに、介護キャリア段位制度における評価実施条件を一部変更して評価を実施した検証

データの 2 種のデータを活用し、評価の順序性分析を実施することにより、対象となる評価項目

の抽出並びに要因分析を行い、内部評価の取り組み効率化に向けてどのような方法があるか検

討することを目的として実施した。 

 

 

データの分析においては以下の各視点及び内容で分析を行うこととした。 

 

①介護キャリア段位制度においてレベル認定となった評価データ 

 1,138 

  

 

 

 

  

 

 

 

②評価期間を１週間に限定し、評価対象とする被評価者については限定しない（介護キャリア

段位制度においては被評価者を１名選定することとしている）こととした検証内部評価データ 

 e   e  

 

 27 12 25   28 1 12  

 27 306  

 81 26.5  
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①介護キャリア段位制度においてレベル認定となった評価データ（平成28年 2 月 5 日現在） 

 

１） 評価開始から初回チェックまでに要した日数比較 

【全  体】 n＝1,138  

【入居系】 n＝715 （入居系・・・特養、老健、療養型医療、特定施設、グループホーム） 

【通所系】 n＝202 （通所系・・・通所、通所リハ、認知症対応型通所） 

【訪問系】 n＝142 （訪問系・・・訪問介護、訪問入浴） 

 

  

n=1,138 n=715 n=202 n=142

90.6 88.9 86.0 98.4

90.6 88.9 86.1 98.4

92.4 91.4 88.4 97.0

91.6 90.9 86.8 96.3

93.6 93.2 87.9 97.9

92.0 91.3 88.0 96.2

91.7 91.1 86.5 97.0

93.0 91.5 86.8 102.5

93.7 92.5 87.8 102.8

95.4 95.2 92.0 106.8

92.5 91.1 87.0 102.2

116.5 114.6 122.5 109.7

116.5 114.7 122.5 109.7

116.7 114.6 122.5 109.7

92.6 87.4 94.9 104.7

96.6 90.5 100.4 113.6

93.5 88.5 95.5 104.9

92.6 87.4 94.5 104.9

92.7 87.5 95.4 104.8

92.7 87.5 95.4 104.8

93.3 87.8 95.9 107.2

93.6 88.2 96.3 107.1

93.4 87.7 96.5 107.1

94.4 89.3 96.4 107.3

94.2 88.6 98.2 107.1

97.5 92.1 100.6 108.2

98.6 93.6 98.8 111.5

99.2 93.1 107.5 109.7

96.4 90.4 99.6 110.6

93.5 90.6 93.0 103.8

93.4 90.1 93.0 103.8

93.4 90.2 92.9 103.8

95.6 92.7 94.7 105.9

95.4 92.5 94.7 105.9

95.5 92.5 94.3 105.6

95.9 93.1 94.8 105.9

100.3 96.8 100.6 107.4

95.5 92.6 94.7 105.8

97.4 93.7 104.4 101.9

97.5 93.5 105.5 101.9

97.3 93.5 104.4 101.7

102.9 98.1 112.2 103.9
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98.5 94.2 102.3 104.6

100.0 96.0 104.6 106.4

100.2 96.5 100.8 107.8

98.9 94.9 101.3 106.4

101.9 97.6 101.0 114.5

102.3 98.4 100.8 112.9

102.2 98.3 100.4 112.7

98.7 89.3 151.7 47.6

101.4 95.6 105.8 114.4

101.5 95.8 105.6 114.2

101.2 95.4 105.6 114.2

101.2 95.3 105.6 114.2

93.1 81.8 124.2 94.6

114.5 113.7 102.6 121.3

114.4 114.0 101.1 121.3

114.5 113.7 102.6 121.3

100.7 96.7 104.0 107.7

101.8 98.1 104.3 105.4

101.2 97.2 104.8 107.5

101.3 97.2 104.4 107.7

126.1 125.5 124.4 126.4

126.1 125.5 124.5 126.8

125.9 125.7 123.4 125.2

132.1 129.7 134.1 132.9

131.7 128.8 135.1 132.9

132.3 129.9 134.1 132.9

132.2 129.7 134.8 132.9

126.2 129.2 119.6 115.6

126.3 129.2 119.6 115.6

126.2 129.2 119.6 115.5

126.4 129.2 120.4 115.9

135.7 135.2 142.2 121.7

136.5 136.2 143.5 121.7

136.8 136.1 146.5 120.7

134.5 133.1 134.8 131.2

136.4 132.2 138.3 145.0

137.9 134.6 138.3 141.1

137.2 133.7 138.3 141.2

138.3 134.4 138.5 145.7

131.8 131.3 136.4 123.7

133.1 132.4 135.5 124.2

133.1 132.9 134.3 122.5

135.7 135.8 133.2 128.7

138.2 138.8 135.2 135.0

135.5 135.7 133.7 136.0

142.4 142.4 133.5 157.5

142.5 142.7 132.4 157.5

142.5 142.6 132.4 158.6

141.0 139.9 127.3 165.8

141.1 140.0 127.3 165.8

140.9 139.7 127.5 166.7

143.4 142.7 128.9 167.3

146.4 146.1 138.1 156.6

148.0 148.6 138.0 155.1

149.5 149.6 138.4 162.6

149.2 149.0 138.7 163.6

153.5 152.9 152.2 164.5

154.0 153.8 149.8 165.8

154.2 153.7 152.8 165.4
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118.0 116.3 124.9 110.9

119.1 117.9 124.1 111.1

120.1 117.6 128.4 116.7

120.6 118.8 127.7 114.6

136.1 135.4 138.4 115.8

136.4 135.7 137.5 115.9

128.3 129.0 126.5 118.6

128.4 132.3 119.3 111.5

131.4 135.4 121.4 113.6

132.0 131.8 133.4 131.4

131.8 130.5 125.9 134.6

132.9 132.2 124.3 133.9

135.9 134.8 127.5 140.5

133.2 131.5 128.7 141.8

137.7 136.4 131.1 143.4

146.1 142.0 154.3 147.3

146.2 141.7 154.5 150.2

148.0 143.4 157.9 151.1

129.0 125.4 202.0 196.5

134.5 131.5 202.0 188.5

143.4 139.5 162.5 134.6

143.7 139.8 163.6 134.8

143.6 140.2 160.5 134.6

149.4 146.9 167.1 132.2

148.8 146.2 163.5 135.6

149.7 148.2 165.3 132.2

161.5 159.8 208.9 135.5

164.0 161.5 208.9 145.1

163.2 160.0 210.7 145.1

169.4 167.0 219.7 140.2

170.9 168.1 212.3 146.5

166.5 165.6 210.2 131.2

167.7 166.5 211.1 133.9

169.2 165.7 227.3 134.0

174.3 172.0 217.0 137.7

159.7 153.7 184.9 170.7

161.5 155.6 184.6 178.8

163.1 157.9 184.6 178.3

164.5 159.5 184.6 179.9

163.5 158.8 186.8 173.6

156.6 147.5 178.6 180.6

162.0 158.9 174.7 170.3

161.8 159.3 157.7 179.3

161.0 157.3 178.6 166.7

162.7 158.7 171.4 178.2

162.0 151.5 205.2 180.4

165.2 155.6 208.6 180.2
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【全体】 評価開始日からのチェック所要日数一覧（小項目単位） 

n＝1,138 

  

90.6

92.2

93.7

116.6

93.4

93.8

97.9

93.4

96.4

98.8

99.4

102.1

101.3

114.5

101.3

126.0

132.1

126.3

136.3

136.9

134.6

142.5

141.6

148.2

153.9

119.5

136.2

129.4

133.1

135.5

146.8

131.8

143.5

149.3

162.9

170.1

167.1

171.8

162.5

160.8

163.6

0.0 50.0 100.0 150.0
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【入居系】 評価開始日からのチェック所要日数一覧（小項目単位） 

n＝715 

  

88.9

91.6

92.6

114.6

88.2

88.3

92.3

90.3

93.4

94.7

95.4

98.1

95.5

113.8

97.3

125.5

129.5

129.2

135.8

133.6

134.5

142.5

140.6

148.3

153.5

117.7

135.6

132.3

132.3

133.9

142.3

128.4

139.8

147.1

160.4

167.6

166.1

168.9

157.1

156.3

153.6

0.0 50.0 100.0 150.0
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【通所系】 評価開始日からのチェック所要日数一覧（小項目単位） 

n＝202 

  

86.0

87.5

88.4

122.5

96.0

96.6

101.6

92.9

95.6

106.6

102.2

100.7

105.7

102.1

104.4

124.1

134.5

119.8

144.0

137.6

134.7

132.8

127.8

138.3

151.6

126.3

138.0

122.4

127.8

129.9

155.6

202.0

162.2

165.3

209.5

216.0

210.6

222.2

185.1

172.2

206.9

0.0 50.0 100.0 150.0
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【訪問系】 評価開始日からのチェック所要日数一覧（小項目単位） 

n＝142 

  

98.4

96.9

102.5

109.7

106.3

107.2

110.0

103.8

106.1

102.4

106.3

113.4

114.2

121.3

107.0

126.1

132.9

115.7

121.4

140.8

128.4

157.8

166.4

159.5

165.2

113.3

115.8

114.6

135.1

142.6

149.5

192.5

134.7

133.4

141.9

143.4

132.5

135.9

176.3

175.0

180.3

0.0 50.0 100.0 150.0
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２） 評価項目における「Ｂ」評価（できる場合とできない場合がある）比較 

（「Ｂ」評価・・・できる場合とできない場合があり、指導を要する（実施させればできるが、日常的

には実施していない場合を含む）） 

※ Ⅰ．基本介護技術 １．入浴介助 ～ ４．移乗・移動・体位変換以外における「B」評価につ

いては皆無であったことから、上記項目のみ掲載する。 

  

n=1,138 n=715 n=202 n=142

0 0 0 0

0 0 0 0

24 18 3 2

12 8 2 2

5 0 4 1

7 3 2 1

12 8 3 0

27 19 4 3

2 1 1 0

2 2 0 0

17 15 1 0

4 3 1 0

6 4 2 0

4 3 0 0

1 0 1 0

5 1 3 1

21 16 0 4

0 0 0 0

5 2 1 0

13 9 4 0

22 16 3 1

26 23 2 1

3 2 1 0

5 5 0 0

5 4 0 0

3 3 0 0

9 5 2 2

4 2 2 0

27 20 4 2

21 17 2 2

3 2 1 0

2 2 0 0

12 7 3 2

7 6 1 0

6 5 0 1

13 10 2 0

4 2 1 0

44 34 6 2

25 22 2 0

4 4 0 0

18 16 1 0

2 2 0 0

15 12 2 1

9 5 1 3

7 5 2 0

3 1 1 1

76 53 13 2

4 2 1 0

2 1 0 1

2 2 0 0

50 34 8 3

19 13 3 1

3 3 0 0

4 2 0 1

0 0 0 0

3 2 1 0

20 11 6 0

0 0 0 0

7 7 0 0

6 4 1 0

11 8 2 1

2 0 0 1
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【全体】 グラフ表記による「Ｂ」評価比較 

n＝1,138 

  

0

0

24

12

5

7

12

27

2

2

17

4

6

4

1

5

21

0

5

13

22

26

3

5

5

3

9

4

27

21

3

2

12

7

6

13

4

44

25

4

18

2

15

9

7

3

76

4

2

2

50

19

3

4

0

3

20

0

7

6

11

2

0 1020304050607080

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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３） 評価において評価対象外としていた数 

以下の評価項目については、一定条件をもとに小項目評価の要件としないこととしている。 

中項目 チェック項目 対象外要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ч)

 

ш  
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小項目評価の要件としなかった（評価対象外）一覧 

 

全体 n＝1,138 

訪問介護等 n＝142 

特養・老健・GH 以外 n＝416 

レベル４ n＝174）

 

   

142 113 80%

1,138 1,004 88%

1,138 1,067 94%

416 305 73%

416 305 73%

174 50 29%

0%25%50%75%100%

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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４） 評価完了時アンケートにおいて判断に迷ったと回答した数（平成28年 2 月 5 日現在） 

【全  体】 n＝1,963  

【入居系】 n＝1,282 （入居系・・・特養、老健、療養型医療、特定施設、グループホーム） 

【通所系】 n＝352 （通所系・・・通所、通所リハ、認知症対応型通所） 

【訪問系】 n＝218 （訪問系・・・訪問介護、訪問入浴）

 

  

n=1,963 n=1,282 n=352 n=218

25 17 3 4

9 5 0 4

26 11 11 1

7 1 2 4

10 6 1 2

4 2 1 1

3 0 2 1

18 10 3 4

12 9 1 2

18 11 3 3

12 11 0 0

55 24 20 7

4 3 1 0

25 12 9 3

6 3 0 1

22 8 6 7

15 9 0 5

3 2 1 0

0 0 0 0

3 1 2 0

11 5 4 2

14 8 2 2

3 0 3 0

5 4 0 1

7 6 1 0

5 3 2 0

12 3 1 7

17 8 8 1

8 3 1 4

15 10 0 4

3 2 1 0

10 8 1 1

1 0 1 0

14 10 2 2

3 2 1 0

3 3 0 0

5 3 1 0

1 1 0 0

14 9 4 1

3 2 1 0

6 2 2 1

10 3 5 1
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3 3 0 0

22 17 3 1

7 6 1 0

7 7 0 0

10 6 2 2

32 23 5 3

7 6 0 1

10 9 0 1

7 5 2 0

17 14 3 0

13 5 4 2

3 3 0 0

6 5 0 0

46 37 6 1

33 28 1 1

5 3 2 0

4 1 2 1

9 6 2 1

9 5 3 1

3 1 1 1

15 13 0 1

30 19 4 5

4 2 2 0

13 10 2 0

15 10 1 2

4 2 0 2

3 2 1 0

6 5 1 0

5 3 1 1

3 1 1 1

3 2 1 0

28 18 6 2

12 11 1 0

31 21 4 1

55 49 0 3

5 5 0 0

15 12 2 0

17 11 2 1

3 2 0 0

7 4 0 2

3 2 0 1

5 4 1 0

8 4 3 0

17 9 4 2

2 2 0 0

15 11 1 2

7 6 0 1

7 5 0 1

15 9 4 0

4 4 0 0

24 22 1 1

22 19 2 1

2 1 1 0

1 1 0 0

10 8 0 0

3 3 0 0

3 2 0 0

3 3 0 0

5 5 0 0
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14 10 3 1

4 3 0 1

15 9 2 4

5 3 2 0

72 48 14 7

33 24 4 3

6 5 1 0

0 0 0 0

0 0 0 0

32 16 11 3

2 1 1 0

9 8 0 1

0 0 0 0

4 2 2 0

54 42 6 4

56 27 20 7

9 7 0 2

5 2 1 2

10 6 4 0

10 8 2 0

59 36 16 5

9 4 3 2

5 4 1 0

20 12 6 1

6 3 3 0

3 2 1 0

52 46 1 4

3 3 0 0

6 5 0 0

16 12 3 1

12 12 0 0

17 14 2 1

4 3 0 1

16 14 0 2

16 15 0 1

5 5 0 0

2 2 0 0

2 0 1 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1 0 0

2 1 1 0

1 0 0 1

0 0 0 0

2 2 0 0

15 10 1 2

8 7 1 0
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５） 評価開始から３か月経過時点アンケートにおける評価事例発生状況（平成28 年 2 月 5 日

現在） 

 

 ₒ ⌐ ≢⅝╢ₓ 

 

ₒ ◔▪ₓ 

 

 

ₒ ◔▪ₓ 

 

 

（※ 「感染症発生時に対応できる」「終末期ケア」（平成26 度までは「地域包括ケア」も対象）に

ついては6か月程度の評価期間をとってもケアを行う機会がなく評価ができなかった場合は、そ

の旨のチェックを行い、実施機関に提出することとしている。また、実施状況を見て、こうした場

合のレベル認定の在り方を検討することとしている。） 

 

  

n=1,007 n=587 n=208 n=128

690 384 159 92

68.5% 65.4% 76.4% 71.9%

n=817 n=499 n=156 n=103

614 345 134 83

75.2% 69.1% 85.9% 80.6%

n=673 n=396 n=135 n=87

574 350 112 65

85.3% 88.4% 83.0% 74.7%
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６） 評価開始から６か月経過時点アンケートにおける評価事例発生状況（平成28 年 2 月 5 日

現在） 

 

 ₒ ⌐ ⅜≢⅝╢ₓ 

 

 

 ₒ ◔▪ₓ 

 

 

 ₒ ◔▪ₓ 

 

 

（※ 「感染症発生時に対応できる」「終末期ケア」については6 か月程度の評価期間をとっても

ケアを行う機会がなく評価ができなかった場合は、その旨のチェックを行い、実施機関に提出

することとしている。また、実施状況を見て、こうした場合のレベル認定の在り方を検討することと

している。） 

 

 

 

 

  

n=1,284 n=893 n=186 n=115

345 245 43 37

26.9% 27.4% 23.1% 32.2%

n=861 n=616 n=110 n=80

276 193 31 34

32.1% 31.3% 28.2% 42.5%

n=471 n=322 n=66 n=43

244 180 21 22

51.8% 55.9% 31.8% 51.2%
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②評価期間を１週間に限定し、評価対象とする被評価者については限定しないこととした検証内

部評価データ 

 

１） 評価開始からチェックまでに要した日数比較 

【全  体】 n＝81  

【入居系】 n＝54 （入居系・・・特養、老健、療養型医療、特定施設、グループホーム） 

【通所系】 n＝13 （通所系・・・通所、通所リハ、認知症対応型通所） 

【訪問系】 n＝4  （訪問系・・・訪問介護、訪問入浴） 

 

 

n=81 n=54 n=13 n=4

2.3 2.6 2.2 2.8

2.2 2.6 1.8 2.8

2.4 2.8 2.0 3.7

2.3 2.6 2.0 2.8

2.5 2.9 2.3 2.5

2.5 2.9 2.2 2.5

2.3 2.7 1.9 2.5

2.5 2.7 2.4 2.5

2.7 2.9 2.1 2.5

2.4 2.5 1.3 3.0

3.0 3.5 2.5 2.5

3.4 4.8 0.5 4.0

3.4 4.8 0.5 4.0

3.4 4.8 0.5 4.0

2.6 2.4 2.5 1.5

2.5 2.6 2.5 1.5

2.7 2.4 2.9 1.5

2.5 2.4 2.5 1.5

2.5 2.4 2.2 1.5

2.5 2.4 2.5 1.5

2.6 2.3 3.2 1.5

2.6 2.4 3.2 1.5

2.6 2.4 3.3 1.5

2.8 2.5 3.4 1.5

2.5 2.4 3.1 1.5

3.0 2.9 2.8 1.5

3.0 3.3 1.9 1.5

2.5 3.3 0.6 1.5

2.7 2.8 1.8 1.5

2.9 2.7 2.5 3.3

2.9 2.8 2.7 3.3

2.9 2.8 2.7 3.7

2.9 2.7 3.0 2.3

2.9 2.7 2.9 2.3

3.0 2.7 2.9 2.3

2.9 2.6 2.9 2.3

3.0 2.7 3.0 2.3

3.0 2.6 3.1 2.3

2.9 2.7 3.3 2.3

2.8 2.8 2.9 2.3

2.8 2.8 2.9 2.3

2.8 2.7 3.2 2.3

3.4 3.4 3.4 3.5

3.2 3.5 3.4 3.5

3.4 3.5 3.1 3.5

3.2 3.6 3.1 3.5

3.5 3.8 2.7 2.5

3.6 3.8 3.1 3.0

3.6 3.7 2.8 3.0

4.0 5.2 1.0

3.4 3.9 2.4 4.3

3.5 3.8 3.1 4.7

3.4 3.9 2.4 4.7

3.4 3.9 2.4 4.7

3.4 4.8 1.0

3.6 3.5 3.2 5.0

3.6 3.5 3.4 5.0

3.6 3.5 3.2 5.0

3.6 4.2 2.4 2.0

3.7 4.2 2.6 2.0

3.7 4.1 2.7 1.7

3.7 4.2 2.7 2.0
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【全体】 グラフ表記による評価開始からチェックまでに要した日数比較 

  

2.3

2.2

2.4

2.3

2.5

2.5

2.3

2.5

2.7

2.4

3.0

3.4

3.4

3.4

2.6

2.5

2.7

2.5

2.5

2.5

2.6

2.6

2.6

2.8

2.5

3.0

3.0

2.5

2.7

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

3.0

2.9

3.0

3.0

2.9

2.8

2.8

2.8

3.4

3.2

3.4

3.2

3.5

3.6

3.6

4.0

3.4

3.5

3.4

3.4

3.4

3.6

3.6

3.6

3.6

3.7

3.7

3.7

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -

Ⅰ- - -
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【全体】 評価開始からチェックまでに要した日数（小項目単位） 

n＝81 

 

 

【入居系】 評価開始からチェックまでに要した日数（小項目単位） 

n＝54 
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【通所系】 評価開始からチェックまでに要した日数（小項目単位） 

n＝13 

 

 

【訪問系】 評価開始からチェックまでに要した日数（小項目単位） 

n＝4 
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２） 一週間評価における評価結果 

 

【全体】 一週間評価における評価結果 

n＝81 

 

ề

ṕ Ṗ

ú

ṕ Ṗ
(

)

75 5 1

76 3 2

58 17 6

74 6 1

78 0 3

70 10 1

71 9 1

67 13 1

71 3 7

56 2 22

63 15 3

32 0 49

30 2 49

29 3 49

76 2 3

67 0 14

62 16 3

77 2 2

73 6 2

72 7 2

57 22 2

42 33 6

74 4 3

65 11 5

77 2 2

72 1 8

63 2 16

55 2 24

54 20 7

70 11 0

77 4 0

75 4 2

68 8 5

72 4 5

71 4 6

66 10 5

71 5 5

39 37 5

61 12 8

71 1 9

70 2 9

69 4 8

69 10 2

71 6 4

66 9 6

72 7 2

41 35 5

65 10 6

67 5 8

6 3 72

42 31 8

64 7 10

69 4 8

69 4 8

13 1 67

54 3 24

36 17 28

57 0 24

66 5 10

53 12 16

60 7 14

67 3 11
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【入居系】 一週間評価における評価結果 

n＝54 

 

  

ề

ṕ Ṗ

ú

ṕ Ṗ
(

)

50 3 1

50 2 2

39 11 4

48 5 1

52 0 2

47 6 1

47 6 1

43 10 1

46 4 4

40 2 12

42 11 1

21 0 33

19 2 33

17 4 33

53 1 0

49 0 5

40 14 0

53 1 0

50 4 0

49 5 0

37 17 0

26 26 2

51 2 1

46 7 1

54 0 0

49 2 3

45 2 7

40 1 13

39 13 2

45 9 0

52 2 0

48 5 1

45 6 3

49 2 3

47 4 3

42 9 3

49 3 2

25 26 3

40 11 3

51 0 3

49 2 3

49 2 3

48 5 1

50 4 0

42 7 5

49 5 0

23 27 4

44 6 4

45 3 5

5 3 46

29 23 2

45 7 2

49 3 2

49 3 2

8 2 44

31 3 20

25 7 22

34 0 20

45 5 4

33 12 9

41 5 8

48 2 4
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【通所系】 一週間評価における評価結果 

n＝13 

  

ề

ṕ Ṗ

ú

ṕ Ṗ
(

)

12 1 0

13 0 0

10 1 2

13 0 0

13 0 0

12 1 0

12 1 0

12 1 0

11 0 2

9 0 4

10 2 1

3 0 10

3 0 10

3 0 10

13 0 0

11 0 2

10 2 1

12 1 0

12 1 0

12 1 0

10 3 0

8 4 1

12 1 0

11 2 0

11 2 0

11 0 2

9 0 4

7 0 6

6 4 3

12 1 0

12 1 0

13 0 0

11 1 1

12 0 1

12 0 1

12 0 1

10 2 1

6 6 1

11 0 2

10 0 3

10 0 3

9 2 2

10 2 1

10 1 2

9 3 1

11 1 1

9 4 0

9 3 1

10 2 1

0 1 12

6 4 3

8 0 5

9 1 3

10 0 3

1 0 12

12 0 1

6 5 2

12 0 1

9 0 4

9 0 4

8 1 4

9 0 4
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【訪問系】 一週間評価における評価結果 

n＝4 

  

ề

ṕ Ṗ

ú

ṕ Ṗ
(

)

4 0 0

4 0 0

4 0 0

3 1 0

3 0 1

3 1 0

3 1 0

3 1 0

4 0 0

1 0 3

4 0 0

3 0 1

3 0 1

3 0 1

2 0 2

2 0 2

2 0 2

2 0 2

2 0 2

2 0 2

2 0 2

2 0 2

1 1 2

2 0 2

2 0 2

2 0 2

2 0 2

2 0 2

2 0 2

4 0 0

4 0 0

3 0 1

3 0 1

3 0 1

3 0 1

2 1 1

2 0 2

2 1 1

3 0 1

3 0 1

3 0 1

3 0 1

4 0 0

3 1 0

4 0 0

3 1 0

2 2 0

4 0 0

4 0 0

0 0 4

2 1 1

3 0 1

3 0 1

3 0 1

2 0 2

3 0 1

1 2 1

3 0 1

3 0 1

3 0 1

3 0 1

3 0 1
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３） 一週間評価における評価日一覧 

 

【全体】 一週間評価における評価日一覧 

n＝81 

  

0 1 2 3 4 5 6 7

32 9 4 12 9 6 2 3

32 9 4 12 10 6 1 3

27 8 7 12 10 5 1 3

30 9 7 12 9 6 1 3

25 9 8 13 9 7 2 3

27 8 8 13 9 6 3 3

29 9 8 12 9 6 1 3

27 8 8 12 9 6 3 4

27 5 6 13 7 6 5 4

20 11 1 11 9 4 2 2

23 8 7 14 11 6 2 4

8 4 3 2 3 5 6 2

8 4 3 2 3 5 6 2

8 4 3 2 3 5 6 2

20 10 12 11 9 8 4 1

19 10 12 10 5 6 6 1

20 10 12 10 6 10 5 1

22 10 12 11 7 7 5 1

22 11 12 11 6 7 5 1

22 10 12 11 7 7 5 1

21 9 13 11 7 8 5 1

21 9 12 11 7 6 6 1

21 10 11 11 7 6 7 1

17 10 14 12 7 8 5 2

20 11 13 10 7 7 5 1

12 12 9 11 13 3 8 2

10 12 10 9 12 2 8 2

15 13 8 4 7 2 4 2

16 14 9 8 11 4 6 2

17 10 12 14 9 5 7 2

17 10 11 14 9 5 8 2

16 10 11 13 8 6 8 2

15 9 12 12 8 8 5 2

15 9 12 12 9 6 6 2

15 9 9 13 10 6 7 2

15 9 12 12 8 6 6 2

15 9 10 13 9 8 6 2

15 9 11 12 10 6 6 2

16 8 9 10 12 6 6 3

16 8 9 10 12 6 5 3

16 8 9 10 12 6 5 3

16 8 9 11 12 7 4 3

15 6 8 11 13 10 9 3

17 6 7 11 12 10 9 2

12 7 8 11 13 11 7 4

15 7 8 12 13 10 9 2

14 7 6 11 13 6 9 4

12 7 5 11 14 6 9 4

12 7 6 11 13 6 9 4

4 2 1 4 7 4 4 1

19 5 3 11 12 6 7 4

18 5 2 11 12 6 8 3

19 5 3 11 12 6 7 3

19 5 3 11 12 6 6 4

5 3 3 5 5 1 4 2

11 6 6 8 5 6 9 4

10 5 6 8 5 6 8 4

11 6 6 8 5 6 9 4

14 8 9 5 10 7 7 3

11 9 11 5 11 7 6 4

12 7 9 5 12 7 7 3

14 8 8 4 13 7 7 4



 

138 

 

 

【全体】 一週間評価における評価日一覧（小項目単位） 

n＝81 

  

0 1 2 3 4 5 6 7

64 18 8 24 19 12 3 6

138 43 38 62 46 30 8 15

97 32 22 50 36 22 12 14

24 12 9 6 9 15 18 6

125 61 72 64 40 45 30 6

100 49 63 55 35 35 28 6

53 51 36 32 43 11 26 8

50 30 34 41 26 16 23 6

90 54 66 74 54 40 36 12

64 32 36 41 48 25 20 12

59 26 31 45 51 41 34 11

42 23 18 37 47 22 31 13

80 23 14 49 53 25 32 16

32 17 18 24 15 18 26 12

51 32 37 19 46 28 27 14
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【全体】  グラフ表記による一週間評価における評価日比較 

 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7

40% 11% 5% 15% 12% 8% 2% 4%

35% 11% 10% 16% 12% 8% 2% 4%

33% 11% 7% 17% 12% 7% 4% 5%

23% 11% 9% 6% 9% 14% 17% 6%

27% 13% 16% 14% 9% 10% 7% 1%

26% 13% 16% 14% 9% 9% 7% 2%

20% 19% 13% 12% 16% 4% 10% 3%

21% 13% 14% 17% 11% 7% 10% 3%

20% 12% 15% 16% 12% 9% 8% 3%

22% 11% 13% 14% 17% 9% 7% 4%

19% 8% 10% 15% 17% 13% 11% 4%

17% 9% 7% 15% 19% 9% 12% 5%

25% 7% 4% 15% 17% 8% 10% 5%

18% 10% 10% 14% 9% 10% 15% 7%

18% 12% 13% 7% 17% 10% 10% 5%

0%
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0%
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0 1 2 3 4 5 6 7

0%

20%

40%

0 1 2 3 4 5 6 7

0%
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 Ⅰ．基本介護技術のうち １．入浴介助 ～ ４．移乗・移動・体位変換の小項目について評価

開始からのチェック所要日数から評価の順序性を表すと以下のとおりとなった。 

  

 ▲・・・項目表記順と比較して順序が３以上 上がったもの 

 ▼・・・項目表記順と比較して順序が３以上 下がったもの 

      

1      

2      

3 
 

  
 

 

4     
 

5  
 

 
 

 

6     
 

7  
  

  

8   
  

 

9 
 

    

10      

11   
 

  

12 
  

   

13 
     

14     
 

15      
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Ⅰ．基本介護技術のうち １．入浴介助 ～ ４．移乗・移動・体位変換の小項目について評価

開始からのチェック所要日数から評価の順序性を表すと以下のとおりとなった。 

  

 ▲・・・項目表記順と比較して順序が３以上 上がったもの 

 ▼・・・項目表記順と比較して順序が３以上 下がったもの 

   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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 レベル認定となった評価データの順序性検証並びに評価期間を１週間に限定し、評価対象とす

る被評価者については限定しないこととした評価データの順序性検証において、概ね、評価票に

記載されている評価項目の順番通りに評価を実施していることが明示された。 

一方、基本介護術のうち「清拭介助」「杖歩行介助」については対象となる利用者・サービスの発

生頻度が少なく、多くのサービス種別において他の評価項目と比較して順序性に相違が見られ

た。 

 

【全体】 レベル認定となった評価データの順序性 

 

 

【全体】 評価期間を１週間に限定した評価データの順序性 
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サービス種別による順序性の差異については、例えば清拭について、通所系では発生頻度が

低いが訪問系は高い、杖歩行介助については通所系では発生頻度が高いが訪問系は低いことが

明示された。 

 

 

また、「感染症発生時に対応ができる」「終末期ケア」「地域包括ケアシステム」については評価

開始から３か月、６か月経過においていずれにおいても発生頻度が低いことが明示された。 

 

  評価開始から３か月経過時点 

 

 ₒ ⌐ ≢⅝╢ₓ 

 

ₒ ◔▪ₓ 

 

 

ₒ ◔▪ₓ 

 

 

  

n=1,138 n=715 n=202 n=142

116.5 114.6 122.5 109.7

116.5 114.7 122.5 109.7

116.7 114.6 122.5 109.7

114.5 113.7 102.6 121.3

114.4 114.0 101.1 121.3

114.5 113.7 102.6 121.3

n=1,007 n=587 n=208 n=128

690 384 159 92

68.5% 65.4% 76.4% 71.9%

n=817 n=499 n=156 n=103

614 345 134 83

75.2% 69.1% 85.9% 80.6%

n=673 n=396 n=135 n=87

574 350 112 65

85.3% 88.4% 83.0% 74.7%
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  評価開始から６か月経過時点 

 

 ₒ ⌐ ⅜≢⅝╢ₓ 

 

 

 ₒ ◔▪ₓ 

 

 

 ₒ ◔▪ₓ 

 

 

 これらのケアの発生頻度が低いことにより、評価完了までに時間を要していることも想定される。 

 また、事業所としての取り組みとして、例えば終末期ケアを行っていない、地域包括ケアシステム

の構築に注力してあいないといった同じサービス内においても事業所での取り組みの相違がある

ことから、これらを一括して評価完了させるためにはどうしても時間を要してしまうことが言える。 

 

現在の介護キャリア段位制度において小項目単位の認定としてユニット単位の認定を実施して

いるところであるが、このユニット単位の認定について 

・被評価者の休職・産休・一時離職といった理由等により、評価の継続が困難な場合に行う。 

・ユニット単位の認定後については継続して評価を行うことはできず、また、ユニット単位の認定を

積み上げてレベル認定とすることはできない。 

こととなっている。 

  

n=1,284 n=893 n=186 n=115

345 245 43 37

26.9% 27.4% 23.1% 32.2%

n=861 n=616 n=110 n=80

276 193 31 34

32.1% 31.3% 28.2% 42.5%

n=471 n=322 n=66 n=43

244 180 21 22

51.8% 55.9% 31.8% 51.2%
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  そこで、これらの分析結果をもとに、ユニット認定申請を活用することでより効率的な評価が実施

できるよう、以下のとおりユニット単位の認定スキームを提案する。 

 

【 提 案 】 中項目単位の認定について 

現行の小項目単位の認定（ユニット単位の認定）から中項目単位の認定に変更し、それぞれに

ついて認定を実施することを提案する。なお、評価期間については期間を限定することなく、被評

価者のキャリアパスに応じて評価できるようにすることも合わせて提案する。 

また、中項目単位の認定を実施するにあたり、評価の順序性検証から次の通りのユニットとする

ことを提案する。 

 

中項目一覧（案） 
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なお、現状においては、レベル認定を受けた介護職員の介護スキルの証明は「レベル２①」「レ

ベル３」といった提示であり、介護キャリア段位制度のスキルレベルに応じた評価項目が認知され

ない限り、介護サービスを利用する利用者やその家族にとって、担当の介護職員がどのような介護

スキルを習得しているのか理解すること困難であると考えられる。 

そこで、介護サービスを利用する利用者やその家族が利用している「介護サービス情報公表」に

おいて、現在、介護キャリア段位制度に関する公表項目としてアセッサー数、レベル認定者数とさ

れているが、レベル認定者数のところを当該中項目の認定者数、例えば入浴介助の認定者数、食

事介助の認定者数等とし、公表項目の運営状況⇒「サービスの質の確保への取り組み」に表記す

るとともに、従業者の詳細⇒「従業者の情報」についても表記することで、その事業所における介護

職員がどのような介護スキルを習得しているのか理解を容易にし、利用者や家族が安心してサー

ビスを利用する為の指標、延いてはサービスを選択する際の指標として活用することも考えられる

ところである。 
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一週間限定による順序性の検証により、被評価者を特定しないで評価を実施した場合、基本介

護技術においては、概ね評価開始から数日で評価できることが明らかとなった。 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

40% 11% 5% 15% 12% 8% 2% 4%

35% 11% 10% 16% 12% 8% 2% 4%

33% 11% 7% 17% 12% 7% 4% 5%

23% 11% 9% 6% 9% 14% 17% 6%

27% 13% 16% 14% 9% 10% 7% 1%

26% 13% 16% 14% 9% 9% 7% 2%

20% 19% 13% 12% 16% 4% 10% 3%

21% 13% 14% 17% 11% 7% 10% 3%

20% 12% 15% 16% 12% 9% 8% 3%

22% 11% 13% 14% 17% 9% 7% 4%

19% 8% 10% 15% 17% 13% 11% 4%

17% 9% 7% 15% 19% 9% 12% 5%

25% 7% 4% 15% 17% 8% 10% 5%

18% 10% 10% 14% 9% 10% 15% 7%

18% 12% 13% 7% 17% 10% 10% 5%
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 また、アンケートにおいて、評価者と被評価者のマンツーマンによる評価スキームとなっているこ

とから、評価実施のためのシフト調整に苦慮しており、評価を実施することが困難であるという回答

が多くよせられている。 

介護キャリア段位制度の内部評価については、事業所・施設におけるＯＪＴツールとして位置づ

け、事業所内の介護技術教育システム構築の役割を担うことも期待されることから、事業所・施設

全体の教育ニーズにマッチングした評価スキームである必要がある。 

評価の順序性検証においては、概ね評価項目の記載順通りに評価を実施しているとともに、概

ね評価開始から数日で評価できることが明示されたことから、評価項目ごとに複数名のアセッサー

による評価が実施できれば、内部評価について同時並行的に効率的に実施できるとういうことが言

える。 

 これらのことから、現状の評価者と被評価者のマンツーマン評価（教育）から、評価者複数名によ

る評価が実施できるよう評価スキームを考察することで効果的・効率的な内部評価となると考えられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入浴介助 食事介助 排泄介助 

アセッサーＡ 被評価者Ａ 

評価 

ＯＪＴ 

現状の評価イメージ 

移乗・移動・体位変換 感染症対策 

地域包括ケア ・・・等々 

入浴介助 食事介助 排泄介助 

アセッサーＢ 被評価者Ｂ 

移乗・移動・体位変換 感染症対策 

入浴介助 食事介助 排泄介助 

アセッサーＣ 被評価者Ｃ 

移乗・移動・体位変換 感染症対策 

評価 

ＯＪＴ 

評価 

ＯＪＴ 

地域包括ケア ・・・等々 

地域包括ケア ・・・等々 
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【 提 案 】 複数名の評価者による評価スキームの構築 

  

現在の評価票並びに認定申請について中項目単位で評価者が登録できるよう様式の変更を行

うことを提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

入浴介助 

食事介助 

排泄介助 

アセッサーＡ 被評価者Ａ 

提案の評価イメージ(評価項目は例示です) 

アセッサーＢ 被評価者Ｂ 

移乗・移

動・体位

変換 

感染症対策 

地域包括

ケア アセッサーＣ 被評価者Ｃ 

評価 

ＯＪＴ 

評価 

ＯＪＴ 

評価 

ＯＪＴ 
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評価完了時のアンケートにおいて、当該評価項目について判断に迷ったと回答した数は25と比

較的多い数となっていた。理由として「バイタルサインは通常医療職が測定することになっている」

が多かった。 

 

 

 

バイタルを測定する行為自体が重要ではなく、バイタル値を確認すること、入浴の可否判断を医

療職に確認することが重要であることから、以下のとおりチェック項目の表記の変更を提案する。 

 

【 提 案 】  評価チェック項目表記の変更 

   

n=1,963 n=1,282 n=352 n=218

25 17 3 4

9 5 0 4
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評価完了時のアンケートにおいて、当該評価項目について判断に迷ったと回答した数は26と比

較的多い数がみられた。理由として特に通所介護にて多く見られたが「着替えについては自宅か

らすでに持参されており、入浴時にそれに着替える為、改めて体調や気候に配慮しながら、利用

者の好みの洋服を選んでもらう事はしない」が多かった。 

 

 

一方で利用者の自己決定の尊重の観点から、利用者にて選択をしてもらうことも重要であること

から、以下のとおりチェック項目表記の変更を提案する。 

 

【 提 案 】  評価チェック項目表記の変更 

  

  

n=1,963 n=1,282 n=352 n=218

26 11 11 1

7 1 2 4

10 6 1 2

4 2 1 1

3 0 2 1
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当該評価項目の評価要件は現行において、「訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

及び夜間対応型訪問介護等の場合は、小項目評価の要件としない（評価対象外）」としている。 

レベル認定の評価データにおいて、訪問介護事業所のうち上記を適用した評価は80％であっ

た。 

   

142 113 80% 

 

⌂⅔⁸ ⅛╠ ♅▼♇◒╕≢⌐ ⇔√ ⌐≈™≡│ ─ ╡≤⌂∫≡™√⁹ 

 

 

他のチェック項目との所要日数差が訪問系について「4 日」となっている一方、入居系も「4 日」、

通所系は「5 日」となっていることから、訪問系に限定している除外要件について、他サービスも除

外要件とすることを検討するということを提案する。 

 

【 提 案 】  要件の変更 

  

n=1,138 n=715 n=202 n=142

93.0 91.5 86.8 102.5

93.7 92.5 87.8 102.8

95.4 95.2 92.0 106.8

92.5 91.1 87.0 102.2
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レベル認定となった評価データにおいて、清拭介助については他の小項目に対して24 日の差

が見られた。 

 

 

また、順序性検証において、清拭介助については全体においても15 小項目中 15 番目であっ

た。 

 

初回チェック項目までに要した日数から算定された評価順序 

    

15/15 15/15 15/15 11/15 

  

90.6

92.2

93.7

116.6

93.4

93.8

97.9

93.4

96.4

98.8

99.4

102.1

101.3

114.5

101.3

0.0 50.0 100.0 150.0
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一週間限定における評価の順序性検証においても他の小項目に対して突出して長くなっている

とともに評価できなかったとした評価結果も多く見られた。 

 

 

 

 

 ≢⅝⌂⅛∫√ ≢⅝⌂⅛∫√  

81 49 61% 

 

また、平成26年度「介護職員の資質向上（キャリアパス）におけるスキルの評価等の有効性に関

する調査研究事業」のデータ分析ＷＧ報告において「他の評価項目と一つでも高い相関が見られ

た 18項目」において当該評価項目が挙げられていることにも留意する必要がある。 

2.3

2.4

2.7

3.4

2.6

2.6

2.8

2.9

3.0

2.8

3.3

3.6

3.4

3.6

3.7

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

ề

ṕ Ṗ

ú

ṕ Ṗ
(

)

75 5 1

76 3 2

58 17 6

74 6 1

78 0 3

70 10 1

71 9 1

67 13 1

71 3 7

56 2 22

63 15 3

32 0 49

30 2 49

29 3 49
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清拭介助については介助対象となる利用者がいなく、評価することが困難であることが想定され

る一方、介護技術として重要な介護行為であることから、今後、内部評価の効率的な実施を鑑み、

「ユニット単位の認定」の方法検討と並行して、当該評価項目の適用について検討する必要がある

ということを提案する。 

 

【 提 案 】   

今後も継続して内部評価の効率的な実施を鑑み、当該評価項目の適用について検討する必要

があるということを提案する。 

 

【 提 案 】  チェック項目表記の変更 
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初回チェックまでに要した日数において、当該評価項目については同小項目内のチェック項目

と比較して若干長くなる傾向が見られた。 

 

 

訪問系サービスにおいて食事介助のサービスを実施してない場合もあり、更に「嚥下障害のある

利用者」とした評価対象となる利用者状態の特定により、他の項目と比較して日数が長くなることが

考えられる。また、食事のとろみつけについて、調理場ですでにとろみがつけられており、介護職

員があらためてとろみをつける必要がないことから、評価できず日数が長くなることも考えられる。 

とろみをつける行為が重要ではなく、とろみつけが必要な利用者にとろみがついた食事を提供

できているかが重要であることから、以下のとおりチェック項目表記の変更を提案する。 

 

【 提 案 】  チェック項目表記の変更 

 

 

  

n=1,138 n=715 n=202 n=142

92.6 87.4 94.9 104.7

96.6 90.5 100.4 113.6

93.5 88.5 95.5 104.9

92.6 87.4 94.5 104.9

92.7 87.5 95.4 104.8

92.7 87.5 95.4 104.8
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初回チェックまでに要した日数において、当該評価項目については通所介護にて同中項目内

の小項目と比較して、若干長くなる傾向が見られた。 

 

 

⌐⅔↑╢ ─ ⌐⅔™≡│、通所介護においては同中項目内の小項

目と比較して、若干ではあるが長くなる傾向が見られた。 

 

 

一方、一週間限定における評価の順序性検証における評価結果において、通所介護で「- 」（評

価できなかった）とした数はそれほど多くは見られなかった。 

 

n=1,138 n=715 n=202 n=142

93.5 90.6 93.0 103.8

93.4 90.1 93.0 103.8

93.4 90.2 92.9 103.8

95.6 92.7 94.7 105.9

95.4 92.5 94.7 105.9

95.5 92.5 94.3 105.6

95.9 93.1 94.8 105.9

100.3 96.8 100.6 107.4

95.5 92.6 94.7 105.8

97.4 93.7 104.4 101.9

97.5 93.5 105.5 101.9

97.3 93.5 104.4 101.7

102.9 98.1 112.2 103.9

n=81 n=54 n=13 n=4

2.9 2.7 2.5 3.3

2.9 2.8 2.7 3.3

2.9 2.8 2.7 3.7

2.9 2.7 3.0 2.3

2.9 2.7 2.9 2.3

3.0 2.7 2.9 2.3

2.9 2.6 2.9 2.3

3.0 2.7 3.0 2.3

3.0 2.6 3.1 2.3

2.9 2.7 3.3 2.3

2.8 2.8 2.9 2.3

2.8 2.8 2.9 2.3

2.8 2.7 3.2 2.3

ề

ṕ Ṗ

ú

ṕ Ṗ
(

)

11 0 2

10 0 3

10 0 3

9 2 2
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 おむつ交換に関する介助について、通所系サービスでは順序性検証において若干時間を要す

るとされた一方、一週間限定での評価において評価ができないというところまでではないということ

から、当該評価項目については特に対処は実施しないということを提案する。 

 

【 提 案 】  継続 

おむつ交換の介護について、通所系サービスでは他サービスと比較すると少ないようではある

が、評価ができないというところまではないと考えられる為、特に対処は実施しない。  
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「Ｂ」評価（できる場合とできない場合があり、指導を要する）において、当該評価項目について

は以下のとおり多くなっていた。 

 

 

 また、 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐⅔™≡╙ ⌐×

≢⅝⌂™ ≤⇔√ ⅜ ↄ ╠╣√⁹ 

 

  

n=1,138 n=715 n=202 n=142

76 53 13 2

4 2 1 0

2 1 0 1

2 2 0 0

50 34 8 3

19 13 3 1

3 3 0 0

4 2 0 1

0 0 0 0

ề

ṕ Ṗ

ú

ṕ Ṗ
(

)

41 35 5

65 10 6

67 5 8

6 3 72

42 31 8

64 7 10

69 4 8

69 4 8

13 1 67
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なお、平成25年度「介護職員の資質向上（キャリアパス）におけるスキルの評価等の有効性に関

する調査研究事業」のデータ分析ＷＧ報告において「相関の高いチェック項目」として当該評価項

目が挙げられ、チェック項目の表現において冗長の嫌いがあることから以下の変更案が出されて

いる。ここにおいてもこの変更案にて表記の変更を行うことを提案する。 

 

【 提 案 】  チェック項目表記の変更 

※平成 25 年度「介護職員の資質向上（キャリアパス）におけるスキルの評価等の有効性に関す

る調査研究事業」より 
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当該評価項目の評価要件は現行において、「使用しておらず評価ができない場合は小項目評

価の要件としない（評価対象外）」としている。 

レベル認定の評価データにおいて上記を適用した評価は88％となっていた。 

   

1,138 1,004 88% 

 

なお、一週間限定における評価の順序性検証における評価の結果において、「－」（評価できな

かった）とした数が89％と多く見られた。 

 

 ≢⅝⌂⅛∫√ ≢⅝⌂⅛∫√  

81 72 89% 

 

 ≤⇔≡ ⇔⌐ↄ™ ≢№╢ ⁸ ─ ─ ⅛╠⁸

⌐ ╩ ™╢↓≤─ ≠↑≤⇔≡ ╩ ∆ ⅜ ™↓≤⅛╠⁸

─╕╕ ≤⇔≡ ⇔⁸⅛≈ ╩ ∆↓≤╩ ∆╢⁹ 

 

【 提 案 】  小項目評価の要件としない（評価対象外）」の継続 

当該評価項目については引き続き「使用しておらず評価ができない場合は小項目評価の要件と

しない（評価対象外）」とする。  

ề

ṕ Ṗ

ú

ṕ Ṗ
(

)

41 35 5

65 10 6

67 5 8

6 3 72
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当該評価項目の評価要件は現行において、「使用しておらず評価ができない場合は小項目評

価の要件としない（評価対象外）」としている。 

レベル認定の評価データにおいて上記を適用した評価は88％となっていた。 

 

   

1,138 1,067 94% 

 

なお、一週間限定における評価の順序性検証における評価の結果において、「－」（評価できな

かった）とした数が83％と多く見られた。 

 

 ≢⅝⌂⅛∫√ ≢⅝⌂⅛∫√  

81 67 83% 

 

≤⇔≡ ⇔⌐ↄ™ ≢№╢ ⁸ ─ ─ ⅛╠⁸

⌐ ╩ ™╢↓≤─ ≠↑≤⇔≡ ╩ ∆ ⅜ ™↓≤⅛╠⁸

─╕╕ ≤⇔≡ ⇔⁸⅛≈ ╩ ∆↓≤╩ ∆╢⁹ 

 

【 提 案 】  小項目評価の要件としない（評価対象外）」の継続 

当該評価項目については引き続き「使用しておらず評価ができない場合は小項目評価の要件と

しない（評価対象外）」とする。 

  

ề

ṕ Ṗ

ú

ṕ Ṗ
(

)

42 31 8

64 7 10

69 4 8

69 4 8

13 1 67
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レベル認定となった評価データにおいて、杖歩行の介助については他の小項目に対して13 日

の差が見られた。 

 

 

また、 ⌐⅔™≡⁸ ⌐≈™≡│ ⌐⅔™≡╙ 15 14 ≢

№∫√⁹ 

 

初回チェック項目までに要した日数から算定された評価順序 

    

14/15 14/15 10/15 15/15 

 

一週間限定における評価の順序性検証において、評価できなかったとした評価結果が多く見ら

れた。 

 

 

 ≢⅝⌂⅛∫√ ≢⅝⌂⅛∫√  

81 28 35% 

90.6

92.2

93.7

116.6

93.4

93.8

97.9

93.4

96.4

98.8

99.4

102.1

101.3

114.5

101.3

0.0 50.0 100.0 150.0

ề

ṕ Ṗ

ú

ṕ Ṗ
(

)

54 3 24

36 17 28

57 0 24
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杖歩行介助については介助対象となる利用者がいなく、評価することが困難であることが想定さ

れる一方、介護技術として重要な介護行為であることから、今後、内部評価の効率的な実施を鑑

み、「ユニット単位の認定」の方法検討と並行して、当該評価項目の適用について検討する必要が

あるということを提案する。 

 

【 提 案 】   

今後も継続して内部評価の効率的な実施を鑑み、当該評価項目の適用について検討する必要

があるということを提案する。 
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レベル認定となった評価データにおいて、当該評価項目については他の小項目に対し10 日の

差が見られた。 

 

 

評価完了時のアンケートにおいて、判断で迷ったと回答した数は28～31と比較的多い数がみら

れた。理由としてチェック項目の表記「いつもと違う行動」について「いつもと違うと判断する基準が

無いため評価ケースと判断していいかどうかがわらない」というものが多かった。

 

 

【 提 案 】  認知症ケア項目の入れ込みの検討 

本調査研究事業内に含まれる認知症ケアにおける評価項目の検討において、当該評価項目の

代替の検討を行い、実体性のある評価項目にすることを提案する。 

  

126.0

132.1

126.3

136.3

0.0 50.0 100.0 150.0

n=1,963 n=1,282 n=352 n=218

15 13 0 1

30 19 4 5

4 2 2 0

13 10 2 0

15 10 1 2

4 2 0 2

3 2 1 0

6 5 1 0

5 3 1 1

3 1 1 1

3 2 1 0

28 18 6 2

12 11 1 0

31 21 4 1
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レベル認定となった評価データにおいて、当該評価項目については他の小項目に対しチェック

所要日数が長くなっていた。 

 

 

 

評価完了時のアンケートにおいて、当該評価項目について判断に迷ったと回答した数は28～

31 と比較的多い数がみられた。理由として相談・苦情については通常生活相談員が実施している

ため被評価者が実施するケースが無いといった協働の部分での課題があるとともに、③④につい

ては苦情と表記されており、相談の対応では評価できないということから判断に迷ったということが

挙げられていた。 

 

 

【 提 案 】  チェック項目表記の変更 

 

  

136.9

134.6

0.0 50.0 100.0 150.0

n=1,963 n=1,282 n=352 n=218

55 49 0 3

5 5 0 0

15 12 2 0

17 11 2 1

3 2 0 0
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レベル認定となった評価データにおいて、当該中項目に属する小項目においていずれもチェッ

ク所要日数が長く見られた。 

 

 

また、評価完了時のアンケートにおいて、当該評価項目について判断に迷ったと回答した数は

24～15と比較的多い数がみられた。理由として「個別介護計画についてケアマネジャー、相談員、

サービス提供責任者で立案実施しており、また、利用者・家族への説明についても立案者が実施

しているため、評価が困難であった」という回答が多かった。 

 

当該項目について「個別介護計画」をサービス計画書あるいは個別介護計画書といった「計画

書」自体の作成と捉えている事が多く、計画を策定するための具体的方法の立案提言を行ってい

るにもかかわらず評価がされていないことがあるため、以下のとおり解説を追記することを提案す

る。 

 

【 提 案 】  解説の追記 

「ケアカンファレンスなどにおいて、利用者の目標設定とそれを達成するための具体的方法（担

当者、頻度、期間）についての立案提言内容にて評価（議事録やメモなどの記録確認による評価）

としても良い」ことを追記する。 

142.5

141.6

148.2

153.9

0.0 50.0 100.0 150.0

n=1,963 n=1,282 n=352 n=218

15 11 1 2

7 6 0 1

7 5 0 1

15 9 4 0

4 4 0 0

24 22 1 1

22 19 2 1

2 1 1 0

1 1 0 0

10 8 0 0

3 3 0 0

3 2 0 0

3 3 0 0

5 5 0 0
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当該評価項目については 6 か月程度の評価期間をとってもケアを行う機会がなく評価ができな

かった場合は、その旨のチェックを行い、実施機関に提出することとしている。また、実施状況を見

て、こうした場合のレベル認定の在り方を検討することとしていることから当該評価項目の発生状況

について標準評価期間である3 か月、評価期間の延長申請が必要となる6 か月時点で発生状況

のアンケートを行っている。 

 

評価開始から3か月経過時点のアンケートデータでは68.5％が「機会がなく評価ができなかった」

としており、特に通所系において76.4％と高い回答となった。 

 

 

⅛╠ 6 か 経過時点のアンケートデータでは26.9％が「発生状況待ち」との回答であ

った。 

 

 

 ⅛ら3 か月経過時点においては評価に該当する介護が発生しなかったとした率が約７

割と高かったが、6 か月経 ⌐⅔™≡│ ╕≢≤⌂╡⁸╕√⁸꜠ⱬꜟ ≤⌂∫√

╢↑⅔⌐♃כ♦ ⌐ ⇔√ ⌐≈™≡⁸ ⌐⅔™≡│⁸ ↄ⌂╢

≤│⌂╠⌂⅛∫√⁹ 

 

  

n=1,007 n=587 n=208 n=128

690 384 159 92

68.5% 65.4% 76.4% 71.9%

n=1,284 n=893 n=186 n=115

345 245 43 37

26.9% 27.4% 23.1% 32.2%

119.5

136.2

0.0 50.0 100.0 150.0
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╕√⁸ ▪fi◔⁸≡™⅔⌐♩כ ⌐≈™≡ ⌐ ∫√≤ ⇔√

⅜ 72≤ ™ ⅜ ╠╣√⁹ ≤⇔≡₈ ╛ ⇔√ ─ ⌂≥⌐ ≠⅝⁸

⌂ ⅛╠╖≡ ⅜ ™ ⅜ ⇔⌂⅛∫√↓≤⅛╠⁸ ≤∆╢↓≤⅜

≢⅝⌂⅛∫√₉⅜ ⅛∫√⁹ 

 

 

 

↓╣╠─↓≤⅛╠ ⌂ ╩ ↓∆╙─∞↑≢⌂ↄ⁸ ─ ─ ⁸ ─

⁸ ≤⌂╢ ╩ →≡ ╩ ℮↓≤╩ ⌐ ∆╢↓≤≢⁸╟╡

⌂ ⅜ ↕╣╢≤ ⅎ╠╣╢⁹ 

╕√⁸ ⌐≈™≡₈6 か月程度の評価期間をとってもケアを行う機会がなく評価が

できなかった場合は、その旨のチェックを行い、実施機関に提出すること。実施状況を見て、こうし

た場合のレベル認定の在り方を検討する。」と要件を付しているが、当該評価項目は、介護技術の

観点からも非常に重要な評価項目であるため、当要件の表記を除外するとともに、引き続き評価に

要する時間について、チェック日等にて検証することを提案する。 

 

【 提 案 】  解説の追記 

╛ ⇔√ ─ ⌂≥⌐ ≠⅝⁸ ⌂ ⅛╠╖≡ ⅜ ™

∞↑≢⌂ↄ⁸ ─ ─ ⁸ ─ ⁸ ≤⌂╢ ╩ →≡

╩ ℮↓≤╩ ⌐ ∆╢↓≤╩ ∆╢。 

「6 か月程度の評価期間をとってもケアを行う機会がなく評価ができなかった場合は、その旨の

チェックを行い、実施機関に提出すること。実施状況を見て、こうした場合のレベル認定の在り方を

検討する。」との要件について除外することを提案する。 

  

n=1,963 n=1,282 n=352 n=218

72 48 14 7

33 24 4 3
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当該評価項目について、評価完了時のアンケートにおいて、当該評価項目について判断に迷

ったと回答した数が54と多く見られた。理由として「保険者に対する報告書の記載については一般

の介護職員が行わず、職責者が行う為、評価できなかった」あるいは「保険者に報告するような重

大な事故は起こらなかった為、評価できなかった」が多かった。 

 

 

 

 ⌐≈™≡⁸ ⌐ ∆╢ ≤∕─ ─ ⌐ ∆╢

⅜ ╘╠╣≡⅔╡⁸ ⌐ ⌐ ∆╢ ≢│⌂ↄ≤╙⁸ ≢⅝╢↓≤≤⌂╢

⁸ ⌐∕─ ╩ ∆╢↓≤╩ ∆╢⁹ 

 

【 提 案 】  解説の追記 

 ⌐ ∆╢ ⅜ ⇔√ ⌐≥─╟℮⌐ ⌐ ∆╢⅛─ ≤⁸∕

─ ─ ⅜№╢─⅛╩ ⇔≡™√ ⌐⅔™≡ ≢⅝╢↓≤╩ ⌐

∆╢↓≤╩ ∆╢⁹  

n=1,963 n=1,282 n=352 n=218

6 5 1 0

0 0 0 0

0 0 0 0

32 16 11 3

2 1 1 0

9 8 0 1

0 0 0 0

4 2 2 0

54 42 6 4

n=1,138 n=715 n=202 n=142

128.3 129.0 126.5 118.6

128.4 132.3 119.3 111.5

131.4 135.4 121.4 113.6

132.0 131.8 133.4 131.4

131.8 130.5 125.9 134.6

132.9 132.2 124.3 133.9

135.9 134.8 127.5 140.5

133.2 131.5 128.7 141.8

137.7 136.4 131.1 143.4
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「（２）身体拘束を行わざるを得ない場合の手続ができる」の評価項目について、以下のいずれか

に該当する場合は、レベル認定の要件とはしない（評価対象外）となっている。 

(ⅰ)入所・入居・短期入所系のサービス以外のサービスである場合 

（ⅱ）身体拘束を全くしていない場合 

 

レベル認定の評価データにおいて上記を適用（評価対象外）した評価は73％となっていた。 

   

416 305 73% 

 

╕√⁸ ▪fi◔⁸₈≡™⅔⌐♩כ ⌐ ↑√ ⅜≢⅝╢₉─

─℮∟⁸♅▼♇◒ ₈ᵑ ⌐ ╢ ╛ ⌐≈™≡⁸ ╩ ה

⇔⁸ ╩ ⌐∆╢↓≤⅜≢⅝√⅛⁹₉⌐≈™≡ ⌐ ∫√ ⅜ 56 ≤ ↄ ╠╣

√⁹ ≤⇔≡₈ ⌐ ☻כ◔╢ ╩ ☻כ◔℮ ⅜ ∑∏ ╩

∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™₉⅜ ⅛∫√⁹ 

 

↓╣╠─↓≤⅛╠⁸₈ᵑ ⌐ ╢ ╛ ⌐≈™≡⁸ ╩ ה ⇔⁸

╩ ⌐∆╢↓≤⅜≢⅝√⅛⁹₉⌐≈™≡⁸ ⌐ ╩ ♦⸗ↄ⁸⌂│≢☻כ◔℮

ꜟ ⌂≥⌐⅔™≡⁸ ╛ ⌐≈™≡ ╩ ⌐≢⅝√↓≤⌐╟╡ ≢⅝╢↓

≤≤⇔⁸ ⌐∕─ ╩ ∆╢↓≤╩ ∆╢⁹ 

 

【 提 案 】  小項目評価の要件としない（評価対象外）」の継続 

当該評価項目については引き続き、「身体拘束を全くしていない場合は、レベル認定の要件と

はしない。」とする。なお、₈ᵑ ⌐ ╢ ╛ ⌐≈™≡⁸ ╩ ה ⇔⁸

╩ ⌐∆╢↓≤⅜≢⅝√⅛⁹₉⌐≈™≡⁸⸗♦ꜟ ⌂≥⌐⅔™≡⁸ ╛ ⌐≈

™≡ ╩ ⌐≢⅝√↓≤⌐╟╡ ≢⅝╢↓≤╩ ⌐ ∆╢↓≤╩ ∆╢⁹  

n=1,963 n=1,282 n=352 n=218

56 27 20 7

9 7 0 2

5 2 1 2

10 6 4 0

10 8 2 0
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当該評価項目については 6 か月程度の評価期間をとってもケアを行う機会がなく評価ができな

かった場合は、その旨のチェックを行い、実施機関に提出することとしている。また、実施状況を見

て、こうした場合のレベル認定の在り方を検討することとしていることから、当該評価項目の発生状

況について標準評価期間である3 か月、評価期間の延長申請が必要となる6 か月時点で発生状

況のアンケートを行っている。 

 

評価開始から３か月経過時のアンケートデータでは75.2％が「機会がなく評価ができなかった」

としており、特に通所系において85.9％と高い回答となった。 

 

 

⅛╠ か 時のアンケートデータでは32.1％が「発生状況待ち」との回答であった。 

 

 

 か ⌐⅔™≡│ ⌐ ∆╢ ⅜ ⇔⌂⅛∫√≤⇔√ ⅜ 75 ≤ ⅛∫√

⅜⁸ ⅛ ⌐⅔™≡│ 30 ≤⌂∫√⁹ 

╕√⁸꜠ⱬꜟ ≤⌂∫√ ╢↑⅔⌐♃כ♦ ⌐ ⇔√ ⌐ついて、平均約145日

と、約5 か月要しており、特に通所系においては約165日となった⁹ 

 

n=817 n=499 n=156 n=103

614 345 134 83

75.2% 69.1% 85.9% 80.6%

n=861 n=616 n=110 n=80

276 193 31 34

32.1% 31.3% 28.2% 42.5%
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 評価完了時のアンケートにおいて、当該評価項目について判断に迷ったと回答した数は59 と

多く見られた。理由として「評価期間中に終末期ケアの対象となる利用者がいない為、評価できな

い」あるいは特に通所系について多く見られた理由として、「事業所・施設として終末期ケアの取組

を実施していない為、評価できない」が多かった。 

 

 

終末期ケアについては介助対象となる利用者がいないことや、事業所・施設として終末期ケアに

おける取組を実施していないところがある一方、介護技術として重要な介護行為であることから、今

後、内部評価の効率的な実施を鑑み、ユニット単位の認定の方法の検討と並行して、当該評価項

目の適用について検討する必要があるということを提案する。 

 

【 提 案 】   

今後も継続して内部評価の効率的な実施を鑑み、当該評価項目の適用について検討する必要

があるということを提案する。 

  

n=1,138 n=715 n=202 n=142

143.4 139.5 162.5 134.6

143.7 139.8 163.6 134.8

143.6 140.2 160.5 134.6

149.4 146.9 167.1 132.2

148.8 146.2 163.5 135.6

149.7 148.2 165.3 132.2

n=1,963 n=1,282 n=352 n=218

59 36 16 5

9 4 3 2

5 4 1 0

20 12 6 1

6 3 3 0

3 2 1 0
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レベル認定となった評価データにおいて、地域包括ケアシステムに関する評価項目については

チェック所要日数がいずれも長くなっており、約170日要していた。 

 

 

また、評価開始から３か月経過時点のアンケートデータでは85.3％が「機会がなく評価ができな

かった」としており、特に入居系において88.4％と高い回答となった。 

 

 

 

⅛╠ か 時点のアンケートデータでは51.8％が「発生状況待ち」との回答であっ

た。 

 

  

162.9

170.1

167.1

171.8

n=673 n=396 n=135 n=87

574 350 112 65

85.3% 88.4% 83.0% 74.7%

n=471 n=322 n=66 n=43

244 180 21 22

51.8% 55.9% 31.8% 51.2%
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評価完了時のアンケートにおいて、当該評価項目について判断に迷ったと回答した数は52と多

く見られた。理由として「地域包括ケア業務はケアマネが行っており、介護職員にて評価するのが

難しい」あるいは入居系について多く見られた理由として、「施設内のスタッフではなかなか外部と

の接触の機会がないため評価の実施が困難である」が多かった。 

 

 

 

地域包括ケアシステムにおいては、地域の社会資源の一員としての意識を持ち、地域の社会資

源と協力して、地域住民、地域の医療機関・介護事業所利用者の心身機能・ＱＯＬ向上の為に取り

組むことが重要であることから、今後、内部評価の効率的な実施を鑑み、ユニット単位の認定の方

法の検討と並行して、当該評価項目の適用について検討する必要があるということを提案する。 

 

【 提 案 】   

今後も継続して内部評価の効率的な実施を鑑み、当該評価項目の適用について検討する必要

があるということを提案する。 

 

  

n=1,963 n=1,282 n=352 n=218

52 46 1 4

3 3 0 0

6 5 0 0

16 12 3 1

12 12 0 0

17 14 2 1

4 3 0 1

16 14 0 2

16 15 0 1
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当該評価項目の評価要件は現行において、「事業所・施設において、特定の役職者しか行って

おらず評価ができない場合は小項目評価の要件としない（評価対象外）」としている。 

レベル認定の評価データにおいて、上記を適用した評価は29％であった。 

   

174 50 29% 

 

なお、レベル認定となった評価データにおいて、当該評価項目についてチェック所要日数は。

多項目と比較しても長くなる傾向は見られなかった。 

 

 

当該評価項目については除外要件として設定はしているものの、適用率は29％に留まっており、

また、評価日数も他評価項目と比較して長くなる傾向が見られないことから、チェック項目の評価を

一部変更するとともに、除外要件をなくすことを提案する。 

 

【 提 案 】  チェック項目表記の変更 

 

  

n=1,138 n=715 n=202 n=142

159.7 153.7 184.9 170.7

161.5 155.6 184.6 178.8

163.1 157.9 184.6 178.3

164.5 159.5 184.6 179.9

163.5 158.8 186.8 173.6

156.6 147.5 178.6 180.6

162.0 158.9 174.7 170.3

161.8 159.3 157.7 179.3

161.0 157.3 178.6 166.7

162.7 158.7 171.4 178.2

162.0 151.5 205.2 180.4

165.2 155.6 208.6 180.2

 

 

① スタッフの休暇予定や利用者のキャンセルを把握し、誤り無くローテーション（シフト）を組む、

あるいはシフト調整することができたか。 
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 順序性検証における評価小項目ごとの考査の結果、評価項目の表記、要件等一部改訂案につ

いて以下の通り掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①

②

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

①

②

③
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①

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

①

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

④
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①

②

③

④

①

②

③

④

①

②

③

④

⑤

①

②

③

①

②

③

④
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①

②

③

①

②

③

④

①

②

③

④

①

②

③

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

⑥
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①

②

③

①

②

③

④

①

②

③

④

①

②

③

①

②

③

④

①

②
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①

②

③

①

②

③

④

①

②

①

②

③

①

②

①

②

③

①

②

③
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①
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１．検討委員会及び外部評価検証ＷＧにおける検討 

 （１）内部評価の取組みアンケート集計及び事業所ヒアリングの実施 

   取組みアンケート及び事業所ヒアリングを通じて、本制度を用いたOJT・評価が実施者及び事

業所に様々な効果をもたらしていることが確認できた。積極的に取り組む事例からは、本制度の

①「見える化」のもたらす効果に着目している、②取組みを気づき、学びの契機にしている、③

OJT ツールとして活用している、④業務改善のサイクルにつなげている、⑤中間管理層・次世代

リーダー養成プログラムとして活用している、⑥キャリアパスの明示・人事評価制度の構築に繋

げていることがいえる。また内部評価を組織的に取り組むために、複数評価者（アセッサー）を配

置する、事業所内に評価支援を行うリーダー職員を配置する、外部専門家のアドバイスを活か

す等、組織内外の相談体制を組み、評価環境を整えていることが示された。（報告書第1 部第

Ⅰ章１～３） 

   

（２）外部評価の実施検証、および外部評価の在り方の検討 

 ・外部評価の実施検証 

    平成 26年度外部評価 11事例の検証を行ったところ、現在のルールに基づく1 名の外部評

価審査員による実施方法につき、再考すべきことが明らかとなった。判断規準、再評価の対象、

再評価の時点が不明瞭であること、内部評価の実態が、必ずしも構築された事業所体制に基

づくものとはなっていないこと、外部評価（OJT 手法、評価方法、体制構築にむけた助言）が

気づき、改善の契機として有効であること等が確認された。（報告書第１部第Ⅱ章１～３） 

  ・外部評価の在り方の検討 

     検討委員会において、外部評価は、評価の対象として組織を評価するものとなること、内

部評価の適正性の担保の観点から、明らかな不正に対する抑止として必要な仕組みであるこ

と、しかしながら制度の堅牢性を重視すると、現場で効果性を生み出している内部評価自体

の抑制になりかねないこと、本制度の趣旨に基づき、人材育成の観点から、内部評価の推進

支援の位置づけとすべき、と整理された。（報告書第１部第Ⅲ章１～５） 

 

（３）外部評価審査員の資質向上に向けた検討 

   平成 27 年度外部評価審査員講習養成の在り方、結果検証、外部からの支援の有効性につ

いての検討を行った。講習会では、内部評価実施の体制及びOJT実施体制の確認、クリニカル

ガバナンス構築の視点に立ち、記録確認、アドバイス支援を行う力を養成することを目指した。

講習に関する評価は、外部評価を受けることは、介護職員の資質向上の上で有効」が98.4%、

「外部評価を受けることは内部評価を推進していく上で有効」が100.0%との結果であり、事業所
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体制に関する外部からの指導的助言等の視点は、内部評価推進に有効であることが示唆され

た。（報告書第1 部第Ⅳ章１～３） 

    

２．内部評価検証ＷＧにおける検討 

（１）認知症に係わる介護技術評価項目の検討・作成 

   現在の介護技術評価項目の枠組みを用いつつ、認知症に係わる介護技術項目と認知症へ

の配慮の視点を加える検討を行い、具体的な選定案と判断規準案をまとめた。 （報告書第2部

第Ⅰ章認知症介護技術評価項目 ver.4、ver.5） 

  

（２）介護技術評価項目のデータ分析による順序性検証、提案 

   介護キャリア段位制度の標準評価期間は３か月として設定されているものの、現状は約７か月

を要している。内部評価取組み効率化に向けて、評価の順序性分析を介し、要因分析及び効

率化に向けた方策につき検討し、提案を行った。 

   分析の結果、評価票に記載されている評価項目の順番通りに評価を実施していること、基本

介護技術のうち「清拭介助」「杖歩行介助」について順序性に相違がみられたこと、「感染症発生

時に対応ができる」「終末期ケア」「地域包括ケアシステム」については、発生頻度が低いことが

示された。 

   これらを受け、効率化に向けた評価方法の提案として、①中項目単位の認定も用意し、評価

期間を限定せずにキャリアパスに応じて評価できるようにする案、②複数名のアセッサーによる

評価方法も用意し、中項目単位で評価者が登録できるようにする案を示した。（報告書第２部第

Ⅱ章４．（３）①②）。 また、評価小項目別の考察を行い、現在の評価項目に対する修正案を提

示した。（報告書第２部第Ⅱ章■評価小項目ごと考察のまとめ） 
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期末評価票 記載確認表
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この事業は ２７ 厚生労働省老人保健事業

推進費等補助金老人保健健康増進等事業の一環

として行われたものです。 

 

介護キャリア段位制度に係る外部評価の効果的・効率的な実施方法と        

外部評価審査員の質の向上に関する調査研究事業報告書 

 

 

   

 105- 0003 

  

  03- 5402- 4881  FAX 03- 5402- 4884 


